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あいさつ

「清 く,豊かに流れる桂川 。相模川」とその流域を創造するために,「 アジェンダ21桂川・相模川」

の理念のもとに,協議会が発足 して4年が経過して,山梨・神奈川両県の市民 。事業者 。行政のパー

トナーシップで行動指針・行動計画の一層の具体化を図ることができました。完成された計画案とい

うよりは,三者が当面協働 してなし得る具体的な行動計画原案 (協創の芽)が策定できたといえまし

ょう。今後とも流域の個性と異質の立場を困難な障害としてみるのではなく,む しろ智恵の源泉とし

て,	また交流と協創の芽がたくましく成長 していく様を関わりの中で互いに楽しむことにいたしまし

ょう。それにしても,「 アジェンダ21桂川 。相模川」の理念を実現するために、どれほどの大規模な

交流と協働が必要とされることか,想像を超えています。

昨年度の活動報告書の主旨が活動に関する情報の公開にあったとすれば,今年度とのひと味の違い

は,「 より開かれた協働の探索と具体的な連携への試みの始動」ということではないでしょうか。また

昨年度では,地図を活用 して,活動の場所がプロットされ,分かりやすい表現形式が工夫されました。

今回の 2001年度では,更なる工夫がされていることでしょう。読んでいただいてのお楽 しみといた

します。

今後とも一層のご助言とご支援を心よりお願いいたします。またそれぞれの活動専門領域で,お互

い様進んで参加・参画できることを楽しみにしつつ 。・・。	 感謝。

市民部会	 幹事	 牧島信一

あいさつ

当社が桂川・相模川流域協議会に加入 してから3年が経過 しましたが、この間、「アジェンダ21桂
川・相模川」の策定や各会合・諸行事等の活動に事業者部会の一員として参画してまいりました。

「アジェンダ21桂川・相模川」については、昨年の総会までに行動指針・行動計画がほぼまとま

り、具体的実践に移る段階まで進展 してきたことは、非常に喜ばしいことです。

また、市民・事業者・行政の三者が協議会活動を通して、それぞれの立場を理解・尊重 しつつ、一

体となって考え、行動するという雰囲気が醸成されてきたと感 じております。

当社は、明治40年に桂川に駒橋発電所を建設して以来、地域の皆さまにご理解をいただきながら

発電を続け、桂川筋の各発電所は、貴重な電源として地域の発展に寄与 してまいりました。ご存 じの

ように、水力発電はクリーンな純国産の自然エネルギーであり、今後も河川環境に配慮 しながら、電

力の安定供給につとめていく所存です。

今後、協議会の中で一層の議論を重ね、行動計画が効果的に実践されて行くことを期待 しておりま

すので、引き続きお願いいたします。

東京電力株式会社	 駒橋工務所

飯島正俊

あいさつ

人工衛星から送られてきた地球の写真を見ると、まさに「地球は青かった」という言葉どおりです。
水の惑星と呼ばれるように、水は地球の四分の三を占め、この惑星の外観を特徴づけていると同時に、
水はこの星に生きる全ての生命の源となっています。また、私たちの毎日の生活を快適にするために

も水は欠かせないものです。

我々が使った水は、側溝や下水道を通 り、川や湖そして海へと流れていきます。多くの人は、水道
の栓をひねりさえすれば、いつでも好きなだけきれいな水を使えるのが当然だと思っています。 しか
し、使い終わって、自分が汚した水の行方については、あれこれ心配する人は、未だ少数に止まって
いるのが現状です。海や川の水が汚れてきたことは誰でもが知っているのに、汚しているのは他人だ
と思いこんでいるためではないのでしょうか。

この桂川・相模川において「清 く豊かに川は流れる」のイメージを現実のものとするためには、流
域に暮らす私たち一人ひとりが、環境負荷の少ない社会・経済活動を現実のものとしなければなりま
せん。

そのためにも、「アジェンダ21桂川 。相模川」の推進に向け、市民、事業者の皆様との連携を深
めて参りたいと考えます。今後とも皆様方のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

秋山村	 環境課長

小俣季廣



次目

1	2001年 度の活動の概要・ 00・ ・・ 。・・・ 000・ 0000・ ・・・・ 01

2	2001年 度活動報告・・・・・・・ 0000000・ 00000・ ・ 000・ 5

(1)	 アジェンダ21桂川・相模川の活行動方針、行動計画の策定、推進・・ 07

(2)	 会議等の開催・ 000・ 00000000・ ・・・・・・・・ 0・ ・・ 19

(3)	 クリーンキャンペーン・・・・・・・・・ 000・ ・ 000・ ・・・・ 24

(4)流 域ツアー&ウ ォッチング 0・ 0・ ・・・・ 00・ ・・・・・・・・ 034

(5)	 上下流交流事業、流域シンポジウム・・・ 00000000000・ 041

(6)	 ホームページの紹介・ 0。 000・ ・・・ 000・ 000・ ・・・・・ 75

(7)	 会報誌等の発行 00・ 0000・ 0000・ 00・ ・・・ 00000・ 77

(8)地 域協議会 。・・・・・・・・ 000・ ・・・・・・ 0000000078

(9)そ の他 00・ ・・・・・ 0・ ・・ 000・ ・・ 00000・ ・ 00・ ・ 86

①	コイ 0ビデロゲニン調査結果報告・・・・ 000・ ・ 0・ 00・ 0086

②	学習会00・ 0・ ・・000000・ ・・・・・・・・・・00・ ¨87

③	会員拡大のための取り組み・・・・・・・00・ 0・ ・000・ ・・ 89

3	 収支報告・・・・・・・・・・・・・・ 0・ 0・ ・・ 000・ 000・ ・・ 091

参考資料 0000・ 00・ 00・ 0・ ・ 0・ ・・ 000・ ・・・・・ 000・ 97

桂川・相模川流域協議会規約等・・ 00・ 0・ ・ 000・ ・ 00・ ・ 00099

会員及び役員 0・ 0・ ・・ 00000000・ 000・ ・・ 00・ 00・ 100



「アジェンダ21桂川 。相模川」

基本理念

私たちは、桂川 。相模川の将来像を「清 く豊かに川は流れる」 とイメージ します。

河川の豊かな水は、多 くの生物を育み、生物はまた、水を自然浄化 します。清流は、た

だ清 らかに澄んでいるだけではなく、流れることによって、豊かで多様な生物の共存を可

能にしています。

桂川 。相模川は、これまで、清 く豊かな流れによって森 と海 を結び、空 と地表 と地下を

つなぎ、多様な生物 と人間を共存させ、地域の風土 と文化、経済の中心になってきま した。

しか し、20世紀半ば以降、首都圏の周縁をなす流域 とその周辺の人口の増加、社会経

済の急激な発展を背景に、水需要が増大 し、川の水が大量に使用 されるとともに、汚濁物

質が流入するなど、桂川 。相模川の水量の減少と水質の悪化は大 きな問題になっています。

また、治水事業・利水事業は、私たちの安全で快適な生活の確保に役割を果た してきまし

たが、反面では、生物の生息 。生育環境を含めた 自然環境に大 きな影響を与えています。

私たちは、古 くから桂川 。相模川の恩恵を一身に受けてきま した。そ して、今 日、桂川・

相模川は、流域の住民はもとより、その恵みを受けているすべての生物 と人々、あ らゆる

主体にとっての共有財産 となっています。

こうした認識のもとに、私たちは、桂川 。相模川を悠久のものとして将来の世代 に引き

継 ぐため、市民、事業者、行政の合意に基づいて、次のことを基本理念 として、「アジェ

ンダ 21桂川 。相模川」を策定 し、実行 していきます。

(1)私 たちは、清 くゆたかに流れる桂川 。相模川の恵みの下で、健康で安全かつ文化

的な生活を営む権利 を有するとともに、この川の恵みを将来にわたって子孫 とすべ

ての生物が公正に受け られるよう継承する責務がある。

(2)私 たちは、流域に関わるすべての人々の社会経済活動や生活様式が桂川 。相模川

に大 きな負荷を与えていることを認識 し、 これ らを環境の視点から見直 し、豊かで

多様な生命を育む ことができる、環境への負荷が少ない持続可能な発展を基調 とし

た環境保全型社会を形成するよう行動する。

(3)私 たちは、桂川 。相模川 に係わるすべての事業活動において、地域の自然的社会

的条件に応 じて、その計画段階から、良好で健全な自然環境の保全・回復を重視 し、

生活環境及び社会環境についても、総合的に配慮する。

(4)私 たちは、上流 と下流、市民と事業者 と行政など、様 々な立場の違いを越えて互

いに交流を深めなが ら協働するとともに、 自らの責務を自覚 し、各 々の役割分担 と

公平な負担のもとに、 自主的かつ積極的に行動す る。

(5)私 たちの行動の前提 として、情報の共有化が必要であ り、桂川 。相模川に関する

市民、事業者行政の情報は、公開を原則 とする。

私たちは、桂川 。相模川に係わる政策や事業の立案 と推進にあたって、桂川 。相模

川に感心 と利害を持つすべての主体の参加を得て行われ るよう努力す る。

1999年 9月 14日 策定
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2001年 度の主な活動

1	 アジェンダ桂川・相模川の行動指針、行動計画の策定、推進

桂川 0相模川の流域環境保全の行動計画である「アジェンダ21桂川・相模川」を推

進するため、行動指針、行動計画をとりまとめるとともに、アジェンダに基づいた行

動を行いました。(P7)

2	 会議等の開催

アジェンダ21桂川 0相模川の取りまとめや流域協議会の運営等を協議するため、総

会1回、幹事会9回、主体別部会 (市民部会 H回、事業者部会3回、行政部会4回)

専門部会9回、地域協議会 (東部地域協議会、湘南地域協議会において役員会 0担当

役員会、世話人会)等を開催しました。(P19)

3	 クリーンキャンペーン

桂川・相模川流域47会場において、流域一斉クリーンキャンペーンを開催しまし

た。(P24)

10/7	 桂川をされいにする会 2/23鶴 嶺小学校区青少年推進協議会

4	 流域ツアー&ウオッチング

流域の自然環境や文化を知るため、川を訪ね、歩きながら観察・学習するツアー&
ウオッチングを開催しました。(P34)

9/22	 中津川流域

-3-

12/8	 桂川流域



5	 上下流交流事業、流域シンポジウム

上下流住民等の交流と意識啓発を計るため

環境保全のための活動を取り入れた交流

事業とシンポジウムを開催しました。(P41)

11/18	 流域シンポジウム

6	 ホームページでの紹介

流域協議会の活動と関連する市民、事業者等の会員の活動を積極的に広報し、連携

的 0協働的な活動を促進しました。(P75)

7	 会報誌等の発行

流域協議会の活動状況やアジェンダの進捗状況について、広<会員等に周知するた

めに会報誌「アジェンダ 113」 第7号及び第8号を発行しました。また、協議会の各

種情報を会員に提供するため、事務局だよりを4回発行しました。(P77)

8	 地域協議会

地域協議会に根ざした環境保全活動や交流会などを開催しました。(P78)

湘南地域協議会

11/18	 下流交流事業

5/12	 上流交流事業
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(1)アジェンダ21桂川・相模川策定について

桂川 ・相模川流域協議会では 、アジェンダ策定のための議論を行う専門部会を設置し、1998年度から

2001年度にかけて、年Po38回程度の頻度で専門部会を開催し、アジェンダ21桂川・相模川の行動指針	 行動

計画の議論を行いました。

専門部会における話し合いの中で、市民案として提案された流域の課題の表現を変更 、修正し、数多くの

行動指針	 行動計画が流域協議会総会で採択することができました。

各年度におけるアジェンダ21桂川・相模川の行動指針・行動計画の策定数は以下の通りです。

行動指針

(項目数)

行動計画

(項目数)

1999年度 7 2

2000年度 45 31

2001年度 63 25

合 	 計 115 58

策定されたアジェンダ21桂川	 相模川の行動指針	 行動計画の推進方法や評価の方法は引き続き幹事会や

専門部会の中で検討を行いながら、実現を図っていきます。

また、専門部会の中で合意を形成できなかった課題や、新たに出てくる課題、アジェンダ21桂川・相模川

の見直し等については、今後とも議論を継続しながら必要に応じて策定を行っていくこととなります。

第1章	 市民の参加と役害」

第2章	 事業者の参加と役割

第3章	 行政の参加と役害」

第4章	 流域協議会

第5章	 総論

第6章	良好な森づくりを進めます *2001年度採択

●課題

清く豊かな水を育む森づくり

①100年先を見越した、森林政策の

理念が必要である

②土地条件を考慮した適地・適木

適施業の推進が必要である

③適正な土地利用による森林保全が

必要である

手入れ不足による人工林の荒廃など、

緑のダムとしての森林機能の低下が

心配される

流域で取り組む森づくりが必要である

*

森林のあ りかたを探 り、適正な

森林の保全管理を推進 します

水源かん養など公益的機能の高

い森林づくりを進めます

●行動計画

*

流域を基本にした地

域森林計画等を策定

します

|●行動指針
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林業従事者が減少し高齢化も進んで

いる

流域の本材の利用が不十分

林業経営が成り立たない経済	 社会

情勢

森林の公益的機能を守るための受益

者負担への理解の促進が必要である

遊び学び体験できる森づくり

森林に関係した環境教育の場が少な

い

森林づくりの指導者が少ない

森づくリボランティアの受け皿が不

足している

森林に関する情報提供が少ない

森林の持つ多様な機能について積極

的にPRする必要がある

多種多様な生物の棲む森づくり

現状に対する知見が不足している

生物の多様性が失われている

ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ

による食害

林道などによるけもの道の分断や林

道を利用した観光客、ハンターの人

り込みによる野生生物への影響

治山工事などによる野生生物への影響

担い手の育成に努めます

持続可能な林業経営の確立を目

指します

森林資源の循環的利用を促進し

ます

森林のもつ公益的機能や価値を高

める森林整備の仕方を考えます

体験の場としての森林の提供に

努めます

指導者の育成に努めます

活動の場を紹介する裕ど普及

広報に努めます

森林に関する情報提供に努めます

魅力あるソフ ト事業などを通じ

森林についてPRに努めます

地域の環境にあった生物の多様

性の確保に努めます

野生生物と共存していく方法を

探ります

野生生物の生患に影響が少ない

森林利用の方法を探ります

第7章	 多様な生物との共生を基本とします

*

山梨県と神奈川県と

の本材流通を促進し

ます

上下流交流事業等を

実施し、森林の価値

を認識します

観察会、林業体験を

実施します

森林の調査を進めま

す

*

自然にやさしい森林土

木工法を推進し、工事

にあたっては、自然環

境に配慮します

*2001年度採択

●課題

生物の生息空間への影響								|

桂川 。相模川の環境に大きな負荷を

与えている要因の1つは、治水、利水、

架橋などの巨大土木事業である

|●行動指針

河川における土木工事において

は、経済性、効率性だけにとら

われず、生物の生育生患環境の

保全に配慮していきます

●行動計画

-8-



生物の多様な生患	 生育環境の喪失

(瀬や淵 、支流、谷戸地 、湿地など)

河川生態系のためには河り|1敷 の利用

形態の見直しと利用のルールづくり

が必要である。

(車の乗り入れ、駐車場化、スポーツ

公園化、4輪駆動車の走行など)

多くの人が憩う河川敷での銃による

狩猟はあまりにも危険である

寒川取水堰下流域の汽水域化

生態系への影響

動物相や植物相の単純化

(特に水生屁虫その他の絶減)

(帰化植物種や移入動物種の増加)

ダム、落差工等により、河床の連続

性が分断されている

桂川	 相模川の (陸域の)生態系が

分断されている

生物の生息空間としての水環境の悪化

水量の減少

(桂り||での発電用取水)

(相模川での上水道工業用水道取水)

水質の汚染

(化学物質の水生生物に対する影響な

ど)

流域の自然環境の衰退

里山や屋敷林が消え、流域の宅地化

が進み、地下水が減少している

自然環境の保全と調和した河川

整備を進めます

多様な河川環境 、水辺環境の再

生と保全に努めます

*

水源林や)□濫原 、田んぼや湿地 、

主itつ水源 、谷戸地や里山の保

全を行います

*

境川支流や引地川などで進めら

れてきた「ふるさとの川づくり」

などの取り組みを、桂川	 相模

川の支流でも推進します

河川敷の利用をみんなで考えます

*

寒川堰下流の現状について検討

します

桂川・相模川の生態系に関する情

報のデータベース化を進めます

人間優先の考え方を生物との共

生の考え方に改めます

上下流方向の連続した環境を確

保します

*

斜面緑地や河畔林など、生物の

生患環境としての緑の復元に努

めます

生きものへの影響についても配

慮します

*

里山や屋敷林など流域の緑を保

全します

*

雨水浸透ますの設置や透水性舗

装などに努めます
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河川敷利用のルール

づくりの議論を進め

ます

現状の実態調査を行

います

河川環境の実態調査

を行います

横断工作物の実態調

査を行います

魚道の設置やスリット

ダムの採用など、魚の

行き来しやすい環境づ

くりを進めます

*

地域に合った樹種に

よる緑のベル トづく

り等により上流と下

流をつなげます



河川生態系の基盤をなしている河原

植生や河畔林などが衰退している

流域の緑が少ない

生物に親じむ河川敷と環境学習

環境学習の場として、フィール ドが

生かされていない

社会教育における環境学習の不足

環境学習指導者が少ない

環境教育は子どもの頃から

農業の重要4生の認識を学校で

潜在植生の生育できる場の確保

(ソーニング等)に努めます

水辺林 (渓畔林、河畔林)の育

成を図ります

地域の植生に合った緑化を進め

ます

環境学習のフィール ドを整備

確保し、広く紹介します

地域の教育関係者と連携を持つ

など、子どもから大人まで河川

と親じむ方策を進めます

自然環境保全、観察の指導員の

育成を進めます

遊び、学び、冒険心、いやし、

感1生 、倉」造1生を育むとともに自

己資任も養います

幼児教育に自然と親しむ機会を

企画します

農業の持つ公益性について、そ

の価値を学び、市民や小中学生

等と協働していきます

第8章	水質・水量の保全を進めます

地域で活動する団体

との協力や支援と相

互交流を進めます

各地域での多様な実

践の場の確保を図り

ます

*

ツアー&ウ ォッチン

グの有効利用を図

り、地域の子供たち

との交流を進めます

総合的な学習の時間

などを活用し、小中

学生の農作業体験学

習を進めます

*2001年 度採択

●課題

公共用水域、地下水、湧水等の水質保全

り‖、地下水、湧水の水質の安

全性が危惧される

多様な化学物質による汚染

未処理の家庭排水の流入

未処理の事業所排水の流入

農薬汚染水の流入 (農地、河

川敷、ゴルフ場等)

家庭排水の複雑化

多量に消費され、りに排出さ

れる洗斉」

●行動指針

日常生活における負荷の低減

を図ります

事業活動における負荷の低減

を図ります

洗斉」対策を進めます

化学物質対策に取り組みます

調理くず、廃食用油等の適正

処理をします

化学物質の適正管理をします

有害物質の使用低減、従業員

への意識啓発をします

石けんなどを使い、洗剤の使

用量も減らします

環境負荷の少ないライフスタ

イルを実践します

*

月巴料や農薬を削減する環境保

全型晨業の普及を図 ります

|●行動計画
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地下水、湧水の保全対策がで

きていない

支流の汚染

流域の人□、産業活動の増加

による排水量 (汚濁負荷量)

の増カロ

伏流水の汚染

廃棄物の不法投棄による水質

汚染

排水のチェック機能が不十分

分流式でむい下水道の存在

生活排水処理計画の市民への

情報公開

水道水源の水質保全

水道水源の水質が危惧される

(細菌	 微生物など)

相模湖等の壼栄養化

環境学習

環境に対する問題意識が不十

分

地域特性に応じた処理施設の

整備維持管理を進めます

*

河||の 自然浄化機能を高めま

す

ジ可川の水質監視を進めます

*

工場・事業場の排水の規制、

指導を徹底します

*

排水のチェックを市民も行い

ます

*

既存の合流式下水道の改善を

進めます

*

生活排水処理計画の情報公開

を進めます

水道水源の水質監視を進めま

す

水質の浄化対策を最新の技術

で対応します

*

ダムの水の滞留による水質ヘ

の影響を検討します

環境学習に取り組みます
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下水道の整備 ・接続を進め、

維持管理を行います

農業集落排水施設の整備	接続

を進め、維持管理を行います

合併処理浄化槽の設置を進

め、維持管理を行います

事業所排水処理施設の設置を

進め、維持管理を行います

流量の確保による水質浄化を

進めます

*

多様な生物の生患可能な河川

形態を復元し、水質浄化を進

めます

ツアー&ウ ォッチングにより

流域の環境状況の把握を行い

ます

*

下水道の整備 、合併処理浄化

槽の普及促進や石けんなどの

使用等の啓発活動を行います



健全な水循環の確保 (水循環が断ち切られている)

水需要予測・水資源

限りある水資源

川に水を戻す

桂川における発電取水による

水量の減少

相模川における上水道、工業

用水道取水による水量の減少

流域の保水力の向上

地下水	湧水の不十分な保全

対策

建物、道路、護岸などにより、

雨水が地下に浸透できない

地下水利用事業者の取水量問題

流域にふさわしい排水処理

社会、経済状況の変化に合わ

ない排水処理

水源涵養林の保全・育成

水源涵養林としての森林機能

の低下

*

循環型社会に相応しい水需要

予測を検討します

大量消費・大量廃棄でない水

利用を進めます

*

節水の政策を推進します

桂川・相模川の水量を塁かに

し、河川環境を良くします

地下水	 湧水の保全対策を進

めます

地域特性に応じた処理施設の

整備維持管理を進めます

水源林の保全・育成をしてい

きます

*

雑用水 (雨水・再生水)の利

用を推進します

節水についての環境教育を促

進します

河川維持流藪についての議論

を進めます

節水を進めます

節電を進めます

雨水浸透ますの設置	透水性

舗装を進めます

コンクリート護岸の見直しを

します

*

地下水利用の実態把握をして

いきます

桂川流域下水道を必要に応じ

見直します

合併処理浄化槽整備エリアの

積極的な整備を推進します

第9章	散乱ごみや不法投棄のない地域づくりをめざします	*2001年度採択

●行動指針●課題

循環型社会の構築

大量生産、大量消費、大量廃棄

ポイ捨て

家庭ごみの近隣水路への投棄

河川 、河川敷へのごみのポイ

捨て

車からのごみの投棄

廃棄物の減量化を進めます

廃棄物の資源化を進めます

散乱ごみ防止対策を進めます クリーンキャンペーンを行い

ます

|●行動計画
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バーベキュー、花火等、河り||

敷利用後の後始末

釣り客のごみのポイ捨て

不法投棄

自然分解されないピニールや

紙おむつ等の投棄

家庭ごみの出中、河川敷への

投棄

大型ごみ (家電製品、車、自

転車等)の河川敷への投棄

県境、林道、山中、河川敷で

の事業系ごみの投棄

大規模で常習の不法投棄場所

ごみの処理

住民・小規模事業者の ドラム

缶焼却灰のlll溝への垂れ流し

私有地への大型ごみの投棄

(保管)

処分場から流出する廃棄物

廃液等の環境汚染

出入り車両 (ダンプカー)に
よる交通公害

(産業廃棄物最終処分場)設
計計画段階での市民への情報

不足

どこで、だれが、いつ、何を

どのように処分しているかが

不透明

残土

処分残土の不透明性 (残土以

外の廃棄物混入の危険性)

山中への残土処分場の集中

民有地への残土投棄

残土運搬車両の生活破壊

処分場建設計画等、残土処分

場関連情報の不足

降雨時の残土の河川流出

河川|・河川敷利用者の意識啓

発を進めます

不法投棄防止対策を進めます

不法投棄ごみの撤去を進めま

す

より適切な廃棄物処理を進め

ます

*

廃棄物 (処分場)の情報公開

を進めます

より適切な残土処理を進めま

す

残土の情報公開を進めます
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ごみの持ち帰りを行います

河り|1敷利用のルールづくりの

議論を進めます

*

流域の残土の発生や処分の実

状等について調査を行います



条例の実効性の強化

ダム浚渫土

相模湖浚渫土の処理問題

鳥獣への影響

釣り具	釣り針・釣り糸等の

投棄による鳥獣被害

狩猟の鉛弾散乱による水鳥な

どの鉛中毒

*

流域住民の不安に応えられる

ような法制度や仕組みを検討

していきます

骨材としての活用、公共事業

への利用など適切なダム浚渫

土砂の活用を進めます

ダム浚渫土砂に関する情報公

開を進めます

鳥獣への影響の低減を図りま

す

第10章	開発事業や公共事業においても環境の視点を重視していきます	*2001年度採択

●課題

水量豊かな桂川 。相模川

川の水を利用するだけで、再

びり||に戻すということが考え

られていない

開発事業による流域環境への負荷を低減します

流域の宅地開発が流域環境に

負荷を与えている

観光開発により、河川への環

境負荷が増える

公共事業のあり方

必要性について意見の分かれ

る公共事業がある

公共事業として行われた河川

事業が、河川の安全性を高め

るとともに、桂川・相模川の

自然環境に大きな影響を及ぼ

している

桂川 。相模川における望まし

い水循環のあり方を、流域全

体で検討します

利用した水をこまめに川へ戻

して行くための検討を行いま

す

宅地開発に当たっては、河川

環境負荷を引き起こさないよ

うに、環境への影響を考慮し

ます

観光開発に当たっては、河川

環境へ悪影響を及ぼさないよ

うに考慮します

賛否の分かれる事業について

は、関係する事業者・行政・

市民が話し合いを行います

*

これ までの公共事業が桂川 ・

相模川の自然環境に与えた影

響を点検します

*

過去の開発 ・公共事業によっ

て悪化した自然環境の回復

復元を図ります

地域特性に合わせて、農業集

落J卜水施設やコミュニティプ

ラン ト、合併処理浄化槽の普

及を進めます

社会情勢、地域特性等に合わ

せて、流域下水道の見直しを

行います

|●行動指針 |●行動計画
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事業に関する情報 、計画立案

段階の情報が十分でなく、市

民が不透明と感じることがあ

る

市民の意見を十分反映させる

ためには、計画立案段階から

の市民参加が必要である

工事説明会は工事区域周辺に

住む住民しか対象でない場合

が多い

公共事業の見直しシステムの

充実が必要

いわゆる「縦割り行政」の解消

いわゆる「縦害」り行政」が公

共事業を地域の実情に即して

総合的に計画・実施するため

の障害になっている

河川工事は、国、県 、市町村

それぞれの担当部局ごとに進

められている。このため、市

民参カロの窓□が分かりにく

い。また、事業に関わる担当

セクションが複数ある場合 、

市民参加の手続きが煩雑とな

る

水需要予浪]

水需要の適切な予測が必要

ダムがかかえる課題

既存のダムもいずれは寿命を

迎える

ダムは流域環境に大きな影響

を与えている

相模ダム等における雄砂問題

は深刻である。浚渫土砂処分

P。3題 、土砂循環が断ち切られ

る問題 、河□砂洲|や海浜の減

退問題などが発生している

*

多自然型・近自然型工法を地

域の建設事業者が修得します

事業の計画立案段階からの各

段階における情報公開を進め

ます

事業・計画の立案段階から市

民の意見が反映されるシステ

ムづくりを検討します

関心を持つ流域の市民や市民

団体等に対する説明などにつ

いて配慮します

*

公共事業を見直すためのより

良いシステム作りを検討しま

す

*

公共事業を進める行政の縦害]

り構造を調整し、企画	 立

案 。実施が総合的に行われる

よう検討します

行政間の連絡	 調整を円滑に

し、市民参加し易い対応につ

いても検討を行います

*

水需要予測は適切な時期に見

直し、実態に合った予測とし

ます

超長期的に、ダムが寿命を迎

えても困らない治水	利水の

あり方を検討します

ダムがもたらす流域環境への

影響を極力抑え、ダムと流域

環境が共存できる方法を検討

します

*

ダムがもたらした効果と、自

然環境への影響を検討します

山から海まで水系一貫の視点

から、河川環境再生のための

土砂管理について検討を行い

ます
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問題解決のための検討の場を

設けます



砂利採取と伏流水への影響、河床低下

地下の砂利を採取した後に、

残土を処分する計画が提案さ

れ、伏流水の破壊が懸念され

たことが、1997年 にあった

●課題

循環型社会の構築

市民生活や事業活動が環境に

与える負荷が大きい

水、資源、エネルギーには限

界がある

業者は経済性、効率性にとら

われず、環境保全に十分配慮

する責務がある

川を地域に取り戻す

河川敷利用の基準、ルールが

不明確、不十分である

人々と川とのふれあいの喪失

さまざまな社会的グループの参加

(市民セクター)

環境保全への関心が薄い

新河川法の「河川環境の整備

と保全」に係る事項の実効性

を促す

環境保全に多くの人々が関心

を持つことが必要

*

今後とも、神奈川県内流域に

おいては、「相模川及び中津

川における土石採取停止に関

する管理運営方針」の原貝」を、

山梨県内流域においては「河

川砂利採取許可方針」の原則

を守ります

伏流水の保全について検討を

行います

第11章	市民、事業者、行政が連携して取り組んでいきます			*2001年度採択

●行動指針

大量消費・大量廃棄の社会を

見直し、循環型社会を構築し

ます

利用者は、具体的な数値目標

を定めて節水、節電、省エネ

ルギーを進めます

事業活動における環境への負

荷の評価を行います

河川、河川敷の利用について

河り|1環境に負荷を与えないよ

うにします

人々がり||と ふれあえる場を確

保します

流域環境を再生、保全するた

めに住民の関心を高めます

|●行動計画

*

環境負荷の自己チェックをし

ます

県、市町村の広報紙を活用し

流域の情報を発信します

地域協議会を設立し、環境保

全活動を活性化します

流域シンポジウムなどを開催

します

り
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本人はポランティア活動に不

慣れである

ボランティア活動をしたいが

そのきっかけがつかめない

ポランティアリーダーの経験

が少ない

市民団体への情報が、全会員

に届きにくい

市民団体の資金不足

環境保全などの非営利活動の

活性化

NCO、 NPOな ど市民セクタ

ーの社会活動が認知されにく

い

(事業者セクター)

事業者は経済性、効率性にと

らわれず、環境保全に関する

連携を図る

(行政セクター)

行政は役害」分担が明確なた

め、行政内の意思統一や連携

が難しい

行政職員の専門性が活かされ

にくい

参画、連携の仕組みづくり

より多くの企業の参加を得る

市民や市民団体が直接提案で

きるシステムがない

新河川法の「住民の意見を反

映させるために必要な措置」

の実効性を促す

市民が政策や施策立案に直接

かかわれる仕組みが必要であ

る

行政と市民とのパー トナーシ

ップが対等でない場合がある

*

ポランティア活動の場を紹介

するなど普及 ・広報に務めま

す

ボランティア活動の場を増や

していきます

市民活動を支援するシステム

を確立します

*

事業者間の連携を進めます

*

環境保全活動 、社会貢献 、文

化活動などへの参加や支援に

努めます

担当部局間、自治体間の連携

を進めます

専門性を活かした行政職員問

の交流を進めます

誰もが参加、参画しやすい仕

組みをつくります

*

政策や施策の立案 、決定 、評

価など様々な局面で市民が参

画する仕組みを工夫します

市民も主体であるという意識

を育てます

市民	 事業者	 行政は信頼関

係を築きます

-17-

各種事業に積極的に参画しま

す

河川敷利用のルールも含め、

市民・事業者	 行政の議論を

進めます



少数意見、反対意見も尊重す

る

話し合いの場を持つ

地域住民の意識に違いがあり

コンセンサスを得にくい

流域を一貫した連携

上・下流住民の意識が違い、

交流の機会が少ない

流域に拠点があると情報‐が得
やすい

流域の情報にばらつきがある

情報を受発信するネツトワー
クが必要|である

*

住民、市民団体、事業者、行

政、河川管理者など当事者が

恒常的に話し合っていきます

上下流住民の相互理解を深

め、協働します

流域の情報を共有します

地域に拠点|をつくり、流域全

体をネットワークで結びます

流域協議会を活用します

上流と下流の交流を行tヽ ます

ツアー&ウオツチングを行い

ます

ホ=ムペ■ジをつくり、流域

の情報を受・発信します
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(2)	 会議等の開催

桂川・相模川流域協議会の組織

桂川 。相模川流域協議会組織図

―

　

専
門
議
会

幹事会

市民、事業者、行政の3者間の協議を行うため、幹事会が設けられています。幹事会に

参加する幹事は、3つの主体別部会及び地域協議会から選出され、それぞれの主体別部会

や地域協議会の中で話し合われた内容を協議 し、合意の形成を図ります。

専門部会

幹事会には、流域の環境保全に関して専門的な検討を行うため、必要に応 じて専門部会

を設置することができます。専門部会には、扱う専門的な課題に関係のある主体が参加 し、

必要に応 じて専門家の出席・協力を求めることができます。専門部会での検討結果は、幹

事会に報告されます。

監事

会計、事業に関 して監査を行うために、各主体から監事を選出します。

主体別部会

桂川 。相模川流域に係わる全ての人がいつでも自由に参加することができる、市民部会、

事業者部会、行政部会の3つの主体別部会が設けられています。流域協議会の会員は、そ

れぞれ該当する部会に参加することになります。

地域協議会

流域環境の保全を効果的に行うため、市町村や支川単位、またはいくつかの市町村にま

たがって設置 します。地域協議会の運営については、各地域協議会が定めることになって

おり、地域の実情にあわせた独自性のある運営が可能です。

今年度 の会議 の開催状況

「アジェンダ21桂川・相模川」の推進、実行のための行動指針 。行動計画の検討等を中
心に、総会、幹事会、主体別部会 (市民部会、事業者部会、行政部会)、 専門部会、地域
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協議会等を開催 しました。

会議の開催状況 (月 別回数)

部会

行政部会

2001年 6月 2日 (土)		(ソ レイユさ力`み 。60名 )

1	 講演
「リコーにおける環境の取 り組み及び環境ボランティア活動について」

(株)リ コー厚木事業所	 生産事業本部	 画像品質保証システムセンター

画像品質保証システム推進室	 担当部長	 小林	 靭彦
「水とともに 15年」

フォレス トファーム	 代表	 中垣	 勝弘

2	 議題

●2000年 度事業報告 (案)及び収支決算 (案)に ついて

●2000年 度事業監査報告

●2001年 度事業計画 (案)及び予算 (案)に ついて

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画について

2001年 4月 24日 (火)	(東 京都八王子労政会館・25名 )

●2000年 度事業計画 (案)及び予算 (案)の検討について
2001年 5月 27日 (日 )	(東京都八王子労政会館・20名 )

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の検討 。まとめについて
● 1999年 度事業報告 (案)及び収支決算 (案)の検討について
●2000年 度事業計画 (案)及び予算 (案)の検討について

2001年 6月 2日 (土)	(ソ レイユさがみ 。20名)

●2000年 度の定期総会に付議すべき事項について
2001年 7月 31日 (火 )		(子 安市民センター 。24名 )

●代表幹事の選出について

●事務局長、事務局員の承認について
2001年 11月 2日 (金)	(東 京都八王子労政会館・21名 )

●2000年 度桂川 。相模川流域協議会総会における意見の対応について
●桂川 。相模川流域協議会役員及び役割分担について
●桂川 。相模川流域協議会事業スケジュールについて

2002年 1月 9日 (水)	(東京都八王子労政会館・24名 )

●桂川 。相模川流域協議会2002年 度事業計画について

１

一
７

一
６

一
１

一
４
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2002年 3月 21日 (木・祝日)	(東 京都八王子労政会館 。名)

●2002年 度事業計画 (案)及び予算 (案)について

●「アジェンダ21桂川・相模川」の行動指針、行動計画の洗い出しについて

●「アジェンダ本編」の印刷について

2001年 4月 27日 (金)		(東 京都八王子労政会館 。24名 )

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の検討について

2001年 5月 27日 (日 )		(東 京都八王子労政会館・31名 )

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の検討及びまとめについて

2001年 7月 31日 (火)		(子 安市民センター・26名 )

●「森づくり専門部会」の発足について

●「森づくり専門部会」の取り組み内容について

2002年 1月 9日 (日 )		(東 京都八王子労政会館 。14名 )

●「森づくり専門部会」の取り組み内容について

002年 2月 17
●育樹作業体験

002年 3月 21
●講演

「森の恵み、

日 (日 )	(相 模湖町・32名 )

日 (木・祝 日)		(東京都八王子労政会館 。名)

林の嘆き」		 紙野	 伸二

2001年 4月 24日 (火 ) (東京都八王子労政会館 。13名 )

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の整理について

001年 5月 18日 (金)		(東京都八王子労政会館 。	 名)

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の整理について

001年 8月 31日 (金)		(子安市民センター・ 9名 )

●桂川 。相模川流域協議会の今後の進め方について

001年 9月 21日 (月 )		(相模湖交流センター・6名 )

●アジェンダ本編編集について

001年 10月 25日 (木)	(相模湖交流センター・9名 )

●「アジェンダ本編」の編集について
002年 1月 16日 (水)		(東京都八王子労政会館・8名 )

●「アジェンダ本編」の校正について

2001年 7月 10日 (火 ) (東京都八王子労政会館・ 8名 )

●2001年度桂川・相模川流域協議会の年間スケジュールについて

わ
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2001年 4月 7日 (日 )

●2001年度事業について
(相模湖交流センター・ 17名 )

●アジェンダ行動指針・行動計画について

●上下流交流事業上流側での植林の開催について

●桂川 。相模川ツアー&ウ オツチングについて

2001年 5月 6日 (土 ) (サ ン 。エールさがみはら 。23名)

●2001年 度事業について

●アジェンダ行動指針 。行動計画について

●桂川 。相模り||ツ アー&ウ オッチングについて

●ホームページについて

2001年 6月 30日 (土) (相模湖交流センター・ 12名 )

●2001年度事業について

●アジェンダ行動指針・行動計画について

●桂川・相模川ツアー&ウ オッチングについて			_
2001年 8月 5日 (日 )

●流域シンポジウムについて
(サ ン・エールさがみはら 。21名 )

●アジェンダ行動指針・行動計画の推進や今後の流域協議会の活動方法について

●専門部会の進め方について

プのあり方について行政のパー トナーシッ●市民、事業者、
																					.16名

)(土)						(相 模湖交流センター2001年 9月 1日

●流域シンポジウムについて

●アジェンダ行動指針・行動計画の推進や今後の流域協議会の活動方法について

●来年度の事業計画について

プのあり方について行政のパートナーシッ●市民、事業者、

(サ ン・エールさがみはら。17名 )2001年 10月 6日 (土 )

●流域交流・シンポジウム「相模湖を知ろう 。遊ぼう 。体験 しよう」の企画や
分担についてについて

●アジェンダ行動指針・行動計画の実行方法について

●来年度の事業計画について
2001年 11月 3日 (土 ) (桂北公民館 。17名 )

●流域交流・ シンポジウム「相模湖を知ろう 。遊ぼう 。体験 しよう」の企画や
分担についてについて

●アジェンダ行動指針・行動計画の実行方法について
●来年度の事業計画について

2001年 12月 2日 (日 ) (サ ン・エールさがみはら 。15名 )

●アジェンダ行動指針・行動計画の整理と実行方法について
●来年度の事業計画について

●年報作成について
2002年 1月 12日 (日 ) (大月市民館・ 19名 )

●アジェンダ行動指針・行動計画の整理と実行方法について
●来年度の事業計画について

●「相模湖を知ろう 。遊ぼう 。体験 しよう」の反省
2002年 2月 11日 (月 ・祝日)				(サ ン・エールさがみはら。20名 )

●専門部会及び各プロジェクトの進捗状況と報告
●来年度の事業計画について

●市民部会の運営について

●アジェング行動指針 。行動計画の整理と実行方法について
●第 12回ツアー&ウ オッチングについて
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2001年 3月 3日

●来年度事業について

●アジェンダ行動指針・行動計画

●来年度市民部会の運営について

(相模原市サン・エールさがみはら。15名 )

(案)に ついて

2001年 4月 17日 (火 ) (東京都八王子労政会館・ 25名 )

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の検討について

●2001年 度事業計画 (案)及び予算 (案)に ついて

2001年 5月 15日 (火 ) (東京都八王子労政会館・25名 )

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の検討について

●2000年 度事業報告 (案)及び収支決算 (案)について

●2001年 度事業計画 (案)及び予算 (案)について

2001年 10月 22日 (月 ) (相模湖町役場 。31名 )

●これからの桂川・相模川流域協議会の進め方について

●2001年 度事業の進捗状況について

●2002年 度事業の提案について

2002年 2月 6日 (水 ) (相模湖町役場・ 26名 )

●2002年度事業計画 (案)及び予算 (案)について

●「アジェンダ21桂川 。相模川」の行動指針、行動計画の洗い出しについて

●2002年度、2003年度役員の選任について

2001年 4月 17日 (火 ) (東京都八王子労政会館 。14名 )

●アジェンダ21桂川・相模川の行動指針、行動計画の検討について

●2001年 度事業計画 (案)及び予算 (案)について
2001年 5月 15日 (火 ) (東京都八王子労政会館・ 11名 )

●アジェンダ21桂川 。相模川の行動指針、行動計画の検討について

●2000年 度事業報告 (案)及び収支決算 (案)について

●2001年 度事業計画 (案)及び予算 (案)について
2001年 10月 22日 (月 ) (東京都八王子労政会館・ 12名 )

●これからの桂川 。相模川流域協議会の進め方について

●2001年 度事業の進捗状況について

●2002年 度事業の提案について
2002年 2月 6日 (水 ) (相模湖町役場 。9名 )

●2002年度事業計画 (案)及び予算 (案)について
●「アジェンダ21桂川 。相模川」の行動指針、行動計画の洗い出しについて
●2002年度、2003年度役員の選任について
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(3)ク リー ンキャンペーン

桂川0相模川クリーンキャンペーン2001の実施結果
1	 事業の実施 目的

「桂川 。相模川クリーンキャンペーン2001」 は、「アジェンダ21桂川 。相模川」
に定められている「散乱ごみ・不法投棄のない地域づ くり」と「市民、事業者、行

政が連携 した取 り組み」の実践として、次の目的で実施 しました。

①	 流域環境保全活動への参加機会の提供

②	桂川・相模り||の利用者などへの意識啓発
③	流域協議会のPR及び会員の拡大

2	 事業の内容
①	情報収集と周知

流域各地でごみ拾いを中心に実施される環境保全活動の情報を収集し、整理 しまし
た。そして、この情報を広く知ってもらい多くの人々に参加を呼び掛けるため、「桂
川 。相模川クリーンキャンペーン2001実施会場一覧」のチラシを期間中に2回作成
し、協議会会員や環境保全団体に配布するとともに、流域各地の関係機関に配置する
など周知を行いました。

ちらし配布総数	6000枚
②	実施支援

クリーンキャンペーンの実施にあたり、ごみ袋や軍手、簡易水質検査キット (CO
D、 pH、 亜硝酸、界面活性剤のパックテスト)な どの資材を希望する団体等に提供
しました。	(表 1)
クリーンキャンペーン参加者 (特 に子供たち)に、川への関心を深めてもらうため、

ごみを拾うことだけでなく、簡易水質調査や水生生物調査などが効果的です。そこで、
実施方法に関する相談を受けたり、講師派遣などを行いました。 (表 2)

(表 1)資材提供実績

項 目 会場数 配布総数等

ご	 み 	 袋 37 8060枚
軍 手 25 8246組
パックテス ト 16 30箱

(表 2)派遣実績

派 遣 項 目 会場数

簡易水質調査 2カ所

水生生物調査 3カ所

応援参加 4カ所

3	 実施会場

実施会場は、桂川 。相模川流域の47カ所で、約 12,	000名 が参加しました。
(表 3)参照

4	 実施効果
市民、事業者、行政が連携したクリーンキャンペーンを行ったことにより、次のよ

うな効果があったと考えられます。
①	流域環境保全活動に参加する機会を提供することができた。
②	流域協議会の活動を広くPRすることができた。
③	環境保全意識を参加者に啓発することができた。

5	 最後に
クリーンキャンペーン2001の 実施結果によると、家電製品、自転車、建築廃材など

不法投棄が目立つ地域が多くなり、またビニール袋 。発泡スチロール・ペットボトル
等の散乱ゴミが目立つ地域 (座架依橋周辺 。あゆみ橋)があるなど、依然としてゴミ
は減っていませんでした。また、バーベキューや花火などの後かたづけが悪い地域
(あ ゆみ橋・小倉橋周辺)があるなどの報告もありました。河川利用者への意識啓発

が必要と思われます。
毎年、河川利用者のマナーの悪さが目立つようです。休日の後などは生ゴミなども

見られます。清掃活動により、一時的にきれいになっても、また汚されるという悪循
環を繰り返して

｀
いるという構図は、相変わらずのようです。

大型ゴミの不法投棄が目立ってきているようです。他団体との連携により今まで以
上の取り組みが必要と考えられます。
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(表 3)桂川 。相模り||ク リーンキャンペーン2001実 施会場

L 実施日
県

名
実施会場 主催団体

ごみ

清掃

水質

調査

水性

生物

1
5/13

(日 )
神

相模り||

弁天橋～下流道志橋下
津久井湖の自然を守る会 ○

2
5/27

(日 )
神

相模川 。中津川 。小鮎川

三川合流点河川敷	 他

厚木市 (後援 :厚木愛甲地区相模

川水系をきれいにする会)

○

3
5/27

(日 )

神
相模り||

中野・門沢橋付近
海老名市 ○

4
5/27

(日 )
神

相模り||

神川橋下流
寒川町 ○

5
5/30

(月 )

山
桂川

東電・駒橋工務所周辺
東京電力い駒橋工務所 ○

6
6/3

(日 )
山

桂川

田原の滝周辺

「 田原 の滝 こい の ぼ り祭 り」

実行委員会
○

7
6/3

(日 )
神

相模り||

高田橋周辺	 他

相模原市

相模川を愛する会
○

8
6/3

(日 )
神

相模湾沿岸を中心とした

県内の主要海岸
(財)かながわ海岸美化財団 ○

9
6/3

(日 )

神
相模川

河口干潟
相模川湘南地域協議会 ○

6/3

(日 )

神 茅ヶ崎海岸全域 茅ヶ崎市 ○

6/24

(日 )
神

相模川

神川橋下流河川敷
日本ボーイスカウト寒り|1第 1団 ○ ○

０
４

7/20

(金)
神 茅ヶ崎市汐見台海岸 (財)かながわ海岸美化財団 ○

13
7/29

(日 )

山 菅野川 (都 留市玉川) 都留市の環境を考える会 ○ ○

14
7/29

(日 )

神
相模川

あゆみ橋下の河川敷
地球チャイル ド ○ ○ ○

15
7/30

(月 )
山

桂川

東電・駒橋工務所周辺
東京電力彿駒橋工務所 ○

ａ
υ

５

＞

ν

佃
神

八菅橋周辺、田代運動公

園周辺河川敷

県央地区不法投棄等防止対策推進

協議会
○

ワ
ー

8/26

(日 )
神

相模り||

高田橋周辺	 他

相模原市

相模川を愛する会
○

０
０

8/26

(日 )
神 茅ヶ崎海岸全域

茅ヶ崎市・茅 ヶ崎市自治会連絡協

議会

○

ｎ
υ

２

＞

ν

鯛 神
相模り||

座架依橋周辺河川敷
座間市 ○

Ａ
υ

Ｏ
‘ 蜘

０
神 蛭が岳 北丹沢山岳センター ○

０
４

ハ

水

９

＜ 山 山中湖周辺 山中湖村観光地を美しくする会 ○

０
ろ

Ｏ
ι

9/15

(土)
神 荻野川 荻野自然観察会 ○ ○

23
″

土

９

＜ 神 鵠沼海岸 (財)かながわ海岸美化財団 ○

24
″

土

９

＜ 神
千の川

室田～河日干潟
「生きのこれ川」の応援団 ○ ○

25
9/23

(日 )
神 月ヽ出川 小出川に親 しむ会 ○ ○
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m 実施日
県

名
実施会場 主催団体

ごみ

清掃

水質

調査

水性

生物

26
″

水

９

＜ 山 山中湖周辺 山中湖村観光地を美 しくする会 ○

７
′

９
‘

″

土

９

＜ 山 明見湖周辺 カーカネットの会 ○

28
ん

日

９

＜ 山
桂川

川棚城南橋下の河川
都留美化推進協議会 ○ ○ ○

29
10/7

(日 )

山
佳川

大輪橋下
桂川をきれいにする会 ○

ｎ
ｖ

り
０

10/7

(日 )
神

国道20号線山梨県境より

東京都境

藤野・相模湖ライオンズクラブ

藤野町山岳協会
○

31
10/10

(水 )

山 山中湖周辺 山中湖村観光地を美 しくする会 ○

32
10/21

(日 )
神 青山貯水池～道志橋下

津久井湖の自然を守る会

共催 :中道志川 トラスト協会
○

33
10/24

(水)

山 山中湖周辺 山中湖村観光地を美 しくする会 ○

34
10/27

(土)

神
千の川

新千の川～室田
「生きのこれ川」の応援団 ○ ○

35
H/H
(日 )

神
相模川

上郷グランド周辺

明るい社会づくり運動「さつきの

会」海老名市協議会
○

36
11/14

(水)

山 山中湖周辺 山中湖村観光地を美 しくする会 ○

ワ
‘

つ
０

11/18

(日 )

神
相模川

小倉橋周辺
城山町小倉自治会 ○

38
11/24

(土 )

神
千の川

飯島橋～小出川合流地点
「生きのこれ川」の応援団 ○ ○

39
11/25

(日 )
神 平塚市朝霧河畔緑地 平塚市須賀公民館 ○ ○

ｎ
υ

И
仕

11/25

(日 )
神 愛川町八菅橋周辺

県央地区不法投棄等防止対策推進

協議会
○

41
11/25

(日 )
神 県立茅ヶ崎里山公園内 柳谷の自然に学ぶ会 ○ ○ ○

42
11/30

(金)

山
桂川

東電・駒橋工務所周辺
東京電力佛駒橋工務所 ○

43
12/2

(日 )

山
桂川

禾生地区落合橋下の河川
都留美化推進協議会 ○ ○ ○

44
1/28

(月 )

山
桂川

東電・駒橋工務所周辺
東京電力幹駒橋工務所 ○

45
2/23

(土)
神

小出川

赤橋周辺
鶴峯小学校区青少年推進協議会 ○ ○

46
3/25

(月 )

山
桂川

東電・駒橋工務所周辺
東京電力絆駒橋工務所 ○

47
3/26

(火 )
神

目久尻川

宮山周辺
ファミリー原さんち ○

(表 4)雨天等で中止となった会場

実施予定日 県名 実施会場 主催団体

9/28 山 桂川 :東電駒橋工務所周辺 東京電力輸駒橋工務所
10/10 神 相模リ :馬入川～須賀港 相模川をきれいにする協議会

10/28 神 相模リ :高田橋周辺	 他 相模川を愛する会
′
■

ノ

ノ 神 相模リ :神川橋下流 寒川町
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11/10 神 相模川 :三段の滝下周辺 桂川・相模川流域ネットワーク

からの各

NQ	l、 	3 2(表 3のLと 一致 します。)

実施会場 相模川/弁天橋、青山貯水池～下流道志橋下

実施日時
① 5月 13日 (日 曜日)9ЮO～ H	Ю0

②10月 21日 (日 曜日)9ЮO～ H	Ю0
参加人員

① 	80人
②	l10人

主催団体 津久井湖の自然を守る会	②共催 :中道志川 トラスト協会

事業名 第 1回河原清掃、第3回河原清掃

結果①	連休明けのため行楽客のゴミが多かった。 (特 に生ゴミ)	 軽 トラック5台分

②	河原入口に土砂を盛り上げ、車を入れないようにしたら、河原入口や道路際に捨
てていくようになった。 (家庭での不要品 :布団、ジュウタンなど)2ト ン車2台

NQ	2

実施会場 三川 (相模川・中津川・小鮎川)合流点、旭町スポーツ広場

実施日時 5月 27日 (日 曜日)8:00～9:00				1参加人員		13100人
主催団体 厚木市				 後援 :厚木愛甲地区相模川水系をきれいにする会

事業名 第 31回相模り||ク リーンキャンペーン

結果・感想等	 山川合流点河川敷及び旭町スポーツ広場について車両進入禁止 (指定場所

のみとなった。)の措置が執られたため、ゴミの量が減少傾向となっている。

NQ	3

実施会場 相模川/海老名市中野、門沢橋付近河川敷

実施日時 5月 27日 (日 曜日)7:30～ 9:00				1参 加人員		11000人
主催団体 海老名市、海老名市廃棄物対策推進協議会、神奈川県

事業名 相模川美化キャンペーン

結果・感想等	 相模り|1河川敷を4地区に分け、4年に 1回清掃を行っているが、今回の地

区は、地元自治会が定期的に清掃を行っていることもあり、例年よリゴミの量が少ない

ようであった。

回集量は	 可燃ゴミ 4t、 粗大ゴミ等 (不燃ゴミ含む)2t、 自動車 13台、缶 0.7t、

びん 0。2t、 ペットボ トル 0.2t、 合計約 7.lt

NQ	4

実施会場 相模川/神川橋下流
実施日時 5月 27日 (日 曜日)9:00～ H:o0 参加人員		11600人
主催団体 寒川町

事業名 相模川美化キャンペーン

結果・感想等		 ゴミは昨年と同程度でした。 (昨年収集量	 約 3t)、 昨年はゴミを分
別 し、種類ごとに収集量を把握 したが、雨のため分別収集をしませんでした。

NQ	5,	15、	42、	44、 	46

NQ	6

実施会場 桂川/東京電力駒橋工務所周辺

実施日時 奇数月の月末、早朝 参加人員 	1毎回	15人 前後
主催団体 東京電力 (株)駒橋工務所

毎年、社員による工務所周辺 (桂川流域を含む)の清掃を2ヶ 月ごとに行っている

実施会場 桂川/田 原の滝	 周辺

実施日時 6月 3日 (日 )930～ H30 参加人員 70人
主催団体 「田原の滝こいのぼり祭り」実行委員会
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結果・感想等

多くの方の協力により実施することができた。地域住民が楽 しく交流 しつつ川への意識

が進むことを目的として、継続的な活動をしていきます。

NQ7,17

実施会場 相模川/大沢地区、田名地区、麻溝地区、新磯地区

実施日時
① 6月 3日 (日 曜日)9ЮO～ 1000

② 8月 26日 (日 曜日)9ЮO～ 10Ю0
参加人員

①

②

1506人
1241人

主催団体 相模川を愛する会

結果・感想等		 回を重ねるごとにゴミの量は減ってきているものの、拾い集めたゴミの

中にはオー トバイ、古タイヤ、バッテリー等も含まれており、あとをたたない不法投棄

が相変わらず行われています。

収集量	 大沢地区			0.49
田名地区			3.58
麻溝、新磯地区 1.67

ｔ４７５

「

卜

Ｊ

ｔ

　

ｔ

　

ｔ

NQ8,12,23

実施会場 ①相模湾沿岸を中心とした神奈川県内の主要な海岸
②茅ヶ崎市汐見台海岸
③藤沢市鵠沼海岸

実施日時 ① 6月 3日 (日 曜日)9ЮO～ H	ЮO(城 ヶ島会場のみ 10ЮO～ 12:00)

② 7月 20日 (金曜日)9ЮO～ 1230

③ 9月 22日 (土曜日)10ЮO～ 12:00

主催団体 財団法人かながわ海岸美化財団

事業名 ①ビーチクリーンアップかながわ2001～ 1万人の海岸清掃～

②かながわ海岸美化財団設立 10周年記念	海の日ビーチクリーンアップ
&記念式典

③国際ビーチクリーンアップ

結果 。感想等
①ごみ清掃
②ごみ清掃
③ごみ清掃

参加者 12,351名

参加者 300名

参加者 5,001名

ゴミ量	 約 27,000	kg

ゴミ量 約 460	kg

ゴミ量	 約 3,900	kg

NQ9

実施会場 相模り|1/河日干潟
実施日時 6月 3日 (日 曜日)9ЮO～1000					1参 加人員	127人
主催団体 相模川湘南地域協議会

結果・感想等

かながわ海岸美化財団主催のビーチクリーンアップかながわ2001に 協調実施という形で

参加 し、河口干潟の清掃を行いました。

可燃ゴミ	 約 120キ ロ			 不燃ゴミ	 約35キ ロ

に 10、 L18
実施会場 茅ヶ崎海岸全域

実施日時
①6月 3日 (日 曜日)630～8:00

②8月 26日 (日 曜日)630～8Ю 0
参加人員

①3100人

②631人
主催団体 ①茅ヶ崎市	②茅ヶ崎市・茅ヶ崎市自治会連絡協議会
事業名 美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎

結果・感想等
ゴミ回収量 (D		5.23t C)		3.66t

NQll

実施会場 相模川/神川橋下流河川敷
実施日時 6月 24日 (日 曜日)9:00～ 12:00 参加人員 30人

主催団体 日本ボーイスカウト寒川第一団
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結果 。感想等
ゴミの量はあまり多くなかった。ビニ

清掃活動終了後に、簡易水質検査キッ

の状態でした。

―ル破片、花火、空缶などが主なもの。

卜で、Phと CODについて調べたが、昨年並み

鶴_13

NQ19

実施会場 菅野川/都留市玉川

実施日時 7月 29日 (日 曜日)10ЮO～ H30		1参加人員			130人
主催団体 都留市の環境を考える会

事業名 上下流少年野球招待試合 :茅 ヶ崎キングスターズvS谷一クラブ

結果・感想等

相模川 (桂川)の上下流交流を深めるために、下流の茅ヶ崎市の少年野球チーム (茅 ヶ

崎キングスターズ)を上流 (都留市)に招き、地元のチームと交流試合を実施 した。ま

た、上流の自然を知ってもらうために、ムササビ観察、川の自然観察なども行った。

m.14

実施会場 相模川/あ ゆみ橋下の河川敷

実施日時 7月 29日 (日 曜日)9:30～ 14:00			1参加人員			120人
主催団体 地球チャイル ド

事業名 RIVER一 KIDS
結果

①ゴミ調査…ゴミは夏ということもあり、花火カスとスーパー・コンビニの袋が多かっ
た。内訳 :金属破片24、 ペットボトル24、 新聞雑誌等33、 空缶45、
ビニール破片66、 食品・菓子袋98、 紙片 116、 たばこフィルター157
スーパー・コンビニの袋 164、 花火252

②水生生物調査…採取した水生昆虫を判別し種類ごとの生息環境の違いから、水のきれい

さを判断した。

③簡易水質調査…採取した川の水のph,	cODを調査した。p	h7.5～ 8.0で昨年度と大
差はなかった。

参加した子供たちが一生懸命に取り組んでいた。
NQ16、 	NQ40

実施会場 中津川/八菅橋周辺、田代運動公園周辺の河川敷

実施日時
①8月 5日 (日 曜日)10:00～ 12:00

②H月 25日 (日 曜日)10ЮO～ 12Ю0
参加人員

① 65人
② 1000人

主催団体 県央地区不法投棄等防止対策推進協議会

事業名 ①中津り||ク リーンキャンペーン	②県央地区不法投棄撲滅キャンペーン
中津川をきれいに保ち、水辺の良好な環境を維持 していくために、レジャー客らに対

し、ゴミの持ち帰りや不法投棄の防止を訴えるとともに、河原やその周辺のごみ清掃、
法投棄物の回収を行いました。

不

実施会場 相模川/座架依橋上流及び下流約2	km

実施 日時 9月 2日 (日 曜日)9ЮO～ H30			1参加人員		12,	055人
主催団体 座間市

事業名 平成 13年度相模川クリーン推進運動

結果・感想等

キャンプシーズンなので、花火の燃えカスが多い。また、大型の不燃ゴミが目立つ。
ゴミ収集結果

可燃ゴミ→ 2.00t	 、不燃ゴミ→ 2.57t、
カン→ 0.05t、 	 ビン→0.08t					 合計4.70t

NQ20

実施会場 蛭ヶ岳

実施日時 9月 8日 (土曜日)13:00～ 18:00 参加人員 74人
主催団体 北丹沢山岳センター
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事業明		1蛭 ヶ岳ボランティア活動

結果

悪天候にもかかわらず 19才から79才までの男女68名 (他関係者 6名)の参加を得て風

雨の中を皆様の協力により、缶 。ビン等 100袋 (約 1.5ト ン)・ トタン・鉄骨等大量に

収容することが出来ました。引き続き皆様のご協力をお願いたします。

鶴.21、 	26、 	31、 	33、 	36

実施会場 山中湖全域

実施日時
4月 ～H月 第 2。 第 4水曜日6ЮO～ 8Ю0

(13年度は9月 以降の実施分を記入)

参加人員 約 3000人

主催団体 山中湖村観光地を美しくする会

事業名 山中湖村内一斉清掃

結果

例年 4月 ～H月 の水曜日に多くの参加者を得て定期清掃を行なっている。今年も湖周辺

や駐車場にゴミが多く見られた。

NQ22

実施会場 厚木市	 荻野川

実施日時 9月 15日 (土曜日)1330～1530 参加人員 10人
主催団体 荻野自然観察会

結果

毎年、荻野川の自然やそこに棲む野鳥や昆虫たちを観察 しながら流域を参加者と共に歩

いています。途中ゴミを拾っているが、それほど多くはなかった。水質結果は

pH8.0,COD2で特に問題はないと考えられた。気温31℃と残暑の厳 しい 1日 でしたが、ツ

ルヨシ、イタドリ、カラスウリ、等の植物を観察 しながら、また、セグロセキレイ、ハクセキレイ、カイツフ
゛
りなどの

野鳥を見つけた時など厚さを忘れさせてくれるようなすがすがしい 1日 でした。

NQ24、	34、 	38

実施会場 千の川/①室田～河日干潟、②新千の川～室田、③飯島橋～小出川合流地点

実施日時

①9月 22日 (土曜日)10:00～ 15:00

②10月 27日 (土曜日)10:00～ 13Ю0

③H月 24日 (土曜日)10:00～ 12:00

参加人員

①

②

③

14人

12人

12人

主催団体 「生きのこれ川」の応援団

事業名 ちがさきのセーヌ川 (千 の川)を みんなで歩こうパー トI・ Ⅱ oⅢ

実施結果・感想等

①川の水が汚れていることが気になった。全域でゴミは至る所で見うけられるが川へは降

りることが出来ず清掃は難 しい。バイク・炊飯器・食べ物の袋等あらゆる種類のゴミが

見え隠れする。

②昨年に比べて水が少しきれいになったような気もする。魚や鳥も増えている。市では

EM菌を流す試みをしている。また、左岸用水を止めずに流し始めると聞いている。そ

れが理由かどうかはわからない。相変わらず匂いが気になる。

③ゴミの位置を (川 の中)地図におとして市へ報告 した。自転車が何台もあったりごみた

めのようなところがある。黄色い排水が流れているところが目に付 く。魚や鳥は豊富に

見られた。カワセミはこの現状に慣れてしまったのか川歩きのたびに見られるようにな
った。

NQ25

実施会場 小出川

実施日時 9月 23日 (日 曜日)1330～ 1530 参加人員 40人
主催団体 小出川に親 しむ会

事業名 木の実の散策路の手入れと川掃除、ゴミ拾い
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結果・感想	 今宿小学校の先生と生徒さん達も参加 してくれました。みんな一生懸命ゴミ

を拾ってくれありがたかったです。 (へ

゜
ットホ

゛
トル・ジュースの缶が多かった)

このような体験をすることによリゴミを捨てない子供になってくれるのではないかと思

います。

川の水をくみ上げてパックテストで水質検査をしました。子供達も熱心に調査 していま

した。

NQ27

実施会場 明見湖周辺

実施日時 9月 29日 (土)9ЮO～ 12ЮO					I参 加人員			170人
主催団体 カーカネッ トの会

事業名 クリーンキャンペーンと廃油石けんづくり

結果	 明見湖東岸にボーリングした湧水によって水辺公園が出来ました。これにより散策

に訪れる人の数が増加 しゴミが残されてゆきます。

今回のクリーンキャンペーンには呼びかけに応 じ、明見中学の先生と生徒達が参加 して

くれました。学校の環境委員会も活発な動きを見せてくれました。

廃油石けんづくりは野外で出来るので会員をはじめ主婦達でコミュニケーションを図る

よい機会でした。

NQ28,43

実施会場 桂川/①川棚城南橋下の河川	②壬生地区落合橋下の河川

実施日時
①9月 30日 (日 曜日)9:30～ H30
②12月 2日 (日 曜日)9:30～ H:00

参加人員
①29人
②50人

主催団体 都留美化推進協議会

結果
ゴミ回収量

水質調査

①川棚城南橋下

3	0kg
7	0kg
7.OPH

O。5PPM

②壬生地区落合橋下

1	7	4kg
4	0	6kg

8.OPH

l	PPM
O.02PPM

可燃

不燃

PH
COD
亜硝酸

NQ29

実施会場 桂川/都留市小形山大輪橋下
実施日時 10月 7日 (日 曜日)	13:00～ 15:00		1参加人員			160人
主催団体 桂川をきれいにする会

事業名 第 8回桂川をきれいにする会

実施結果

9月 に台風が多かったためゴミの量も多かった。

NQ30

実施会場 国道 20号線山梨県堺より東京都堺

実施日時 10月 7日 (日 曜日)8ЮO～ 12ЮO				I参 加人員			141人
主催団体 藤野・相模湖ライオンズクラブ、藤野町山岳協会

結果

毎年この時期にクリーンキャンペーン活動を実施 しています。今回は41名 の方が参
加 してくれました。集積量は缶・ビン等を中心に約 300崚 でした。

実施会場 海老名市上郷グランド周辺

実施 日時 H月 11日 (日 曜日)H:00～ 16ЮO			I参加人員			141人
主催団体 明るい社会づくり運動「さつきの会」海老名市協議会

感想等

例年のことではありますが、車の部品 (タ イヤ・ホイール等)・ 自転車 。家具類等の大
型のものが目立ちます。

NQ37

m 35
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実施会場 相模川/小倉橋周辺

実施 日時 H月 18日 (日 曜日)8:30～ 1000		1参加人員 		1100人
主催団体 城山町小倉自治会

事業名 城山町小倉自治会美化キャンペーン

結果	 休日ともなると人手が多く、ゴミの持ちかえりを守 らない人がいることから若干の

ゴミが残る。 (バ ーベキュー等)

NQ39

実施会場 相模川/朝霧河畔緑地

実施 日時 H月 25日 (日 曜日)9ЮO～ 10ЮO		I参 加人員 	150人
主催団体 平塚市須賀公民館

地域の方たちの参加により例年どおり実施 しました。

NQ41

実施会場 県立茅ヶ崎里山公園

実施 日時 H月 25日 (日 曜日)930～ 15ЮO			I参加人員			116人
主催団体 柳谷の自然に学ぶ会

感想	10月 28日 一部開園した里山公園を観察 しながら、ゴミを拾いました。稲刈りの済

んだ田んぼや季節には蛍の飛ぶせせらぎなど、歩いていてどこか懐かしいような気持ち

にさせてくれる自然の中を水生成物の調査や植物を観察 しながら歩きました。途中水質

調査を実施 しましたが、特に問題はありませんでした。ゴミはそれほど多くはありませ

んでしたが、山の斜面にテレビ、金庫などの不法投棄がありました。

NQ45

実施会場 小出川/赤橋周辺

実施日時 2月 23日 (土曜日)9:15～ 13ЮO		I参 加人員		170人
主催団体 鶴峰小学校区青少年推進協議会

事業名 家庭教育セミナー「地域の小出川の散策と豚汁の会」

実施結果	 大人から小中学生まで幅広い年齢層の方が参加 し、新鶴嶺橋から両岸を上流に

向かって散策を始めた。足下にはオオイヌノフグリが少 し咲き始めていた。野鳥はキセ

キレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タゲリを観察することができ、始めてみた人

の感激は大きかったようだ。参加者はふだん見慣れている景色ではあるもの改めて自然

を堪能していた。

復路でクリーン作戦を実施 したが、往路で土手や川の中に散乱 しているゴミが気にな

っていたためか、ゴミ袋がいっぱいになるほど熱心に拾い集めてくれた。タゲリの飛来

地であることを知った人たちの心暖まる思いもゴミ拾い現れていた。

自然散策終了後は、川の水質検査や紙芝居、鳥合わせゲームなど行い、お楽 しみの豚

汁、石焼き芋などを食べるなど、充実したよい一日がすごせた。

水質結果	pH	8、 N02	0.5mg/1, COD	10mJ	(小 出川の浜岡橋で採水)

NQ47

実施会場 目久尻川/宮山周辺

実施日時 3月 26日 (火曜日)9ЮO～ 10:00			1参加人員			13人
主催団体 ファミリー原さんち

自宅近くを流れる目久尻川周辺を清掃
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(4)流域ツアー&ウオッチング

1	 事業の目的

桂川 。相模川の本流ばかりでなく,支流を含めて上流。中流。下流を知 りたいと思っている人は多い

のではないでしょうか。「り‖の実態をもっと知 りたい」,「どのような方々が水環境保全のために活動

しているのか」,ま た「活動している人々から直にお聞きしたい」・・ 。さまざまな視点で川をもっと

知る企画を大切にして取 り組んでいます。現地に出かけて,可能な限り川原に降りて歩き,観察 し,

説明を受けます。中流域では川原に降りることはなかなか難 しいのです。平均すると年間で5回ほど

開催 します。現地の水環境保全や生態系に詳 しい専門ボランティアの方々が案内します。

また,次のような企画を組合せることがあります。水環境保全で活動する地域の活動団体から案内

を受け,交流を図ること。また
｀
かわ、に関係する (既存あるいは計画中)施設の説明を事業主体か

ら受けること。市民部会の発意で,行政と事業者とのパー トナーシップでこの事業を行っています。

開催準備のための企画調整事務は,市民部会の牧島,八木が担当しています。市民部会で数多 くの

アイデアをいただいていますが,ア ドバイザー的には,今まで河西さん,桑垣さん,天内さん,篠田

さんに協力をお願いいたしました。各回の実施に当たっては,以下の報告の中で紹介する世話役と案

内役の方々の協力で運営されています。また今回は事業評価についても試みました。ご助言,ご鞭撻

をお願いいたします。

2	 今年度の実施報告

第 9回 2001年 6月 17日 (日 )

桂川・相模川最源流の流れ出しと初夏の山中湖畔の周囲を

じっくり散策,	自然に浸りました。

富士五湖の一つ山中湖は桂川 。相模川の水源池です。桂

川流れ出し (三面張り護岸は殺風景)→川 (水路)沿いに

花の都公園→ハ リモミ自然林を横 目に見ながら再び湖畔
へ、山中→長池→静かな湖畔の湖面を渡る風に気持ち良さ

を感 じながらママの森で昼食。午後は釣のルアーやビニール

袋のゴミを拾いながら散策・珍 しい砂嘴や白鳥の親子が湖

面に映えてなぜかホットした気持ち。終着地点平野に到着

し,解散。全行程で約 5	km。 「あじぇんだ113第 7号」に篠田さんが報告「桂川・相模り||の 水源を
歩く」。併せて参照を。参加者 19名。世話役 :篠田さん,案内役 :浅川仁さん (山中湖を愛する会)《文
責 :八木》

第 10回 2001年 9月 22日 (土)

原風景を色濃く残す中津川中流域小菅橋→ダム下半原集

落 (繊維会館)ま で約 6	kmを散策。

大木さんに「イトアメンボウの生息が確認された」尾山

耕地を案内していただき説明を受けました。県レッドデー

タブックの絶滅危惧種とされる昆虫「イトアメンボウ」は

休耕田の水面に黄色のマーク (調査のため)を背に飛び交

|[川 への流れ出 しについて説明する浅川 さん

'd山
耕地にて絶滅危111種 イトアメトンボを得ι察
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っていました。<愛川町の調査で絶滅危惧種昆虫 19種類も確認。朝日新聞 (Hll.9.12)>。	 更に

進んで下谷集落 (し ょうぶの里)→中津川堤防 (昼食)→海底 。田代集落 (酒蔵・藁葺き屋根)→馬

渡橋川原で休息。水力発電小屋を対岸に見て松葉沢 (ホタルの里)を経て (歴史ある繊維産業の盛衰に

思いを馳せながら)終着繊維会館へ。そこで散会。「あじぇんだ113第 8号」に川嶋さんが報告「八

菅から判原まで 。中津川流域を歩く」。併せて参照を。参加者 8名。世話役 :篠田さん,案 内役 :大木

悦子さん (あ いかわ自然ネットワーク)《文責 :八木》

第 11回 (2001年 12月 8日 )

田原の滝,宝鏡寺,鹿留川,蒼流	,柄杓流川と夏狩湧水群まで

湧水が豊富な都留市内を歩く。

今回は桂川をきれいにする会の清水さんにご案内をいただいた。

田原の滝 (桂川 。相模川本流随一の滝,柱状節理。目下補強工事

中)を 出発 して,水かけ菜 (特産品)が青々と茂る十 日市場地区

へ。湧水利用の養魚場に立ち寄る。また民家の庭を流れる湧水の

利用法等の説明を受ける。再度川へ戻 り,蒼流嘆に沿って歩 く。

残念なことに工事等でかなり水は濁 っていた。鹿留川では,途中

では流れが緩やかなところがあり,おなん淵など見学 して,空 き

缶・ビニール袋等でもっとも汚れている場所と,説明を受ける。

東京電力鹿留発電所 (PCB置 き場)の横を歩く。このあたりの

流れは穏やかで,湧水の川であるにも関わらず,最近のものと思 起り∴tと なった‖l原 のおこは本流‖性

われる護岸工事でコンクリー トに覆われている姿は残念としかいいようがない。途中,宝鏡寺で精進

料理を堪能。昼食後は桂川の支流である柄杓流川と夏狩湧水群へ足を伸ばす。せつかくの美しい風景が,

上から投棄されたゴミの山で汚れていたのは残念であつた。「あじぇんだ 113第 8号」に水谷さんが報

告「田原の滝～宝鏡寺まで都留市内の桂川を歩く」。併せて参照を。参加者数 14人。世話役 :篠田

さん,案内役 :清水さん。

第 12回 2002年 3月 9日 (土)

土手が残つただヽ出川	&千 ノ川(ちがさきのセーヌ川)を歩

く 。

今回は,地域の水環境保全活動をしている「小出川を親し

む会」「生きのこれ川の応援団」の桑垣さんと仲間の方々のも

てなし,自 然観察指導員でもある小室さん,神奈川県藤沢土

木事務所職員他,さまざまな関係者の方々にご案内とお世話

をしていただいた。お天気に恵まれて,暖かな日差しに当たりながら,4時間ほどの行程を楽しみました。

感謝。

茅ヶ崎市内を流れる小出川は,市民活動により平成7年に改修計画が変更され都市では珍しくしく土手が

残つていて改修が進められている。冬場は,わずかに残る水田に美しいタゲリが飛来し,開発が進む藤沢市

遠藤にある源流の谷戸には,オオタカが営巣している。千ノ川は小出川の支流,住宅や工場に囲まれた典

型的な都市の川。上流は雨水幹線,暗渠になっている。水循環・水環境を再生するため,整備計画の検討

が始まり,ワークショップが開かれている,とお聞きした。

ツアー&ウオッチングの入り口である大曲橋から下流へ。改修工事等の説明を神奈川県藤沢土木事務所

親 しみを感じる L手が残った小出川
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職員から受ける。途中,高速道路(大磯～藤沢線)がりllを大きくまたぐ格好で建設中。改修前の上手を歩き,

周囲の水田にタゲリを探すが,… 。すでにシベリヤに飛び去ったと鈴木さんの話。湘南タゲリ米で何とか田圃

を残し、農業を継続させようと努力している。予定のお米は完売とうれしいニュース。萩園橋から浜園橋まで

は改修された土手。新鶴峰橋からは生態系保全緑化 「木ノ実の散策路」(小出川に親じむ会植樹)を見学。

昼食休憩,ホームタウン集会場にて。あまりに美味しいお弁当に写真を撮るのを忘れる。

小出川と千ノ川合流地点から千ノ川上流へ。	千ノ川をちがさきのセーヌ川と呼ぶあたりは相当な洒落。

「生きのこれ川」の応援団が発行する千ノリ|1散策マップを持つて歩く。鳥井戸橋から富士見橋へ。天気が

よいと左富士が見えるはずが,今回は残念でした。最終地点の梅田橋へ到着し,散会。参加者数 18人。世

話 。案内役 :桑垣さん他2人。説明役に山崎さん (県藤沢土木事務所)

3	 事業評価について

今回紹介する評価は,事業に関する開催事務局の自己評価で,その目的とするところは,桂川・

相模川流域協議会の理念 。あるべき姿の実現であり,ま た行動計画をより実効性のあるものとす

るために,よ りよいツアー&ウ オッチングの企画と運営を実施することにあります。次いで,第

12回ツアー&ウ オッチングについて満足度に関するアンケー トを行いました。その内容を照会

します。

3-1今 年度のツアー&ウ オッチング事業全体に関する自己評価

今回の評価は,開催事務局として事後に内部評価 したものです。したがって,自 己点検と今後

の改善のための評価出もあります。なお,点数は右記の程度を目安としてつけています。「0点」

は「努力・工夫等が全くなく,あ るいは常識 レベルにも適合 していない」。「2点」は「課題はあ

るものの基準への適合,あ るいは妥当な努力がされている」。「4点」は「期待される高い レベル

を実現 している」。他に「1点」「3点」はその中間にあるもの。評価項 目にはいろいろあるかと

思いますが,今回は重要と思うものに絞って検討 しました。

(1	 桂川 。相模川アジェンダ21と の整合性	:	 この事業は,桂川・相模川アジェンダ21の

行動指針と行動計画に合っていましたか。

自己採点は「3点」。行動計画(★注)の中の2カ 所で触れ られています。主たる評価理由は,

①行動計画に沿って継続 して実施 していること。また,②流域の全貌を知る貴重な手がかりの

一つとなっていること。③世話役・案内役の方々と地域の活動団体・メンバーとの協力・連携

関係のなかで開催され,④水環境保全を中心にして説明を受けることができることなどです。

課題分野 C「水量・水質の保全を進めます」―「公共用水域,地下水,湧水等の水質保全」

のなかの行動計画に「廃棄物の不法投棄に水質汚染を防止するために,河川の水質監視を進

めます」→「ツアー&ウ オッチングにより流域の環境状況の把握を行います」。1	 現在のと

ころ,川岸とその周辺に生息する生態系の観察をしています。が正確な記録にとどめるほど

には至っていません。川岸に生える植物,群れる魚類 0野鳥を含む野生動物,それらの貴重

種等の目視・ヒヤリングを行っています。また水質の汚濁等も目視 しています。これらの要

点と特徴のより詳細な記録を今後の課題とします。こうした定性的な調査だけでなく,簡便

な方法でも水質の (定量的な)調査をすることを今後の課題とします。

課題分野 F「市民,事業者,行政が連携して取 り組んでいきます」一「流域を一貫 した連

携」のなかの行動計画に「上下流住民の相互理解を深め,協働 します」→「ツアー&ウ オッ

チングを行います」。;	 特に案内役の方を中心に,その所属されている活動団体のメンバー

の方々,あ るいは関係者の方々と交流を大切にしています。今後,よ りそのことを重視 した

コミュニケーションの方法の工夫をいたします。歩きながら,昼食時の場 。会場において,
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案内への感謝,具体的な説明,他地域の情報提供等を含めた質問等と意見交換などを行って

います。終着点で,	まとまった時間をとることが会議室の準備等の問題もあり,実際に行わ

れていません。

但 し,以下の行動計画については,	12回の経過のなかでは,未実施の課題領域です。重

要な課題でもありますので,是非今後の 1～ 2年間の計画に折 り込みたいと考えています。

課題分野 B「多様な生物との共生を基本とします」一課題詳細「生物に親 しむ河川敷と環

境学習」―「環境教育は子どもの頃から」「農業の重要性の認識を学校で」一「幼児教育に自

然と親 しむ機会を企画します」―「ツアー&ウ オッチングの有効利用を図り,地域の子供た

ちとの交流を進めます」
★注 :課題分野とは,A「良好な森づくりを進めます」B「多様な生物との共生を基本とします」C「水量 。水質

の保全を進めます」D「散乱ゴミや不法投棄のない地域づくりを目指します」E「開発事業や公共事業においても

環境の視点を重視します」F「市民,事業者,行政が連携して取り組んでいきます」の6分野です。

(2	事業の目標設定	:	 この事業を行うに際して明確で測定可能な目標が設定されましたか。

自己採点は「4点」。主たる評価理由は,経験の積み重ねで,場所とか,時期とか,参加メ

ンバーの年齢幅等で,人数面での明確な目標設定は,難 しい面を持っています。下記の理由で,

平均的には約 15人が適切な人員規模と考えています。今年度の4回分の参加延べ人数は,6
0人丁度で,平均 15人となり,平均的には問題なしと考えます。なお,基準 15人の根拠は

以下の通 りです。縦に並んで歩くことが多いので,歩きながらの説明ですと,声が聞こえなく

なったりします。また集合するにも時間がかかります。また,道路の側道を歩いたり,横断し

たりするとき,日 配りにかなりの負担がかかります。全く未知の土地の車道脇・あぜ道・山道

を歩くことを考えますと,約 15人が最適と考えます。人数が少ないケースもありますが,広
報活動の不備,ま たイベントが重なってしまったことなど,開催事務局側のリーダーシップと

情報収集不足の課題と受けとめています。

但 し,よ り多 くの人に参加 していただくイベントも考慮 しなければならず,その場合は異な

って複数の案内役の依頼とか,ま とまった説明会の開催等が必要となります。

(3	参加メンバーの要望 	:	 参加メンバーの要望,関連する行事等の情報を事前に入手 しま

したか。

自己採点は「3点」。主たる評価理由は右記の通 りです。特に協議会の市民部会では,会議
のなかで年間 12回の会議のなかで,何 らかの協議をお願いする機会は,6回以上にのばり,

その必要性を理解 してもらえていると思います。また,参加経験者を中心にして,開催場所 。

時期の候補を絶えず収集 しています。特にアドバイザーとして地域・専門領域等で多彩な情報
を提供 していただいていますので,上・中・下流域のバランス,支流と本流とのバランスはよ

く,全体を通 して偏 りなく開催できています。特にこの面での問題の指摘はありません。今後
は支流もより重視 していく方向で努力 していきたいと考えています。但 し,よ り深い内容の調
査を行いながら,新 しいニーズの掘 り起こし等を行いたいと考えています。

(4	 コス ト対効果	;	 コス トと効果の関係を考えた上で適正な規模の事業を計画 しましたか。
自己採点は「3点」。採点の根拠は右記の通 りです。今年度直接事業費 72.1千円/年間開催回

数4回 =18,0千円/回 となっています。

今年度の予定は5回 (昨年度と同数)で したが,実際は4回 の開催でした。開催事務局メンバ
ーの一人である私に個人的な事情があり,ア ドバイザーでもある篠田さんには相当な負担をかけ
ながらの実施でした。また八木さんのがんばりで開催が継続できたことに感謝 しています。なお,

後半に入ってから,写真等の記録の充実,HPで の画像を含めての情報発信,今後の開催地の候
補等のアイデア・手がかり等を皆さんから既に得ていますので,次年度はより充実 した内容の開
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①不満足でした

○無回答※
0ノ民		(0・ 0°/o)

1人 	(12.5%)

催ができるものと考えています。

(5	参加者の満足度	:	 この事業の参加者は,参加・協働によって満足が得られましたか。

この項 目に関しては,第 12回 ツアー&ウ オッチングで初めて行いましたので,その結果を

参照 していただきたい。

3-2	 参加者の満足度について

第 12回 ツアー&ウ オッチングで初めてですが,満足度調査を行って結果を得ました。今回は,

拙速な実施だったために,「世話 。案内役の方々の純粋で自発的なご協力を評価するのか」との

お叱りを受けました。毎回それなりの準備をしていただき,高い評価を得ていましたので,安易

に行ってしまい,配慮不足だったことを反省いたします。①アンケー ト調査項目 (含む目的,説
明文等)の設計,②世話・案内役の方への事前の説明と了解,そ して③当日のアンケー ト記入に

関する参加メンバーヘの協力依頼事項等について,企画事務局側でもっと計画的に行うことが必

要でした。最終的には了解を得ましたので,以下に紹介します。

アンケート調査 	 第 12回ツアー&ウオッチング◆	 実施 2002.03.09集 計 2002.03.

イ。今回のツアー&ウ オッチングについてどのように評価されたでしょうか 骸当個所に○をつけてくださヽつ

④大変満足でした			5人 	(62.5%)
③満足でした 2人 	(25.0%) (%)は 回収できました8人を基準にしています。

今回は,総勢 18人で した。

※この場合,ア ンケー トを紛失されたもので,内容はさ

まざまな出会いのあったことを感謝する内容でした。歩

きながらの回収でしたので,その場で書けず,後ほどF
AXしていただきました。多くの人がそうでしたが。

②どちらともいえない	0人 	(0。0%)

口。今回の内容について印象に残 ったノ役立ったなど良かったと思われる点を自由に記述下さい。

都会近郊に残る川の自然の頼りなさと,それを守り育てる努力の貴重さ,難しさについて学んだ 1日 だつた。

「湘南タゲリ米」の田んぼがあと1～2枚分狭くなつたらタゲリたちのノープルな姿が消えてしまうのでは…。などと,熱意と

使命感で米作りに取り組んでおられる鈴木さんのお話を聞きながら考えた。ほんの杞憂であつてほしいものです。

多くの鳥類に出会えたこと。特にタゲリの確実な越冬情報には,大きな収穫です。地元の人達にはあたり前でも広く伝わ

つていない夏鳥のバンにも出会えた。関西以西では,冬季も残つていることが多いのだそうです。

小出川,千の川は水量が少ないためか随分汚れているのが気になつた。しかし,汚れている割には生物,とくに鳥類が

多いのには驚きました。今のうちに手入れをすべきだと思います。

学習から始まつて「生き残れり||の応援団」を結成し,住民同士で連携。協力しながら進めてきたことに敬意を表します。当

日,関係者の方々がお出ましになり,交流ができたことは,今までにない素晴らしいものとなつたと心より感謝いたします。

HPでも20枚ほどの画像で掲載したらどうかと思つています。

土手を歩く感触はいいなあと思う いつまでも残しておいてほしい。市民の皆さんの努力に敬服。今回の散策距離・時間

等適当だつたと思います。案内役。世話役さんの気遣い・心使いに感謝。

川のゴミは他の川と比較して少なかつたように思う。ゴミゼロにするのは永遠の課題ですね。土手を歩く感触は G00D。

何時までも残して欲しい(市民の努力に敬服)り ‖のゴミは少ないがいずこも同じですね。永遠の課題ですね。世話・案内

ともに感謝,感謝。

見たいと思つていた,桑垣さんが取り組んだ小出川を見た。都市近郊,住宅地と工場に挟まれた田で,米作りしている鈴

木さんの話,タゲリ米のことをたんたんと話された。桑垣さんの気配りのきいた準備と案内がうれしかつた。資料豊富。のび

るとワカメ,手作り味噌,これがご馳走そのもの。小出川のゴミ散乱が日に付いた。千の川はゴミが日に付かなかった。タ

ゲリが北に帰つてしまつて,見られなくて残念でした。

初めての参カロさせていただきましたが,いろいろ教えていただき,またお世話になり,ありがとうございました。お昼にはデ

ィスカッションもあり,大変素晴らしい会でした。勉強不足で分からないお話もありましたが。お弁当は美味しかったです。

取り立てのノビルと手作りのおみそともありがとうございました。都市型河川の環境維持の難しさを痛感しました。
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ハ	 改善すべき点 あ りま した ら.自 由にご記入下 さい。不満足の理 由もここにご記入下 さいn

o		特にありませんと記入された方は3人。

o		タグリは見られませんでしたが,シジュウガラ,カフセミを見ることができました。

・		 タゲリには是非お目にかかりたいと思いました。とても残念。農家の鈴木さんから見せていただいたタゲリの写真は本当に

美しかつたです。

・ 	 もう少し水量がほしいと思う。水量と関係があるか思いますが,透明度欲しい。更に,より良いり||に。水の透明度は如何で

しょうか。(セーヌ川)もう少し水量が欲しいですね。

・		 新顔の方と,話すことができなかつた。お名前も覚え切れなかつた。

・		 今回で 2回 目の参加なので,あまり比較した内容は言えません。対応の問題があり難しいのでしょうが,不特定多数に呼

びかけていく方向は考えられないでしょうかと～。少人数で独占しているのはもつたいない気がます。

開催事務局として追記します :案内役,世話役の方々の準備の良さと,関係者の方々の現場での説

明とか,心のこもったもてなしに参加メンバーは大変満足 したと判断 しています。アンケー トにご記

入いただいた方々にも感謝いたします。

4	 過去の経過

1999年度では実験的に市民部会で 3回開催。2000年度の第 4回からは協議会の事業として開催し

ています。以下,開催日時,開催場所のおおよそ,参加人数,世話役。案内役を報告します。

第 1回 (1999年 7月 18日)	 馬入川から最下流の寒川浄水場まで川岸の生態系の話を聞きな

がら歩く。参加者数 13人。世話役 :小官さん,案内役 :自井さん。

第 2回 (1999年 12月 12日 )	 県境を越えて,台地をえぐり取るように流れる相模川を知る。

地域の文化,歴史の説明等も。参加者数 19人。世話役:中村さん,案内役 :守屋さん。

第 3回 (2000年 3月 26日)	 笹子川合流点,猿橋発電所放水口,八ツ沢取水口,猿橋見学。川

原を長 く歩いた貴重な体験で した。参加者数 19人。世話 。案内役 :松井さん。

第 4回 (2000年 5月 14日 )相 模川の支流 (鳩川。姥川・道保川・八瀬川)と 4川合流点を見学。「縄

文・谷戸の会」の活動も詳しく説明。参加数 15人。世話・案内役 :倉橋 。長澤・藤井さん。

第 5回 (2000年 7月 16日 )	 相模湖 。相模ダムを中心にして水道水の源を断崖の上から見学。尾

崎記念館に至るまでの工程。参加者数9人。世話・案内役 :石田さん。

第 6回 (2000年 9月 24日 )	 桂川の源流―鐘山の滝と忍野八海を見学。忍び寄る環境破壊の波に

危機感を共有する。参加者数 20人。世話役 :篠田さん,案内役 :羽 田さん。

第 7回 (2000年 11月 19日 )	 葦等で水質浄化される荻野川を見学。昔ながらの葦のある川原の貴

重さを体感する。参加者数 12人。世話・案内役 :花上さん。

第 8回 (2001年 3月 18日 )	 必要性が疑問視されている巨大な宮ヶ瀬ダムヘ車で移動 (初めての

こと)。 相模大堰,そ して魚道・ビオトープを見学。参加者数 28人。世話・案内役 :氏家さん。

最後にこのように事業が継続され,当報告書の中で紹介している方 ,々ツ アー&ウオッチングに参
加していただいた方 ,々開催の準備に際して連絡 。調整していただいた方 ,々そ して現場での説明・

協力していただいた方々のおかげで,2002年 3月 までに12回を数えることになりました。ありが

とうございました。また、今年度は篠田さん (桂川をきれいにする会)に格別な協力をいただきまし
た。感謝。今後もご一緒に発展的に継続させていきたいと思っています。

またツアー&ウ オッチングについては,豊富な画像によって桂川 。相模り|1流域協議会ホームページ

で近々報告をする予定です。是非ご覧いただきますように。

《編集執筆 牧島 /第 9,10回執筆 八木》
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(5)上下流交流事業

1	 事業の目的
森 。川 。海のつながりの大切さを知ってもらい、流域の環境保全への意識啓発と上下流住民の

交流と連携を図ることを目的として実施 した。

2	 実施内容
「植林作業体験」

日	 時	2001年 5月 12日 (土)～ 13日 (日 )

場	 所	 山梨県南都留郡忍野村字内野地内 (忍野村有林	 約0.7ヘクタール)

参加人数		 山梨県側	42人			 神奈川県側	95人			 合計	137人
(5月 12日 )

●植林作業……・ハンノキ及びヒノキを「複相林施業」という、より自然林に近い森林を造成す
る技術を用い、将来、水源としての働きを高める森林を育てるため約2,000本 植林 した。

●湧水の里水族館見学……・流域に生息する魚を中心とした淡水魚を観察 した。
●意見交換会……・夕食後、宿泊施設内において忍野村内で活動 している団体及び地元会員事

業者の発表及び意見交換を行った。
(5月 13日 )

●流域パー トナーシップ交流集会参加……・全国植樹祭記念行事である「流域パー トナーシップ
交流集会」のプログラムとして森林インストラクター、一般県民との環境保全に関する
意見交換を行った。その後、森林インストラクターの案内により青木ヶ原樹海を散策 し、
自然観察を行った。

今回の植林作業は、2001年 5月 20日 に行われた第52回全国植樹祭の関連事業として山梨県が実
施 した「21万本植樹運動」と連携 して実施 しました。このことにつきまして、2001年 9月 20日 に
山梨県知事より感謝状の贈呈を受けました。

「相模湖周辺での交流会」
日	 時	2001年 H月 8日 (土)

場	 所	神奈川県津久井郡相模湖町
参加人数		 山梨県側	23人			 神奈川県側 121人			 合計	144人
●カヌー体験"・・。希望者にカヌーに乗って湖上を観察してもらった。
●相模湖周辺散策とゴミウオッチング……。相模湖周辺の自然観察とダムサイトに溜まったゴミ

の観察を行った。
●湖上観察…・・・スワン号に乗船し、船上から湖上観察を行った。
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実施にあたって

今回のシンポジウムは、初の試みとして上下流交流事業 (下流側)と 合わせて実施 し

ました。桂川 。相模川の中程に位置する相模湖周辺で行いましたが、企画・計画の段階

から市民部会が関わり、いろいろなアイデアを反映させ、交流事業と合わせて面白いも

のとなったようです。今まで違いシンポジウムについては半日の開催となったため、基

調講演を取 りやめ、パネルディスカッションのみという形で行われました。

1	 主催者あいさつ……・P46

2	 相模湖町長あいさつ……。P47

3	 山梨県、神奈川県知事メッセージ披露……。P48

4	 ア トラクション

昨年 30年周年を迎えた相模湖町青少年音楽隊に

吹奏楽演奏を披露 してもらいました。隊員は29
名で、クリスマスコンサー トや定期演奏会の他、

福祉施設での訪問演奏など幅広く活躍 しています。

5	 パネルディスカッション・フロアー討議……・P49

○	 クラフト教室

手あそび倶楽部	 風音の都倉節子さんの

協力により、木の枝を使って「モビール」

を作りました。作ることの楽しさを思い起

こさせてくれました。

パネル展示コーナー

(交流会会場で実施)

○
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「桂川・相模川流域 シンポジウム」

日時		2001年 11月 18日 (土)	10:00～ 13:00

場所		 相模湖交流センター

参加人数			 山梨県	23名 、	 神奈り|1県 	121名 、		 合計 144名
概要

主 催 者 あ い さ つ						 桑垣	 美和子 (桂川・相模川流域協議会代表幹事)

相模湖町より歓迎のあいさつ			 溝日	 正夫 	(相模湖町町長)

山梨県 0神奈川県知事メッセージ披露

アトラクション『相模湖町青少年音楽隊』による吹奏楽

パネルディスカッション 0フ ロアー討議

コーディネーター	 田中	 充 	(法政大学社会学部	 教授)

パネラー	 石村	 黄仁 (さ がみ湖 0森つ くりの会)

(50音順)落 合	 嘉春 (神奈川県企業庁利水局津久井事務所貯水池保全部長)

小野	 完二 (勝瀬観光線代表取締役)

鈴木	 敏道 (桂川 。東部地域協議会会長)

春原	 常男 (神奈川県県土整備部河港課副技幹)

三宅	 節子 (元藤野町町議会議員)

山本	 豊美 (生活協同組合コープやまなし理事長)

展示等協力団体 (50音順)…・…「生きのこれ川」の応援団、上野原 リサイクルの会、

桂川 。東部地域協議会、神奈川県企業庁利水局、きのこプランニング、共生食品 (株)、

相模り|1湘南地域協議会、さがみ湖・森つくりの会、笹一酒造い、三英建設 (株)、

生活協同組合COOPや まなし、(株)玉の肌石鹸、手あそび倶楽部	 風音、

中道志川 トラスト協会、(有)橋喜商店、鳩川 0縄文の谷戸の会、鳩川・水辺の森の会

(財)宮が瀬ダム周辺振興財団 、津久井郡森林組合

主催		 桂川・相模川流域協議会

共催		 建設省京浜工事事務所 (現	 国土交通省京浜工事事務所)

山梨県、神奈川県、相模湖町、津久井町、城山町、藤野町、上野原町

相模湖町商工会、相模湖町観光協会、桂川 。相模川アシ
゛
エンタ

゛
21市民会議

後援		 環境省
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知ろう 0■ぼう・体験しよう

性川・相膜川流域シンボジウムと交流曇
200:年 ‖目18日 (午前:0時シンボジウム開e)

○司会	皆さんおはようございます。桂り|卜 相

模川流域シンポジウムと交流会「相模湖～知ろ

う 。遊ぼう。体験しよう～」の開会に当たりま

して、桂川 。相模川流域協議会を代表して、代

表幹事の桑垣よりごあいさつを申し上げます。

では、桑垣さん、よろしくお願いします。(拍手)

○桑垣	 おはようございます。ただいま紹介い

ただきました桑垣です。

相模湖を囲むもみじの美しい秋、桂川 。相模

川の上流、山梨県と下流、神奈り|1県を結ぶ交流

の中継地点とも言うべきこの相模湖町で、きょ

うシンポジウムと交流会を開催させていただく

こと、とてもうれしく思います。

開催に当たりまして、相模湖町を始めとする

津久井町、城山町、藤野町、そして山梨県の上

野原町など、地元の方々に大変お世話になりま

した。今、まだ相模湖脇の水の広場で皆さん準

備をされています。午後にはカヌー体験 。お餅

つき・ツアーウォッチング等がありますので準

備をされています。今こちらに駆けつけてくる

ところと思います。そういう地元の方々の協力

できょう開催できることを本当にありがたく思

っております。

当協議会が、清く豊かに流れる川を目指 しま

して、神奈り|1県 と山梨県との県境を超えて、市

民、事業者、行政三者で「アジェンダ21桂川・

相模川」を策定いたしまして、本年で約3年に

なります。山梨県、神奈川県の事業を加えます

と約 6年ということで、もう既に足かけ7年 目

に入るということです。 3年というのは 1つの

節目となりますが、これまで上流と下流の方た

ちが集まってさまざまな事業をしてきたわけで

す。本年5月 には上流の交流事業として山梨県

の忍野村に行きまして植林体験なども行いまし

たし、きょうは下流の交流事業とシンポジウム

ということで、こちらで開催します。そういっ

たいろいろな交流事業、専門部会等の話し合い

によりまして、本年の6月 にはアジェンダの行

動計画、行動指針の約8割をみんなで合意する

ことが総会の場でできました。こうしたことを

皆さんに伝えながら、多くの方に共感をもって

行動いただくように、そろそろ実践に移ってい

く段階になってきております。ぜひ皆さんで盛

り上げていただけたらと思っております。

この桂り||・ 相模り||は、神奈り|1県 民にとっては

母なる川です。中流には大小のダムがございま

すが、相模湖もその1つ で、昭和 22年に完成

した人造湖です。その建設には多くの方々の犠

牲がありました。そして、今日でも相模川の水

は飲料水として、遠く横浜市や川崎市にまで運

ばれています。そして、約 60%の神奈川県の人

たちが、この水を生活用水として使っておりま

す。その貴重な水は、富士山麓に降った雨や雪

が山中湖の湖底から湧きまして水源となり、桂

川流域の豊かな森林に支えられています。一方、

神奈川県では、丹沢の山々が緑のダムとして水

源になり、京浜工業地帯を抱える神奈川県の最

後に残された貴重な緑、森となっています。

そうした相模湖の水も、富栄養化が進み、ア

オコが発生して問題になっております。川や海

の環境をよりよいものとして次世代に譲るため

には、「山、流域、交流、文化、なりわい、発信、

行動」が環境保全のキーワードです。きょうの

シンポジウムのパネルディスカッションでは、

地元に密着した活動をしている方々から本音の

話を、そしていろいろなご意見を伺えることと

思います。午後からは、相模湖をよく知るため

総合司会 :石田幸彦さん

-46-



に、体験コースに分かれて、それぞれ水に触れ

合い、川やダムの現状を知り、私たちのの生活

で何をしたらよいのかなどを実感いただければ

と思います。秋の 1日 、山梨県と神奈り|1県、水

源地域の方々と都市に住む私たちとが交流 し、

信頼関係を深める、そういうきっかけとなれば

うれ しいと思っております。桂川 。相模川流域

の環境を少しでもよくするために、皆様の積極

的な行動を期待 しています。本協議会をこれか

らもどうぞよろしくお願いいたします。どうぞ、

きょう1日 楽しくお過ごしください。よろしく

お願いいたします。(拍手)

○司会	 ありがとうございました。

バスとか電車とか使っていただいて続々と来

られているわけですけれども、きょう相模湖で

この協議会のシンポジウムを開催するというの

は、実を言うと、山梨県の方からすると、自分

たちの流している水がどういうところに来てい

るのかな、それから神奈り|1県の方からすると、

自分たちの飲み水というのは一体どういうとこ

ろから来ているのかな、そういう両方を見てい

ただきたいということで相模湖で開催したわけ

ですけれども、代表幹事の桑垣さん、どうもあ

りがとうございました。続きまして、本日のシ

ンポジウムの開催地であります相模湖町の町長

の溝日正夫様より歓迎のごあいさつをいただき

ます。よろしくお願いします。(拍手)

○溝口	 おはようございます。

桂川 。相模り|1交流シンポジウムを相模湖で開

催 していただきまして、ありがとうございます。

この桂川 。相模川の源流は、山梨県の山中湖

を源流としておるわけでございます。そして、

相模川から平塚まで行っておるわけでございま

す。そういう中において、大勢の方がこの河川

にかかわっております。そしてまた、この河り||

から多くの恵みも受けておると思います。 しか

しながら、この恵みを得るために、この河川も

相当汚れを来してきておるわけでございます。

そういう中において、これからこの河川の環境

を守るためにどのようなことをしていかなけれ

ばならないかということは、これから我々の大

きな課題ではなかろうかなというふうに考えて

おります。

また、この相模湖、これはこの桂川 。相模川

において大変大きな位置づけを示 してあるだろ

うというふうに考えております。なぜならば、

この相模湖は、昭和 13年から工事が始まりま

して、そして昭和 22年に完成しました。その

過程においては大きな犠牲、勝瀬部落が 93戸
湖底に沈みました。そのときには、ちょうどこ

れは河水統制事業ということで、国の国策とし

てできたダムでございます。ちょうどそのとき

に、軍隊の大将が荒木大将ということでござい

ましたけれども、反対運動も当然勝瀬で起きま

した。そのときに、軍隊が数十人来て、サーベ

ルを下げてその反対運動を抑えたというような

歴史があって、このダムができたわけでござい

ます。そういう歴史を我々は見つめながら、こ

の桂川・相模川というものを見つめていかねば

ならないなというふうに考えておるわけでござ

います。いずれにしましても、これから皆さん

の力によって、この環境というものを大事に守

っていただきたいと思うわけでございます。き

ようのこのシンポジウムが実りあるものである

ことを願いまして、一言歓迎のあいさつとさせ

ていただきます。どうもご苦労さまでございま

す。(拍手)

代表幹事 :桑垣美和子さん

相模湖町長 :溝日正夫さん
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○司会	 ありがとうございました。

次に、このきょうのシンポジウムに対しまし

て、山梨県・神奈り|1県両県知事からメッセージ

をいただいておりますので、ちょっとご披露さ

せていただきます。

「桂り|卜 相模り|1流域シンポジウムと交流会」開

催に寄せて。

本日ここに、桂り||・ 相模り||に 関わる大勢の方々

が集い、「桂り|卜 相模川流域シンポジウムと交流

会」が、上流・下流の接点とも言える「相模湖」

において開催されますことは、誠に有意義なこ

とであります。

さて、21世紀を迎えた今、私たちは、地球温

暖化問題をはじめとした、様々な環境の危機に

直面 しており、人々の生活が環境に与える影響

の大きさが明らかになってきました。

桂川 。相模り||は、雄大な富士山の山体に降り

注いだ年間 20億 m3立方メー トルとも言われ

る雨水や雪解け水が浸透、伏流 し、湧出する山

中湖に源を発しております。そして、忍野八海

や道志、御坂両山塊の豊かな自然にはぐくまれ

た水を集め、相模湖を経て相模湾までの 113キ

ロメー トルを流域の人々に様々な恩恵を与えな

がら流れています。

この桂川 。相模川の理想像「清く豊かに川は

流れる」を現実のものとし、その恩恵を次世代

に引き継いでいくためにも、私たちは、自然の

浄化能力の範囲のなかで水資源を効率よく利用

する努力を行いながら、これまでの利便性を優

先した生産と消費のパターンを見直し、生活ス

タイルを転換していくことが大切です。

流域の環境保全の行動指針である「アジェン

ダ21桂川 。相模川」は、平成 10年の策定後も、

流域協議会における精力的な協議を経て、より

具体的な行動を展開していくための指針として、

充実したものとなりました。このアジェンダの

もと、環境への負荷ができる限り低減された社

会経済活動が営まれ、自然との豊かなふれあい

が保たれた「持続可能な社会」の構築に向け、

市民・事業者・行政のパー トナーシップのもと

に、その実現に努力することが大切であります。

このシンポジウムと交流会は、様々な情報を

交換 し、交流を深めることにより、人々がその

立場や住んでいる地域といった枠を超え、流域

を共有しているという意識を育むたいへんよい

機会です。その成果を御期待申し上げるところ

です。

終わりに、開催にあたりまして御尽力いただ

きました津久井郡各町並びに上野原町の皆様を

はじめ関係者の方々に心から感謝申し上げます

とともに本日参加されました皆様のますますの

御活躍をお祈りし、私のメッセージといたしま

す。

平成 13年 11月 18日 、山梨県知事、天野健。

(拍手)

神奈川県知事メッセージ

本日は、山梨と神奈り|1両県の大勢の皆様のご

参加のもと、桂川・相模川流域シンポジウム及

び交流会が開催されますことを大変うれしく思

います。

神奈り|1県の中央を南北に貫き相模湾へと注ぐ

相模川は、山中湖に源を発 し、富士山麓の湧水

を集めつつ下流へと流れ、山梨県内では桂川と

して親しまれている雄大な川です。両県の皆さ

んにとって貴重な水源となっているだけでなく、

多様な生態系を育む豊かで多彩な自然環境をつ

くりあげ、また人々に潤いと安らぎを与えるな

ど、さまざまな役割を果たしています。相模川

が、生命をはぐくむ「母なる川」と古くから呼

ばれてる所以です。

この素晴らしい共有財産、桂り||。 相模り||の流

域環境を保全し、次の世代に引き継いでいくこ

とは、私たちに課せられた大きな責務です。神

奈り|1県 といたしましても、市町村のご協力を得

ながら、これまで、下水道の整備や不法投棄対

策、さらには水源の森林 (も り)づ くりといっ

たさまざまな取組みを進めてまいりました。

桂川・相模川流域協議会におかれましては、

平成 10年の設立以来、上流域と下流域との密

接な連携のもとに、豊かで美しい水環境を保全

するための行動を着実に進めていただいていま

す。皆様の活動に深く敬意を表します。

本日、「相模湖～知ろう。遊ぼう。体験 しよう

～」をテーマに、シンポジウムと交流会が開催

されますことは、桂川 。相模川流域の環境保全

を考えるうえで大変有意義なことだと思います。

お集まりの皆様方の活発な意見交換や積極的

な交流によってこのイベントが実り多きものと

なり、市民、事業者、行政の連携の輪がよリー

層強まっていくことを期待 しています。
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最後に、桂川 。相模り|1流域協議会のますます

のご発展と、本日ご参加の皆様の一層のご活躍

を心からお祈り申し上げ、私のメッセージとい

たします。これからも、ともに手を携えて、美

しく豊かな桂川・相模り||の 流域保全に努めてま

いりましょう。

平成 13年 11月 18日 、神奈川県知事、岡崎

洋。(拍手)

○司会	 ありがとうございました。

それでは、この後相模湖町青少年音楽隊の演

奏になります。ただいま準備をしていますので、

しばらくお待ちください。

お手元に、相模湖町の青少年音楽隊のチラシ

が 1枚入っていると思います。小 。中学生が中

心の吹奏楽団でありまして、1971年といいます

から、昭和 46年に地域の町民の要望で、町の

教育委員会の方々の協力でつくられたわけです

けれども、選挙権を持っている私の子供たちも

相模湖町の音楽隊に属 しておりまして、その当

時は結構一所懸命やってラッパなんか吹いてい

ましたけれども、そういうチラシもここに入っ

ております。

それからあと、お手元にきょうのアンケー ト

なんていうのもありますから、お書きいただい

て、後で出していただきたいと思います。

きょうは、何人ぐらいのお友達がやっていた

だけるのかわかりませんが、うちの子供たちが

やっていたころには、なかなか人が集まらなか

ったりいろいろしていたんですが、結構今はい

ろいろな子供たちも頑張ってやってくれている

ようです。 (拍手)

吹奏楽演奏 :相模湖町青少年音楽隊

○司会	 ありがとうございました。相模湖町青

少年音楽隊でした。もう一度、大きな拍手をお

願いします。ありがとうございました。(拍 手)

随分変わりましたね。何か、ああいう演出を

されるというのは思ってもみないことでした。

とても楽 しい青少年音楽隊でした。

吹奏楽演奏 :相模湖町青少年音楽隊

この後パネルディスカッションに入りますが、

舞台設営を行ないますので、しばらくお待ちく

ださい。

きょうのタイトルは、いつもの固いシンポジ

ウムではなくて、「知ろう。遊ぼう。体験しよう」

というコーナーが午後にあります。「スワン号」

の特別乗船券を、通常ですと 800円なんですが、

400円で販売をしておりますので、受付のとこ

ろでお求めいただければと思います。

きょうは、なかなか盛りだくさんでありまし

て、カヌーの体験であるとか、それからツアー

アンドウオッチングというのがありまして、ダ

ムから弁天橋を通って、本陣の方まで行ってみ

ようなんていうのもあります。水のステージの

ところで、要するに相模湖の真ん前なんですが、

相模湖を背景にして餅つき大会だとか、そうい

うのもありますので、ぜひ力自慢の方は参加を

していただきたいと思います。それから、企業

の方でも、酒粕や豆腐をいただいておりまして、

後ほど水辺の広場で振る舞われる予定でありま

す。多分、お子さん連れの方もいらっしゃると

思いまして、2階には研修室というところがあ

りまして、そこでクラフト教室も行なっていま

す。よろしかったら参加してみてはいかがでし

ょうか。

相模湖町というのは人口1万人です。小さな

町なので、なかなかいろいろな方たちにお見え

いただくということもできないんですけれども、

きょうのシンポジウムには相模湖町の方のご協

力がいろいろありまして、例えば入り口に張っ

裏
=
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てあったビラがあると思うんですけれども、あ

のチラシをつくっていただいたり、緞帳があく

とわかると思うんですが、横断幕がありますね。

あれを書いていただいたのは、清水初代さんと

いう地元の町民の方に書いていただきました。

そういういろいろな方たちのご努力がやはりあ

って、きょうのシンポジウムと交流会というこ

とになりまして、通常ですとシンポジウムはシ

ンポジウムだけで固い話をするのと、上下流交

流会とを一緒に抱き合わせでやったらどうかと

いうのが今回のテーマになっております。

ちょっと中を見てきますね、準備ができてい

るか。

ようやくセッティングが終わったみたいです

ので、今緞帳が開きます。

整いましたので、パネルディスカッションを

始めたいと思います。

パネル・ディスカッション

まず、一番左端にお座りになっている方が、

きょうのコーディネーターを務めていただきま

す田中充さんです。 (拍手)田中さんは、法政大

学の社会学部教授ということで、自治体の環境

問題の専門家ということで、当協議会の専門部

会のアドバイザーを務めていただいています。

よろしくお願いします。

それから、続きまして、地元の勝瀬観光株式

会社取締役の小野完二さんです。(拍手)

続きまして、元藤野町の町会議員で津久井環

境連絡会代表の三宅節子さんです。(拍手)

続きまして神奈り|1県企業庁利水局津久井事務

所貯水池保全部長の落合嘉春さんです。(拍手)

続きまして、さがみ湖・森つくりの会の石村

黄仁さんです。(拍手)

当協議会の桂川東部地区地域協議会代表の鈴

木敏道さん。(拍手)

続きまして、生活協同組合コープやまなし理

事長の山本豊美さんです。(拍手)

続きまして、神奈川県県土整備部河港課副技

幹の春原恒男さんです。(拍手)

見ると、女性が2人 しかいないのでちょつと

寂しいようですが、これから先、コーディネー

ターの田中充さんにマイクをお渡ししますので、

よろしくお願いします。

○田中	 田中でございます。

それでは、パネルディスカッションを始めさ

せていただきます。予定では 1時前ぐらいまで、

約2時間になりますが、ディスカッションを進

めていきたいと思います。

きょうのテーマは、「知ろう。遊ぼう。体験 し

よう」ということで、体験のコーナーは午後か

らの部になると思いますが、「知ろう」というこ

とがこのディスカッションの 1つの目的になろ

うと思います。きょうは、7人の方に事例報告

ということで、壇上からいろいろな実践をされ

ているお立場で報告をしていただきますが、そ

れを受けて、ぜひ会場の皆さんからも積極的に

ご提案ですとか、あるいはご質問、ご意見をい

ただければ幸いだと思います。

コーディネーター :田 中充さん

はじめに、簡単にディスカッションの進め方

をご紹介させていただきたいと思います。最初

はこちらのパネリストの方からお1人七、八分

ぐらいでひとわたり小野さんから順番に事例報

告をしていただきます。それを受けまして、フ

ロアの方から、ぜひご発言をいただきたいと思

います。きょうの場合には上流、下流の交流会

という趣旨もございますので、上流のお立場か

ら、あるいは下流のお立場から、こういう取組

みをしているとか、そうした相互交流の視点か
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らのご発言もフロアの方からもいただきたいと

思います。それについて、場合によっては壇上

の皆さんの方から少 しコメントなり、あるいは

回答なりをしていただく。そういうことで、デ

ィスカッションをしたいと思います。一応、フ

ロア討論については四、五十分とりたいと思い

ますが、それが終わりましたら、もう一度この

壇上へ戻 しまして、事例報告者の皆さんから二

度目ということになりますが、今度はショー ト

スピーチで、簡単に言い残した点ですとか補足

のことについてご発言をしていただきます。そ

れを受けて、最後に、もしフロアの方から何か

言い残 したこと、コメントがありましたら簡単

にいただきまして、私の方からそれを引き取っ

てまとめるという形で、約2時間ディスカッシ

ョンを進めたいと思います。会場の皆さん、そ

れからパネリストの皆さんのご協力によって、

ぜひ実り多い討議にしたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。

それでは、早速ですが、口火を切るというこ

とで、勝瀬観光の小野さんの方からご報告をお

願いしたいと思います。では、よろしくお願い

いたします。

○小野	 小野でございます。

私は、湖畔で遊覧船の事業を営業しておりま

す勝瀬観光株式会社におります。この会社は、

湖底に沈んだ勝瀬の人たちの設立 した会社でご

ざいまして、また水没 した勝瀬の人達の会がご

ざいま。その名前は相模湖水没旧勝瀬地区居住

者会と申しまして、毎年 9月 5日 に集まり、湖

上にスワン丸で出まして、先祖の霊に、またな

つかしいふるさとに合掌をいたしまして、その

あと懇親会をやるという会でございます。

相模湖は、昭和 13年に神奈川県議会で決定

をされまして、昭和 22年 に完成 したという、

約 10年の歳月をかけて完成された我が国初の

人造湖です。私は、当時 14歳まで勝瀬におり

ました。現在、日野の方へ越 したんですけれど

も、県の指定地はあくまでも海老名ということ

でございまして、これは勝瀬が農業、林業とい

うことでございましたので、農業をやる方は海

老名の方へ行かれまして、そのほかサラリーマ

ンになろうという人は八王子、日野というとこ

ろに主に行っております。ちなみに、海老名に

約 30戸、八王子に 15戸、日野に 15戸、あと

はそれぞれのところへ引っ越 しました。

ご存 じのように、当時は昭和 12年に日中戦

争が始まりました。16年には太平洋戦争が始ま

りまして、文字どおり戦争の真っただ中のこの

ダムの建設でございます。当時は、内閣も軍人

ばかりが多く、非常に軍の圧力の強い政治下と

時代の中で、すべて戦争に勝つために人も物資

も戦争優先ということでございまして、ダム建

設には大変物が不足したり、人が不足したり、

これはまず若い人はみんな戦地に行きますね。

それで、あと残った人はといいますと、軍事産

業とか戦争のための物資をつくったり、そうい

う人にほとんど駆り出されまして、当時建設を

請け負った工事の人たち、そういう人たちだけ

では足りないので、学徒動員とか中国人の捕虜、

それから朝鮮半島から動員されてきた人たちが

従事したということでございます。

私は、	こういう事柄は、	実際には	14歳とい

うと子供ですので、このことは村の長老とか、

居住者会や又、いろいろな会合から得た知識か

ら事実と思われることをきょうはダムの歴史と

いうことで述べさせていただきたいと思います。

まず、補償交渉は、勝瀬の人はお金ではない

んだと。この豊かな水田と豊かな自然の中でそ

れぞれ自作農を営んでおりまして、生活には事

欠かない。山間部にしては珍 しく、水田が 20

町歩ございまして、米の飯を食べられたという

ふうな大変豊かなところで、村の中には昔学校

だった建物で、公会堂と言っていたんですけれ

ども、今の自治会館に相当するしゃれた建物が

ございまして、そこには私たちが子供のころは

図書館があり、剣道場があり、また進学しない

人は、夜希望者は夜学という学習もやっており

ました。そんな平和なところにダム建設が決定
パネラー :小野完二さん
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され、勝瀬の人達はこの計画に断固反対をいた

しまして反対同盟を結成し、これがなかなか堅

固な団体になりまして、当時の軍の圧力の中で

対抗をしていったんでございますが、まず正副

委員長が県に反対陳情に行きましたら、県に監

禁されて帰れなくなりました。それで、地元の

選出の当時下條県会議員という方がおりまして、

その方にお願いをして救出をしてもらいました。

その後、当時勝瀬は日連村といいまして、現在

藤野になっておりますけれども、この村長以下

も同じように監禁をされたという、大変な時代

でございました。

それで、勝瀬の人は何としても返事をしない

ので、県は大変困ったようでございます。それ

で、一部にこういうことも言われているんです

けれども、軍に頼んでおどしをかけたのではな

いかというような、そういう事例が幾つかござ

いまして、当時の荒木陸軍大将が来村 しまして、

勝瀬部落を見て「なんだ、こんな小さい部落か、

これは爆弾 3発だな」という暴言を吐きまして、

またその後、「おまえらは幾ら反対 してもダム

はできるんだ。そうすればどこも水浸 しで、お

まえらはいたくてもいられない」、そういうこと

を言われたそうでございます。その後、憲兵も

来まして、「国の方針に反対する者は国賊だ。お

まえらが移住しなければ、このまま水をためる」、

そう言われ、「大勢は抗しがたし」これは多分委

員長が言ったのではないかと思うんですけれど

も、この言葉はもう何人からか聞いて、国のた

め、国に反対する者は国賊だと言われ、涙をの

んで先祖に報告をしたということです。それで、

不思議なことに、公会堂という今の自治会館の

ようなものなんですけれども、そこに集まらず、

常にこの交渉、菩提寺でありますホウジョウ寺

というお寺の本堂で集会をやっているんです。

これは、先祖に対する何かあったのではないか

なと、こういうふうに感 じております。

それで、そんな中で、補償交渉がではどのく

らいの期間でできたのかといいますと、実に昭

和 13年の 1月 に議会で決定されたものが、14

年の7月 には皆さん承諾 しているんです。調印

式があって、補償金は 15年に支払われたとい

うことでございます。

次に、移転なんですが、これは私も家の引っ

越 しを手伝ったりしたんですけれども、まず戦

時統制の物資不足の中で、それぞれの家の大き

さに応じて物資が配給されました。それで、補

償金をもらいまして引っ越すわけです。輸送は

トラックですけれども、年配の方はもうご存 じ

だと思うんですけれども、木炭車という木で走

るトラックがありまして、またこれが力がない

んです。急な坂へ行きますと、後押しをしてや

りませんと上らないんです。最初はガソリンが

ありまして、ガソリンに切りかえて上ったこと

もあったんですけれども、最後はもうガソリン

もなくなりまして後押しと、こういうようなこ

とでございました。そんな中で、インフレもひ

どく、物資もなく、私たちは学校から帰 ります

と、古いくぎを伸ばしまして、それからまた銅

鼓を切り開いて、今の一斗缶ですね。これを屋

根に使ったりというようなことで、物資はなく、

お金はあってもインフレで価値が下がっておる。

それで、大方の移転者は、恐らくでき上がら

なかったのではないかと思います。と申します

のは、このダムの総事業費というのが、当初が

2,680万円。これは、県の予算の2年分だと聞

いております。それが、でき上がった昭和 22

年には2億 3,400万 円、約 9倍の費用がかかっ

ているんです。 しかし、これらは、ダムの水没

者には再補償というものはございません。です

から、私の近所の家も、つい二、三年前、蔵が

できあがらないでとうとう壊してしまったとい

うような状況でございました。相模湖の完成後

も、津久井湖ですか、丹沢湖というふうにでき

ていますけれども、これらの湖には水没者のた

めに記念館を設置したり、水没者に限る湖面の

使用など、いろいろと配慮されているんですけ

れども、相模湖の水没者に対 しましては一切そ

ういうような後の配慮と申しますか、そういう

ものはございませんでした。

以上のような、大変この時代がこういう理不

相模湖と相模ダム
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尽なことをやっても平気なんだという、非常に

軍の圧力の強い中での初めての人造湖、ダムと

しては珍 しい歴史を持っているダムではないか

と思います。

では、これで終わらせていただきます。

○田中	 どうもありがとうございました。

小野さんから、相模湖ができる前史と言った

らいいんでしょうか、つまリダム建設に伴う家

の移転や補償といった大変貴重な話を聞かせて

いただきました。ありがとうございました。

では、2番 目の事例報告ということで、津久

井環境連絡会の三宅さんからお願いしたいと思

います。

パネラー :元藤野町町議	三宅節子さん

○三宅	 三宅でございます。

私は、このダムができて、どういう問題がこ

の地域に起こっているかということについてお

話ししたいと思っております。

このダムができるまでというのは、津久井か

ら相模川を伝って船が平塚の馬入まで通ってい

て、平塚と津久井との間では物資や人が交流す

るという状況がありました。それからまた、材

木をいかだに組んでそこまで流し、平塚から船

を使って江戸まで津久井の材木が運ばれていた

ということです。江戸の大火のときも津久井の

材木が運ばれたということですし、古老から伺
った話では、宮城の石垣の下には津久井の松が

敷いてあると、そういうことも伺っております。

ともかくも、川が交通の非常に大きな要素と

して上流、下流が結ばれていたという過去があ
ったわけですが、昭和 13年にこの相模ダムを
つくることになりまして、今お話しのような大

変な苦労があって、あっという間にはとんどた

だ同然に、それも実は相模湖というのは大抵の

方が相模湖町のものではないかというふうにお

思いになっていらっしゃる方が多いかと思いま

すが、湖の80%ま では、実は藤野町の地籍にな

っているところなんです。その、藤野町でも一

番肥沃な、お米のとれる一番いいところをとら

れてしまったということなんです。そして、昭

和 22年に湖ができてからは、今度は水源地指

定を受けまして、水源地だから企業の誘致はで

きない、保安林規制のため、山の木も勝手に切

ることはできないというような状況に置かれま

して、経済振興がならず、藤野町も相模湖町も、

県下で最低の経済力乏しい町になってしまいま

した。津久井町の方は宮ヶ瀬ダムの補償、それ

から城山の方は発電所があるために補償が入っ

ているんですが、相模湖町と藤野町は、そうい

うわけで非常に経済的にも苦しい状況に置かれ、

それでいて湖を守り、水を守らなければいけな

いということをしょわされているわけです。

ところで、湖ができてから 50年余りたって

いるわけですが、その間に相模湖の中には上流

から流れてきた土砂が湖の3分の 1を埋めてし

まうというような状況に立ち至りました。そし

て、その機能を低下させないために浚渫をして、

その上砂を今上野原町で陸揚げしているわけで

すが、その陸揚げした浚渫土砂をどこへ持って

いくかということが非常に大きな問題なのです。

今は、上野原町、藤野町にもそれが分散されて

運ばれている状況ですけれども、貴重な山林を

そういうヘ ドロもまじった浚渫土砂で埋めてい

ってもいいのか、水を生み出すところの谷をそ

ういうもので埋めていっていいのかということ

について、私は大きな疑間を持っております。

それから、もう1つ、非常に大きな問題とし

て、ダンプが町の中を走りまくることです。そ

のダンプが通う処分場には不法、合法、いろい

三宅節子 さん

相模湖の浚渫
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ろありましたけれども、とにかく余り大きくな

い道を、これは生活道路であり、通学道路であ

りますが、そういうところをダンプが我が物顔

に通るというふうになりますと、生活環境が非

常に侵されまして、みんながそのことのために

苦労を強いられるというような状況があるわけ

で、私は何とかしてこの浚渫土砂をいい方向で

解決ができないものかと思っているわけです。

実は、ダムができる前までは、上流から流れ

てくる土砂は、河口まで行って、平塚や茅ヶ崎

の海浜をつくっていたんです。ところが、そう

いうものが行かないために、ただいまは平塚の

方の海岸はほとんど海浜がなくなって海岸が浸

食され、テトラポットの海になっていくという

ような状況がありまして、下流の方は下流の方

でまたこの問題にどう対処するかということで

悩んでいるわけです。何とかして上のたまった

土砂を下まで持っていかれないかということで、

私たちはいろいろ研究といいますか、そのこと

に取り組んでまいりましたが、ことしの6月 に、

ここで実はその勉強会がございまして、国土交|

通省土木研究所の宇多高明さんという方が話し

に来てくださいました。彼の話によりますと、

ほとんど現在ではこれならいいという解決の道

が開かれない、まだないんだというお話でした。

今月の 25日 には黒部川の方でもやはり排砂ダ

ムの問題で、全国大会が開かれていますが、相

模川だけではなく、ダムを持っている川はみん

なそういうことで悩んでいるわけで、何とかし

てダムにたまった土砂を環境に負荷を与えない

で解決する方法ができてほしいというふうに願

っているものでございます。

その次の問題として、実は津久井群には今

160カ 所余り、砂防ダムというものが計画され

ています。最近、私の町で砂防ダムが 1つでき

たんですが、これは小さな谷に城壁のように立

つ大きなコンクリートの砂防ダムです。これも、

上から流れてくる土砂をそこで遮るという意味

を持っていますが、全国で小さい川にそういう

ものができていて、それに土がたまると、また

上の方に砂防ダムをつくっていくというような

状況があり、これも大きな問題になっているも

のですが、地元の方々に聞きますと、音は木を

使って何とか対処してきたものなんだという話

がございます。私は、コンクリートでつくって

これで 100年たっても大丈夫ですなんていう

ようなものではなくて、仮に 20年で壊れるか

もしれない、10年で手入れをしなければならな

いかもしれないけれども、地元の材木を使って、

何とかした知恵でそういう防災をしていくこと

ができないかというふうに思っています。そう

いう意味では、昔からの知恵を生かしていくこ

とが大事ではないかと思っています。

残土の問題も、50年たって現在の状況ができ

たのですから、私は 50年かけても、何とかし

て川も海も生き返るような、そういう道をみん

なで探していくべきではないかというふうに考

えております。基本的には、残土の問題という

のは、山からの自然の崩落もありますが、それ

以外にもいろいろな土木工事があったり、それ

にも増して、実は残土を不法、合法で山にたく

さん捨てているという状況があり、そこから雨

が降り、台風があったりするたびに流れ出して、

川も泥になるけれども、それがさらに流れて湖

に堆積していくという状況ができております。

私は、時間がかかるかもしれないけれども、荒

れた山を何とか手入れをして、保水のできる豊

かな森林をつくっていく、山をつくっていくと

いうそのことが大事なことではないかというふ

うに思っております。

上流域の残土処分

今、失業問題とか、公共事業というものが大

きく問われておりますが、私は、山を守る、山

の手入れをするなど、山の仕事にその失業の

方々が少しでも働いてくださればいいのではな

いかと思いますし、山づくりの公共事業の 1つ

の課題になっていくのも解決の道をつくってい

く上で大事なことではないかと考えております。

いずれにいたしましても、ダムができている

ために、県民60%の方々はその水を飲んで恩恵

に浴しているわけですが、水源地の人間は、そ
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れを守るためにさまざまなものを負わされてい

る。この点をぜひ考えて、下流の方々にもとも

に上流の水源地の問題を考えていただきたいと

願っております。

簡単ではございますが、以上でご報告申し上

げます。

○田中	 どうもありがとうございました。

三宅さんからはダムの堆砂の問題、残土の間

題、それから浚渫の問題、最後に上流と下流の

問題が出ました。これらもまた後ほど討論 した

いと思います。

それでは、3番手でございます落合さん、ご

報告をお願いいたします。

パネラー :神奈川県企業庁	落合嘉春さん

○落合	 先ほどご紹介をいただきました企業庁

の津久井事務所の落合と申します。

私ども、津久井事務所では現在 5カ 所のダム

の維持管理、それから湖面の管理、そのほかに

9カ 所の発電所の保守並びに土木施設の管理を

行っております。本日は先ほど三宅さんからも

お話が出ました相模湖の環境に関する堆砂の間

題、水質の保全、ごみの問題等につきまして報

告をさせていただきたいと思います。

まず、先ほど小野さんよリダムの建設当時か

ら今日までいろいろご苦労があられたというそ

のお話がございましたが、相模湖のまず役割と

いうことについて若干触れさせていただきたい

と思います。この相模湖、皆様既にご承知のよ

うに、ダムにたまった水の落差を利用して水力

発電を行っておりまして、火力発電等と違いま

して、二酸化炭素を排出しない、環境に優 しい

クリーンエネルギーを生み出しておるわけでご

ざいます。そのほかに、水道用水並びに工業用

水等、県民の皆様方に豊かなエネルギーと水を

提供しております。	 次に、先ほど申し上げま

した堆砂の問題に対する浚渫事業につきまして

報告をさせていただきたいと思いますが、先ほ

ど三宅さんからいろいろご提案をさせていただ

いておりますが、この相模貯水池、ご承知の方

もいらっしゃると思いますが、昭和 19年に湛

水を開始しておりますが、それから半世紀以上

たちまして、ダムの宿命でございます土砂の堆

砂が著しく進んでおりまして、貯水池の上流域、

上野原町新田地区周辺の洪水のおそれ、また堆

砂が進みまして貯水容量が減少し、治水、ある

いは利水両面にわたりまして大きな問題を抱え

ている状況であります。

このような状況の中で、昭和 57年度から浚

渫を実施 しております。昭和 57年から61年に

かけましては、上流域で陸上から土砂を取り除

く浚渫を実施してまいりました。これは、陸上

からでございますので、年間の土砂量というの

は5万から10万 tの 浚渫を実施 してきており

ます。昭和 62年度からはバックホウの浚渫船

を一船団導入いたしまして、水上から浚渫をす

る方法にかえまして、年 間約 10万 から15万 t

の浚渫をしてまいりましたが、台風等により大

量の土砂が流入してまいりますので、平成5年
から浚渫船団を2船団に増強しまして、上流域

の災害防止と利水容量の確保ということで、大

規模建設改良事業をスタートいたしまして、津

久井郡4町はもちろんでございますが、山梨県

の上野原町さん等々、近隣の行政機関のご協力

をいただき、また関連地域の住民の皆様方のご

協力をいただく中で、年 間 25万 tの 浚渫を実

施 し、事業の増強を図ってまいりました。

先ほど三宅さんからもお話がございましたよ

うに、現在のところ、浚渫した土砂の処理方法

については、主として資源の再禾U用 ということ

で、大変良い土砂が出ております。そういう意

味で、建設のコンクリー トの骨材ということで

利用させていただくとともに、骨材に使用でき

ないような土砂につきましては公共事業の公園

の埋め立て、あるいは道路の建設工事の埋め立

て等、盛土材として有効に活用させていただい

ているところでございます。先ほど三宅さんか

ら河日の海浜に運搬するお話もございましたけ

れども、これらについても私の事務所におきま

しても関係機関と調整をしているところではご

ざいますが、上野原町から湘南地区まで、運搬

距離等コストの問題とか、あるいは流形の問題、

-55-



潮流の問題等、その土砂が逆に被害を及ぼすよ

うな状況もございますので、現在いろいろと検

討させていただいておるところでございます。

○田中	 ありがとうございました。

○落合	次に、ではごみの問題にちょっと触れ

させていただいてよろしいですか。時間どうで

すか。

○田中	 では、手短にお願いします。

○落合	 次に、ゴミの問題についてご報告をさ

せていただきます。

ご承知のように、この相模湖、日ごろは非常

に森林に囲まれて穏やかな湖でございますが、

台風、また大雨が降りますと、ごらんになって

いる方もいらっしゃると思いますが、大量の流

木や生活ゴミがダムに漂着してまいります。当

事務所ではゲー トを閉めた後に、少しでも早く

湖面の環境を守るために除去 しておりますが、

近年流木以外に生活ゴミであるペットボ トルや

発泡スチロール、シー ト、また缶、瓶はもちろ

んのこと、廃タイヤ等の生活ゴミが非常に多く

なってまいりました。これは先ほどお話に出ま

したように不法投棄等の関係もあるのかもわか

りませんが、少しでも早く除去し、美観を損ね

ないような処理に苦慮しております。

相模湖に漂着する大量のゴミ

この流芥物の処理ですが、流木については五、

六年前まではすべて焼却 しておりましたが、近

年はダイオキシンなどの有害ガスや二酸化炭素

等の環境負荷物質の排出規制を考慮し資源とし

てリサイクルする循環システムに取り組んでお

ります。流木については現在チップにいたしま

して、法面の吹きつけ等の緑化基盤材や、また

歩道などの舗装材、公園の遊歩道などのクッシ

ョン材、堆肥等、有効に活用させていただいて

おります。先ほど申しましたように生活ゴミも

非常に多く分別をした後に、この生活ゴミ等に

ついては産廃の処理業者に委託 し、処理をして

おります。また当事務所では、相模湖の環境を

守るためいろいろイベントのある中で、ゴミの

減量に向けゴミの持ち帰り運動等をPRさ せて

いただきまして、一人一人が自然の美しい環境

を守る意識を持ち、ゴミのない優 しい環境作り

に取り組んでいるところであります。少し時間

が経過いたしましたけれども、お話 しをさせて

いただきました。どうもありがとうございます。

○田中	 落合さん、ありがとうございました。

落合さんからは、相模湖の現状、浚渫や堆砂

土砂の処理の問題と、それからゴミ対策につい

てご報告いただきました。

これまで3人の方がご報告いただいているの

ですが、今時間を測ってみると、約 38分 くら

いかかっているんです。この調子でいくと、あ

と4人残っていますので、ちょっと時間が足り

なくなると思います。それで、石村さんから申

しわけないですが、少しペースを早めていただ

くようお願いしたいと思います。

では、石村さん、お願いします。

○石村	 こんな格好していますけれども、私は

森林整備ボランティアの 200人ほどの仲間が

おります、それのリーダーをしています。実は、

きょう仲間たち 50人ほどが山で作業をしてい

ます。朝みんなを指導しまして、大至急駆けつ

けてきたということです。

私がこういう森林ボランティアなどにかかわ

るようになりましたのは、山登りが好きで、五、

六年前にこの辺の方を歩いていますと、下山道

のところで非常にもう真っ暗で、物音が1つ も

しない、シーンという音がしているような場所

があった。それは、杉、ヒノキの植林なんです

よ。何だろう、これはということで、山はとて

も楽しい、美しいものだと思っていたけれども、

こういうのは一体何だということでふと気がつ

きまして、それがきっかけで森に入るようにな

りました。平成 10年の 11月 から、今日は 13年

11月 ですからちょうど4年 目の 1カ 月日です。

この間、定例活動日を第3日 曜日、きょう第3

日曜日ですが、決めて活動していますが、嵐で

も休まないぜとか言いながら続けてきています。

そういうことで、森にかかわってくると、い

ろいろなことが見えてきました。まず、この協

議会に対する最初の印象なんですが、去年ふら

っとのぞいたときに、こういうことをやってい
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るのかと。それから、活動報告がありますが、

二、三カ所見て歩きました。そうしますと、小

さい予算の中でよくやっているなという反面、

森林のことが余り触れられていない。水という

問題でしょうが、森林 1ヘクタールの保水力と

いうのは 2.3キ ロリットルなんです。管理され

た普通の森林です。ところが、私どもがかかわ

ってきた森の保水力は、	0.3キ ロリットル、8

分の 1なんです。それはなぜかというと、森が

荒れているために水が流れてしまって、土がは

がれてしまって、そういうことでそうなってい

る。普通、人造ダムよりはるかに保水力のある

緑のダムと言われる森林がこういうふうに荒れ

ていっているのをみんなどう考えているんだろ

うという疑間を持っているんです。

●集

1雉 』

パネラー :相模湖森つくりの会	石村黄仁さん

それから、この総会なんですが、きょうは実

はかなりの方が見えていると思いましたが、ざ

っとさっき数えてみましたら五十五、六人。こ

んな大層な問題が、神奈川県、山梨県合わせて

何百万人という人がかかわっているこういう水

の問題にたった55、 6人、60人欠けている。どう

いうことなんだろうという、非常に私は戸惑っ

ているというか、びっくりしています。

それから今まで何回か参加 しまして、発言者

の方々から森林の痛みが伝わってこないんです

よね。きょう、ダムの話は聞いてはおりますが、

それが実際では解決されていっているのかとい

いますと、困った、困ったということだけで、

ではそれに手が入れられていないと。これは一

体何なんだという気持ちを強 く持っています。

それから、相模湖町の参加の方が少ない。こ

とし、町は町議会が県知事の方に水源の森に関

する要望書を出しましたけれども、それだった

らもっと町の人が参加していいのではないか、

不思議だなと。何か自分の町のことを人ごとの

ように考えているのではないか、そういうよう

な印象を感 じています。

森の実態なんですが、先ほど言いましたよう

に、光の差さない、土のはがれた、その実態は

この辺ちらっと見てもわからないんです。本当、

ちょっと山奥に入っていきますと大変な現状だ

ということを、皆さんもちろん山をご存じの方

も多いでしょうけれども、実際山の中に入って

みてください。そうしますと、どういうことな

のかということにお気づきになると思います。

さっき土砂の流出の話が出ましたが、私が県

の資料を読んだ記憶では、記憶違いか、先ほど

10万 tと かいう、25万 tと私聞いていたんで

す。仮に 25万 tの上砂が山からはがれ落ちて

流れ込んできているということであれば、これ

は例えば旧丸ビルの計算をすれば 312杯分、そ

れだけのものが流れ込んできて、それをしゅん

せつ している。仮に 10万 tでその半分として

も、旧丸ビル 150杯分ぐらいは土砂が流れ込ん

できている。それほど森が荒れているというこ

と。ダムより貯水量が大きいのにそういう状態

になっているということをもう少し真剣に考え

てほしいと思います。

それから、木が売れないのは、輸入材がどん

どん入ってくる。安くていい輸入材が入ってく

る、だから木が売れない。売れないから、山主

さんたちは森に手は入れられないということで

す。やはり、先ほど三宅さんですか、言われま

したけれども、木を使う工夫、これを何とかし

なければいけない。私どもは、木を使う工夫を

今一生懸命考えています。

宮ヶ瀬ダム

それから、戦後補償の件につきましても、こ

れは相模ダム、それから藤野町と相模湖は補償
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されていない、紙くず同然になってしまった。

宮ヶ瀬ダム等につきましては年間相当補償され

ているそうですが、それが相模湖町、藤野町に

はされていない。それをやはりきちっと片づけ

なければいけないと思います。相模湖は、これ

湖でしょうか、り||で しょうか。これは、私たち

は湖と見えますが、これは川だそうです、法律

上は。だから、湖沼法による補償がされていな

いというふうなことがあるかと思います。

時間が短い。たくさんありますが、また後の

時間で次に回します。

○田中	 どうも、時間を制限して恐縮です。

石村さんからは、森づくりにかかわって、自

分のご体験の中からご報告をいただきました。

また、後ほど質問の中でもぜひ石村さんにもお

話を伺いたいと思います。

5番 目の報告になりますが、では鈴木さん、

お願いしたいと思います。

パネラー :桂川 。東部地域協議会	鈴木敏道さん

○鈴木	私は、上野原町の次にあります大月市

というところで生活をしております鈴木と申し

ます。

今までは皆さん方の話の中では、ダムをつく

る前のことと現状の話がございましたけれども、

私は産まれながらにしてその河り||の地域におり

まして、そして今の川の中からいろいろなもの

を見てまいりました。一番身近な問題はアユの

問題があるわけですけれども、アユはこのダム

がないときにはどんどんと、そばの川まで上が

ってきておりました。そして、アユは自分のと

ヒろの石のところについているヌマを食べなが

ら成長するわけですけれども、生活圏を求めて、

後から来た連中はどんどん上の方へ上っていっ

たということで、私どもが子供のときには、す

ぐそばの川までアユが上ってまいりまして、そ

してキンタン針という針を子供が持っていって、

その淀みのところで釣り糸を垂らしていると、

そのアユが釣れるような状況があったわけです。

ところで、ダムができてからの話ですが、道

路の標識の中に相模り||と いう標識が出てきたわ

けです。これは、建設省と神奈り|1県がやってき

たわけですけれども、相模り||と いう、私どもは

県立の都留中学校のときに、桂り||と いう河り|1名

が入った歌がありました。桂川を喜ぶ、それか

ら学校のそばにあってきれいな川だということ

の中での校歌があったわけですけれども、それ

がなくなってきて、どうもこれは弱ったな。お

れたちが卒業 して、この河川の中で桂川、国の

方からも神奈り|1県の方からも消えているのでは

ないかと思いました。今の知事のお父さんが、

ちょうど民選の知事の第 1号になり、今の天野

さんのときからそういうようなことになったよ

うです。

私には弟が 5人おりまして、当時は戦中派で

動員に行って、戦争の経験もかなりいろいろあ

り、追浜の方まで行っていたようなわけですけ

れども、おふくろの家は農業要員で、それから

帰ってきて、農業を 18年からいろいろなこと

の中でしながら卒業を昭和 20年にしたわけで

すけれども、そのときの状況を見てまいります

と、おふくろが、親父が兵隊へ行っていていな

いから、君が弟の面倒を見ながらいろいろなこ

とでがんばらなければだめだというようなこと

から、18年からずっといろいろなことの中で努

力をしてまいって、自分のところにあるムラモ

テという山も1町歩、私が区長と、それから財

産区の議長をしながら植えつけをさせて、それ

でこれを植えつけるときに 20町歩つくって、

そして50年から60年たてば1億円ぐらいで売

れるから、村中協力して山をつくろうよと。自

分のところの山も一生懸命、7万本もの木を植

えたりしてきたわけです。

今ではアユが上ってくる状況、子供のときの

ものがなくなってきておりますので、何とかい

ろいろなことの中で昔のような川を取り戻して

いかなければいけないなというようなことで、

議員になってから神奈り|1県 ともいろいろ話をし

て、川崎から始まってずっと 600万 ぐらいの人

が水を飲んでいるけれども、やはり何とか海か

らずっと、ウナギなんかもこのくらいのものが

プンプンと当時は上ったわけですけれども、そ
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れがさらになくなってきた。それを取 り戻した

いなということで、実は3市 2町の議員協議会

というのを全部市役所だとか、それから町役場

へ行って、議会の説得をしてつくってまいりま

した。それで、私が会長になっていろいろなこ

とをしながら、相模湖にしても、城山も、後ず

っと出てきたわけですけれども、ダムのところ

で魚道をつくって、音の河川を取り戻 していく

ようなことをしようというようなことで努力し

てきたわけですが、私の退会のあと、そういう

熱情のある連中がいなくなってしまったために

それも消えてしまいました。現在はちょうど3

年前に、当時相模湖、桂川の北都留協議会をつ

くるということで、私もでは仲間になろうとい

うことで行ったら会長に推されて、以来3年い

ろいろなことをやっているわけですけれども、

なかなか 1つの河り||を きれいにする、いろいろ

なことをするというボランティアの人ら、私が

最初にいろいろなことの中で仲間の連中に声を

かけたんですけれども、もうほとんどそのグル

ープの連中がみんな抜けてしまって、やはり情

熱的な考え方の中で、川を取り戻そうという情

熱を持っている者はほとんどいなくなっている

ような状況です。

ですから、こういう状況を何とか神奈り|1県 と

山梨県がいろいろなことの中で力を合わせて、

先ほども山の、私も森づくりということの中で

の、前にアジェンダの中へ書いたことがありま

すけれども、そうしたものに向けて、いろいろ

な努力をどこへ向けていったらいいかというこ

とをこれから始めていかなければいけないと考

えています。

私は去年も一昨年もこのシンポジウムに参加

していますが、だんだん集まる人が少なくなっ

てくるような状況にあるように思います。その

辺のところをやはり行政がどういうとらえ方を

していったらいいかということを考えていくと

ころへ来ているのではないかなということをし

みじみ考えております。その点のところをご理

解をいただいて、私はまだ年をとっても一生懸

命人のために、部落のために、地域のために努

力をするということの中から人生を培っており

ますので、そういう点でご理解をいただきまし

て、私の話を終わらせていただきます。どうも

ありがとうございます。

○田中	 どうもありがとうございました。一番

難 しい問題の 1つだと思うんですが、結局地域

の皆さんの意思をどうやって結集 し、形のある

ものにしていくのかという問題だと思います。

よい問題提起をしていただきました。では続い

て山本さん、お願いしたいと思います。

○山本	 私は「生活協同組合コープやまなし」

の理事長をしております。生活協同組合と申し

ますのが企業とどう違うかということも、ご存

知ない方もおられると思いますので、ちょっと

そのことも含め、お話させてください。

=	 為

パネラー : コープやまなし理事長 山本豊美 さん

パネラー:コ ープやまなし理事長 山本豊美さん

皆様のお手元に「アジェンダ 113」 が当日資

料としてあると思います。その12ページから

13ページにかけて、私が文を寄せさせていた

だいております。そこで、13ページに、「今年

桂り||で行なった『せせらぎウォッチング』は好

評でした」というようなことを書きました。本

日湖畔で展示をしております所にも、その時の

写真を貼った模造紙に、当日の雰囲気なども書

き込んで展示してありますので、見ていただき

たいと思います。生活協同組合連合会という(山

梨県では3つの生協が主に活動 しているのです

けれども)と ころの「環境活動ネットワーク」

で、「せせらぎウォッチング」はもう長いこと続

けております。

この「流域協議会」とのつながりといいます

と、「流域協議会」会員の篠田授樹さんがいつも

「せせらぎウォッチング」の講師をしてくださ

っています。とても、「流域協議会」のそうした

優れた人材に助けていただいていると思います。

今回 (の 展示)も、そこのところをアピールさ

せていただきたく思ったのです。

先ほど落合さんから「相模湖に集まる生活ゴ

ミがとても増えている」というお話がありまし

一鷲
一
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たね。ペットボトルなどのプラスチックゴミの

処理には本当に苦労されていると思います。因

みに私どもの生協ではペットボトル飲料は取り

扱っておりません。また、洗濯の排水などが川

に及ぼす影響を考えて、合成洗剤も取り扱って

おりません。石けん類だけです。展示コーナー

には、石けん会社「ミヨシ」さんのご好意から

いくつかサンプルをお送 りいただいたので、展

示させていただいています。それから私どもの

生協で、普段人気商品の「水ばしょう」という

粉石けんも展示して、また、ちょっとお配りす

る分もございますので是非後ほどお立ち寄り願

えれば…と思います。

消費者運動の主軸は全国的に見ても生活協同

組合がリーダーシップを取っているのが現状だ

と、別に自分が関わっているからではなく冷静

に見て、そう思います。消費者運動は、例えば

山梨県の中では「消費者大会」などを見ても、

従来から消費者運動を担って来られた方々の年

齢は、70代になっています。明くる年は71歳

ですから、確実に毎年平均年齢はあがっていく

のです。これでは新 しい世代の消費者運動は出

てこないと思うのです。今のところ、生協が山

梨県では唯一の、希望の持てる消費者運動だと

思っております。現在うちを含め 3つの、地域

の消費者を中心とした生協が在る訳ですが、そ

れぞれが「子育て応援」に力を入れております。

やはり若い世代と繋がりたいし、子供達に伝え

ていきたいという思いがあります。私どもも、

「若いお母さんたちの子育ての悩みや、それぞ

れの生活課題を一緒に解決していこう」という

ことに力を入れていまして、最近本当に、イベ

ントなども、若いお母さん達、お父さん達が集

まってくれるようになりました。「せせらぎウ

ォッチング」も親子で参加してくれ、親子の交

わす会話など聞いていると、『いいなあ』と思っ

た場面がありました。そうした場を、私たち生

協は作っていきたいと思います。是非、流域協

議会に今後も関わっていきたいと思います。流

域協議会は、会議に出てみまして、なかなか予

算面で苦労がおありのようです。人材に素晴ら

しいく篠田さんはじめとしましていろんな方が

いらっしゃるのですから、そうした人材を地域

で活用することで、会のお金を稼 ぐ、ではない

けれども、何かそういう工夫があったらいいの

になんて、ちょっと付け加えさせていただいて、

私の話を終わらせていただきます。

○田中	 ありがとうございました。山本さんは、

生活協同組合の運動を中心にお話をしていただ

きました。また、消費者として、生活者として

のお立場について、後ほどでもご発言をいただ

きたいと思います。

最後になりますが、では春原さん、ご報告を

お願いします。

○春原	 県土整備部の河港課の春原でございま

す。よろしくお願いします。

では、私の方からは相模湖、津久井湖で行っ

ております水質浄化対策の概要について若千ご

報告させていただきたいと思います。

皆様のお手元にこのようなパンフレットがご

ざいますけれども、これをごらんになっていた

だきたいと思います。

表紙は、相模湖上空から見た形で、ちょっと

見づらいんですが、めくっていただきますと、

エアレーション関係のことが載ってございます。

相模湖と津久井湖におきましては、昭和 50年

代後半から平成 6年にかけまして、湖にアオコ

が大量発生 しております。これによりまして、

河川環境の悪化、それから浄水障害というもの

が生じておりまして、大きな社会問題となって

おりました。このことから、河川管理者の役割

分担といたしまして、水質浄化対策の一環でご

ざいます湖水の水を循環させるエアレーション

とういものを設置してきております。

このアオコといいますのは、パンフレットを

2枚ほどめくっていただきますと顕微鏡の写真

がございますけれども、藍藻類のミクロキステ

ィスという植物プランクトンでございまして、

パネラー :神奈川県河港課	春原	 常夫さん
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これが大量発生 しますと、湖面一面に緑色のペ

ンキをこぼしたような状態となりまして、腐敗

臭がしてくるというような状況でございます。

アオコが増殖する適温としますと、25度から

30度 ぐらいと言われているんですけれども、一

般の植物プランクトンが 25度以下ということ

ですので、夏場は競合する生物が少ないという

ことで、アオコが一人勝ちのような形で発生し

てくるという状況になっております。

このエアレーションの仕組みでございますけ

れども、この資料の中にございますけれども、

表層水が非常に温かく、下の方の水が冷たいと。

これは、おふろを沸かしたときに手を入れてみ

るとわかるんですけれども、表面が温かくて下

が冷たいという状況になっていますけれども、

湖でも同じような状況になっております。この

表層にアオコが発生するんですが、それを制御

するためには、下の方の冷たい水と表層の温か

い水をかきまぜてあげると。それによって水温

が下がりますので、アオコが異常発生しないと

いうようなものがエアレーションの仕組みでご

ざいます。

今年のアオコの発生状況でございますけれど

も、昨年は余り発生は見られておりませんです

が、今年は新聞等で報道されていましたけれど

も、首都圏のダムが渇水状況にありまして、あ

まり水の入れかえがなかったということもあり

まして、また7月 は特に猛暑でございまして、

気温が高かったということがありまして、こと

しは多少アオコが発生 しております。湖の周り

では、アオコの筋模様が至るところで確認され

ております。エアレーションを設置してきてお

りまして、以前のようなアオコの大量発生とい

うものは抑えられておりますけれども、湖の栄

養塩類、窒素とリンの濃度が依然として高い状

況にあります。どのぐらいの状況かと申します

と、例えば丹沢湖と比べてみますと、窒素では

大体 2.5倍から3倍 ぐらいだったと思うんで

すが、高い状況にあります。 リンについては大

体 10倍 ぐらい高い状況になっています。BO
Dで比較しますと、全国で湖沼法という環境基

準が適用されている湖が 11湖沼ございますが、

上位から3番目ぐらいの比較的きれいな状況で

す。ところが、窒素、リンはといいますと、下

から3番 目、4番 目というような状況で、ちょ

うど諏訪湖と同じような濃度となっております。

このようなことで、ェアレーションだけでは

何も水質の改善されないということで、自然の

湖沼におきましては沿岸帯の水生植物群落が持

っています自然の浄化力というものがございま

して、それに着目いたしまして、現在津久井湖

の三井地区の湖畔で緩やかな斜面地の場所にこ

のような自然の湖沼に近いような水生植物群落

を湖岸に設置しようということで、現在整備を

進めております。これは、棚田式の田んぼを上

の方から水際までつくりまして、それで湖水か

ら汲み上げた水を流して浄化 していこうという

もので、窒素、リンをとるというだけではなく

て、やはり健全な湖水環境を創出することによ

りまして自然の浄化力を高めていこうというこ

とで今取り組んでおります。現在、三井地区で

取り組み始めたばかりなんですがヾ今後はそこ

の整備状況を見ながらほかの場所にも展開して

いきたいと思っております。それで、そこでの

水質浄化を実践していくということで、つくい

ビオ トープ推進委員会という組織を地元自治会

の皆さんを中心として立ち上げていただきまし

て、現在行政と地域の方々と連携を組んで、植

物の植栽、水質調査、あと維持管理とか学習会

などを今行っているような状況でございます。

大体以上でございます。よろしくお願いしま

す。

○田中	 ありがとうございました。春原さんか

らは、相模湖、津久井湖で取り組んでいる水質

浄化対策、エアレーションですとか、あるいは

水生植物群落ですか、このようなことについて

ご報告をいただきました。

ありがとうございました。 7人の方から事例

報告をいただきました。ここで、ぜひフロアか

らもご発言をお願いしたいと思うのですが、そ

の前に報告の内容を簡単に振り返ってみます。

まず最初に小野さんから、ダムができるに当た

ってのいろいろなご苦労、音の長老からお聞き

になられたお話をご紹介いただきました。湖が

できる前は大変豊かな水田が広がっていたとい

うこともご紹介いただきました。それを受けて、

三宅さんからは、昔の相模り||の、上流から下流

まで 1本であったという話と同時に、最近の間

題として、堆砂土砂、しゅんせつ土砂の扱い、

それから残土の問題といったことが非常に大き

な問題になっているという現状についてご報告

をいただきました。落合さんからは、ダムの管
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理をしている立場で、堆砂土砂をどのように処

理 しているのかということで、年間 25万 tの

浚渫の状況をご報告いただきました。また、ゴ

ミが上流から流れ込んでいる。これは川の利用

者、あるいは川と関わっている人たちが投げ入

れたものでしようけれども、川に流入してきて

いるゴミの問題についてもご報告いただきまし

た。次に、石村さんから、時間が短くて恐縮で

したけれども、森づくりのボランティアを始め

て4年ちょっとでしょうか、始めた中で、森が

非常に荒れている。それを受けて、何とかこれ

を変えなければいけないという取組を行ってい

る。そのあたりのささやかに始めている努力が

もうちょっと広がってほしい、	こういう思いが

伝わってきたご報告でありました。同様の観点

から、鈴木さんからは、自分がこれまでいろい

ろなお立場で川の浄化、川を以前のように取り

戻すという努力をされてきた。そのことを今後

も続けていきたいという決意と一緒に、事例報

告をしていただきました。山本さんからは、生

活協同組合という消費者の立場で、どういう形

で消費をしていったらよいかということを今行

っている状況も含めてご報告いただき、最後に

春原さんから具体的な水質浄化対策に取り組ん

でいるといった状況についてお話しいただきま

した。このような内容を7名 の方から事例報告

をいただきました。

さて、ぜひフロアーの皆さんからご質問なり、

あるいはご意見を伺いたいと思うんですが、ど

なたか挙手をしていただき、できるだけ多くの

方にご発言をお願いできればと思います。

お名前をおっしゃっていただき、ご発言を一、

三分ぐらいでお願いできればと思います。どう

ぞ、よろしくお願いします。

○小林	 相模湖から参加しました環境連絡会の

メンバーに所属 しております小林と申します。

落合さんに質問させていただきたいのですけ

れども、先ほど川に流れ込む生活ゴミが最近大

量に増えているというお話がございました。前

に、大月市のシンポジウムだったかと思います

けれども、東京電力の方もゴミ処理に膨大なお

金がかかるようなお話をしていました。地域住

民、消費者の立場には、数字であらわすという

ことが割と説得力があると思うのですけれども、

年間このゴミ処理費としてどれぐらいのお金を

使っているんでしょうか。

○田中	 今、ゴミ処理費の話が出ましたが、も

しあわせて生活ゴミですとか、あるいはゴミ問

題についてご発言されたい方いらしたらどうぞ。

どうでしょうか。

では、フロアの方から。

○(参加者)き ょう、後で湖畔を見て歩 くゴミ

ウオッチングがありますね。きょう行ったらゴ

ミはないです。ところが、さっき壇上の方が言

われたように、雨の後に行きましたらすごいゴ

ミです。何でこんなにすごいんだと思って、私

は一度桂川のずっと上流まで上がっていきまし

たら、ところどころで川べりにゴミを捨ててい

る。それが流れてくるんです。だから、やはり

上流の方は、この湖が汚いとか言う前に自分た

ちが何を汚いことをしているかということを少

し考えてほしいと、歩きながらそう思いました。

○田中	 そういう実態もあるということです。

ほかの観点から、どうぞ、前の方。

○小俣	 小俣といいます。実は、松留堰堤がで

きて、上流ではえらい被害ができて困っている

という実態をお話しします。これは下の方へ土

石が入らないようにつくったわけです。そうす

ると、今度は大雨のときには河床が上がって、

私有財産をみんな侵害されている家がうんとあ

る、崩れて。だから、3年ばかり前の、海老名

で行ったシンポジウムのときに、県の方から間

題があったら先に意見を出してくれということ

で、私は私有財産の侵害とか、そのほかに道路

が崩壊 して困っていると出したところが、その

ときは、きょうはゴミ問題だけでだめですなん

て言って全然受け付けないのです。

それで、堰堤ができて、ちょうど 30年前か

な、私が民生委員をしているときに、民生委員

は生活環境を考えなければいけないということ

で、自分の近くの川の上で、よその部落の人が

通るところの道が、ガー ドレールをつくってあ

るんだけれども、大水で崩れて、ガー ドレール

が中へ入り込んでいるんです。それで、そのこ

とを県の河り|1課を呼んで、これはとても危ない

よと言ったところ、うんと金がかかってだめだ

わと、こういうことを言われました。そうして、

四、五年ばかりたったら、近所にお葬式があっ

たんです。そうしたら、東京の方から来た人た

ちが、時間があるで川でもよく見るべなんてい

って川を見に、ガー ドレールにつかまりながら

行ったけれども、入り組んだところへ落っこち
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て、えらい騒ぎになったということもあるんで

す。それだから、今ではただ鉄板をつけまして、

置くですよ、厚い鉄板を。

それだから、中には田んぼをやっていた人も、

大水が出るたびに河床が上がってだめだから、

現在は田んぼをしないで木を植えてあるのです。

それで、そっちこっちで河川工事の被害がいっ

ぱいある。松留堰堤から杖突橋 (ツエツキハ
゛
シ)の少

し上の部落ですが、今の杖突橋は幅が広いから

いいけれども、もとの杖突橋はうんと狭くなっ

ているから、大雨のときにはそこから上流がう

んと河床が上がっている。だから、どうしても

工事をしてもらわなければ、崩れたところいっ

ぱいあるんですよ。県の方もなかなか金がない

から、山梨県は貧乏だから、松留堰堤ができな

いときの方が、自分らもちゃんと子供のときは

川遊びをしたけれど、今では川の流れも悪いわ、

みんな埋まっていって。

それで、いま一つは私土地改良区の理事長を

しているんですが、54年の大雨が降ったときに、

ポンプが砂利をどんどん吸い込んで、ポンプが

だめになったですよ。それで、えらい人にそう

言って、今度はそれを工事をするには3年、予

算をもらうには3年もかかるから、それで自分

のところでみんなで金を出し合って、 3,400万

円も出して工事をやった。そうしたら、今度は

補助金をもらおうとしても、金があってやった

ことだからだめだなんて、県では承知しない。

この間も会議で言っても、やはり金があったら

だめだなんて、当時は金はほかのものにみんな

使っていて、各個人が貯めておいた金でやった

ですよ。だから、いろいろ上流に被害があって、

えらい多いでしょう、被害が。幾年か前には企

業庁の人を呼んで、大水のときに来たら、これ

はひどいわということは確認 してもらったです

よ。そういうこともあって、上流の被害を何と

か、私有財産を侵害しているから、それを話し

てくれということは始終言われているんです、

こういうときに。

○田中	 わかりました。

お名前が小俣さんですか、上野原町からです

ね。多分今のお話は、先ほども出ましたが、つ

まり上流から土砂が流れ込んで河床が上がって

いつて、それが治水の危険性、そういうことに

非常に響いているという実例だと思います。

ほかにいかがでしょうか。後ろの方の真ん中

のあたりですか、女性の方。

○倉橋	 相模原から参りました倉橋と申します。

今のごみの問題で、特に生活ゴミの問題なん

ですけれども、私は中流域で、相模湖より下に

なってしまいますけれども、ゴミをわざわざ捨

てる人は大分少なくなっているとは思うんです。

けれどもゴミが落ちたものが風に飛ばされます

と、川に落ちてしまうことがありますが、それ

を拾うことができない状態なんです。例えば、

すべてコンクリー トで高い護岸になっています

し、フェンスは張ってありますし、要するに川

に近づけない。ゴミを拾いたくても簡単に拾え

ないという状況があることがゴミが増えていく

一因かなという気がしているんですけれども、

その辺をお伺いしたいと思います。

○田中	 確かに、川の構造も、特に中流、下流

になりますと、川の構造でなかなか難 しいとい

う実態があるかなと思います。

さて、ほかにいかがでしょうか。今、生活ゴ

ミのことで。何人か手が挙がるようになりまし

た。

では、その前の男性の方ですか、どうぞ、お

願いします。

フロア :市民部会	 天内康夫 さん

○天内	 市民部会の天内と言います。

落合さんと春原さんとおっしゃったですか、

お願いがあるんですが、エアレーションのこと

です。ご承知のように、よどんだ水は腐るわけ

でありまして、よどめば嫌気性バクテリアが当

然ふえまして水は腐るわけですけれども、藍藻

は光合成やりますけれども、あれはかなり酸素

が少ないところでよく発生しますね。エアレー

ションを徹底的にやっていただきますと、好気

性の藻類、ケイソウなんかがたくさんふえて藍

藻が減ると。そうすれば、リンとか窒素、カリ

市民部会	 天内康夫さん
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等、これをよく吸収してくれると。もちろん、

水生植物によるあれも重要ですけれども、こう

いう相模湖のような場合は、琵琶湖とか霞ヶ浦

のように生活排水が多量に入った結果による富

栄養化ではなくて、せきとめて、本来は川をす

っと素通りして相模湾の魚のえさになるプラン

クトンをふやす植物の破片、その他、これがた

まってヘ ドロの下になるわけでして、宮ヶ瀬湖

にしても数年、数十年たたないうちに、あそこ

も当然そういった富栄養化が起こるわけですけ

れども、宮ヶ瀬湖のように少 し広がりがあれば

水は流れるわけですけれども、せきとめた川の

一部だそうですから、これエアレーションを徹

底的にやると、かなり違ってくるのではないか

と思いますけれども、その辺いかがでしょうか。

○田中	 ありがとうございました。エアレーシ

ョンの効果とか課題といったようなこと、これ

は後ほど春原さんがよろしいでしょうか、お願

いしたいとお思います。

前の真ん中あたりの女性の方が先ほど手挙が

っていましたが、いかがでしょうか。どうぞ、

お願いします。

○清水	 都留市から参りました清水と申します。

桂り||を きれいにする会で、篠田さんとともに活

動 しております。

先ほどゴミの問題で、上流の方でゴミを投棄

するというの、まことに申しわけないんですが、

本当に習慣的にこれはずっと行なわれておりま

す。捨てれば流れるという非常にいい、何とも

都合のいい川でして、特に高齢の方たちにとっ

ては習慣づいております。子供たちはそういう

教育をだんだん受けておりますので、しなくは

なってきておりますけれども、その辺のところ

を私たちも非常に責任を感じております。ただ、

本当に小さな活動であっても少しずつゴミを拾

うという活動が広がってきました。私のところ

も桂り|1田 原の滝という唯一の大きな滝のところ

が今修復工事にかかりまして、それでその辺を

きれいにしよう、そこで楽しもうということで、

今年の5月 に田原の滝こいのぼりまつり実行委

員会を立ち上げまして、そこでいろいろな方を

巻き込んでゴミ拾いからまず始めました。そう

いうことで、少しずつ広がってはきております。

もう一つは、河り||を もうこれ以上いじってほ

しくないというのが私たち一番のお願いなんで

す。先ほど出ましたように、本当に河川をどん

どんいじってしまって、下に降りられない。う

ちの方は、要するに桂川の一部のところがずっ

と蒼竜峡と言いまして、溶岩でずっとつくられ

たすばらしい川だったところを全部壊 してしま

って、護岸工事をしてしまいました。そこだけ

でなくて、小さな河川も全部3面コンクリー ト、

2面コンクリー トですか、してしまいまして、

そこに草も生えなくなってしまった。そういう

やはり草も浄化のすごくいい力を持っているの

ではないかと思うんですけれども、魚ももちろ

んいなくなります。

ですから、県の方でこれからいろいろな河川

工事、公園化も行うという話もあるんですけれ

ども、地元の住んでいる人たちの川であるとい

うことをまず頭に入れておいていただいて、地

元の方たちがどうその川にかかわっていくかと

いうことを地元を巻き込みながら河川工事等、

公園等をつくっていかなければ、川はどんどん

壊れていくのではないか。本当に、悔しいぐら

い川が壊されている部分もありますので、ぜひ

県の土木関係の方はもうちょっと考えていただ

きたいなというようにいつも思っております。

○田中	 ありがとうございました。 1つはゴミ

の話と、	1つは川の工事のあり方のご指摘をい

ただいたと思います。

さて、ここでこちらの方からお答えをしてい

ただきたいと思います。よろしいでしょうか。

またその後ご質問していただきたいと思います。

まず落合さんでしょうか。年間のゴミ量がど

のぐらいかというのが最初のご質問がございま

したし、それから水質の関係で、さっきエアレ

ーションの関係もあったんですが、水質がどん

なふうになっているか。窒素、リンの由来は、

生活排水というよりはせきとめていることに原

因があるのではないか、そんなご指摘もあった

ので、そのあたり合めてお話しをいただければ

と思います。

それから、春原さんにお願いしたいのですが、

エアレーションの話です。エアレーションをも

っと徹底的にやったらいいのではないかという

こと、それなりにお金をかけてやっていると思

うので、そのあたりの状況も補足をしていただ

ければと思います。

それから、土砂が結局上流から流れてきて河

床を上げているという話がありました。さて、

土砂が上流から流れるのをできるだけいわば食

-64-



い止めるためには森が大事だろうと思うんです。

そのあたりで、石村さん、森づくりの方で何か

そういうお知恵があるかどうか、コメントをい

ただければと思います。

また、三宅さんの方には、堆砂土砂の問題で、

今出ておる話を含めて、先ほどのご発言を補足

していただく意味で、今どんなことが問題にな

っているかコメントをいただければと思います。

そんな順番で、落合さんの方からお願いでき

ますでしょうか。

○落合	 それでは、先ほどのご質問につきまし

て、お話をさせていただきます。

ご承知のように、ゴミがダムヘ漂着しますと、

まず工程としまして、バックホウの水切りがで

きるような特殊なバケットによりまして、ダム

からゴミを引き上げまして、ダンプに積み込み

ます。ある程度水が切れた状況で仮置き場に運

搬いたしまして、自然に乾燥させます。乾燥 し

た後に、ペットボ トル、タイヤ、瓶、あるいは

缶などの生活ゴミを、機械及び人力により種別

ごとに分別しておりますが、流木も大きいのは

直径が 50セ ンチもあるような、長いものでは

10メ ー トル前後の流木もありますのでこの分

別作業に大変な時間を要します。

その後に、分別 した流木を機械にかけましてチ

ップにするのですが、流木が上流から流れてく

る間、岩等に当たりほとんどの流木は石をかん

でおりますので、チップにするための特殊な機

械を使用しております。従いまして、湖面から

陸揚げをし、チップとして処理するまで約 l	m3

あたり10,000円前後の費用を必要とします。

その他のペットボ トル、タイヤ等の生活ゴミ

については、種別により処分費も異なりますが

湖面から陸揚げし、産業廃棄物として委託処理

を行うまで約 l	m3ぁたり 15,000円前後の費

用がかかると思います。

○田中	 落合さん、フロアーの方からお伺いし

たいのは、その総量がどのぐらい出ているのか

ということだと思うんです。あるいは金額でも

いいと思うんですけれども。

○落合	 総量は、ことし台風 15号 と17号 と2

回ほどありましたが、これで大体 3,500m3ぐ

らい処理しております。これは、流木も一般の

生活ゴミも含めましてでございます。昨年度等

については、台風がなかったようで、 1,000m3

等々。ここ10年 ぐらい、平均 しますと1,500m3

前後になろうかと思います。

○田中	 わかりました。そんなような状況だと

いうことです。

そうしたら、春原さん、いかがでしょうか。

○春原	 先ほどのエアレーションの話でござい

ますけれども、おっしゃるとおりで、今現在相

模湖では8基のエアレーションを設置しており

ます。津久井湖で5基、表層流動化装置も入れ

ますと9基設定しておりますけれども、全体計

画の中ではあと4基計画がございます。ただし、

エアレーションはかなり費用がかかりますし、

維持管理もかかるということで、これまでの建

設費、概算なんですが、約 19億円ぐらい湖2
つにつぎ込んでおりまして、年間の維持費が

5,000万 円から 6,000万 円ぐらいかかってござ

いますので、当面今の設置数で様子を見ようと

いうこととしております。今後、またアオコの

発生とかいろいろなアナベナとかもありますし、

そういうものがまた異常発生するような状況に

なりますと、エアレーションを増設 していかな

ければならないと思っております。

また、水質につきましては、閉鎖水域ですの

で、当然湖底に泥がたまりますと湖水の中の溶

存酸素というんですか、少なくなりますと湖底

から窒素・リンが出てくるんですけれども、この

湖でも多少そういう傾向はあるようですけれど

も、そんなにたくさんの量ではないというふう

に聞いております。窒素とリンの約 7割は自然

系のもので、3割が人為的なものというような

県の中の水質部局の調査の結果が出ておりまし

て、リンについては富士山の岩石系が約5割 ぐ

らい占めているというようなちょっと特殊な状

況があるようでございます。エアレーションの

増設については今後状況を見ながら考えていき

たいというふうに考えております。

もう1点、よろしいですか、河川の関係の間

題。護岸コンクリー トで河川をいじくってしま

って、なかなかり||に 降りられないというような

お話がございました。これまで災害等過去にか

なり多くて、人命を守るという観点から、固い

護岸を費用がない中でやってきたという経緯が

あります。

最近は、やはり私どもも自然環境的なものに

配慮した多自然型り||づ くりと言うんですけれど

も、その辺を心がけておりまして、また平成9

年に河川法が改正されてございまして、これま
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での河川法は治水と利水の2面の側面しかなか

ったんですが、この改正に伴いまして環境とい

うものが入ってきまして、河川管理者は環境も

やっていかなくてはいけないということを法律

で定められておりまして、今後の河り|1整備につ

いては河川法の中に河川整備方針、整備計画を

定めていきくことになっております。整備計画

を策定するには地域の方々の意見を聞きなさい

ということが盛 り込まれております。今後は、

先ほどおっしゃいましたように、地域の方々の

いろいろな意見を聞きながら、川の計画という

ものをまた新たな視点で計画をしていくような

形になると思います。

○田中	 また、それは後ほど討論 したいと思い

ます。石村さん、いかがでしょうか。

○石村	 ご質問、土砂対策ですね。

土砂が出ているのは、やはり森が・……どうし

ても森なんですよ。まず見てほしい。もう流れ

てしまって、あれでは流れるよという感じなん

ですよ。特に、植林の場所は割合り||に近いんで

す。交通の便とかそういう地形とか、り||に 近い

場所に植林が多いんですが、そこの土砂がどん

どん流れていく。だから、その土砂をとめるた

めには、その植林のところにきっちり手を入れ

る問題。でも、木が売れないということがあり

ますから、その木をどうするかについてはさっ

き藤野町の三宅さんがおっしゃられましたけれ

ども、そういうものも私ども取り組んでいまし

て、うんと知恵を絞ればあります。実際に、森

に頭突っ込んで、そして行政のいろいろな、今

森林基本法も大幅に変わってきていますけれど

も、環境重視をしていこうという形で、予算も

林野庁予算が年間 6,500億 円かな、かなり大き

な予算がついていますが、そういうものをきっ

ちり利用すれば、土砂の流れる量はうんと減る。

結果に対 して、後で追っかけて何かをするので

はなくて、やはり予防策も重要というふうに私

は思っています。もう半分ぐらいは土砂は減ら

せると思います。その辺をきっちりやっていく

ことは問題だと思います。

○田中	 ヒントがあると思います。結局森から

出てくるわけですからぜひそこのところですね。

三宅さん、いかがでしょうか。今の土砂の間

題、大分長い間かかわり合いになられていたと

思いますが。

○三宅	 私どもは、本当に長いこと産廃処分場

の問題とか残土の問題と取り組んでまいりまし

た。ここのところ、ちょっとその問題が大きく

ならないで、このままいけばいいかなと思って

おりましたら、実は不法投棄で、谷だったもの

がほとんど山になってしまうような入れ方で残

土を入れたところが何力所もあるんですが、そ

の 1つ をある業者が修理 したいと県に申請を出

したんです。何も利益がないのに、業者がそこ

のところを直しますというのはおかしいではな

いかと。いろいろ探ってみると、直した後をま

た残土の処分場にしたいということがわかって

きました。そこで私どもこの問題に取り組んで

いる市民ネットというグループがあるんですが、

そのグループで県に対 して許可をおろさないで

ほしいということを申し上げたんです。県はそ

れまで不法投棄の業者に対 して後始末をしろと

いうふうに言っていたんですが、業者は金がな

いと言って逃げてしまっていたという状況の中

で、これを修理するならばいいではないかと、

林務課の方の係だったんですが、それを許可し

てしまったんです。それで、許可して修理がで

きた段階で、やはり処分場の申請が出てきまし

た。そうすると、法的には何ら問題がないとい

うことで、県はまたこれを許可したものですか

ら、ただいま大羽根というところなんですが、

そこにかなり大がかりの残土の処分場ができる

ということになってしまいました。修理をすれ

ば、県が残土の処分場として許可をおろしてく

れるということになりますと、そのほかにも不

法投棄の場所で、あそこだったら業者としては

やりたいだろうと思うようなところがございま

すので、これからもそういう形でまた我が町が

残土の処分場としてねらわれるのではないかと

今非常に心配をしているところです。業者はこ

れからも湖がある限り浚渫をしなくてはならな

いということがわかっているものですから、そ

ういう意味での行政関与の残土の処分場にした

いというふうなことで動いているのが現状です。

私どもは、さっきも申し上げましたように、

みんなが納得できるように、すべて藤野町がそ

ういうものを受けていくのではなくて、小規模

で分散する、あるいは何らかの形で海の方へ持

っていく、もっといい方法があるかもわかりま

せんけれども、これはぜひ行政も、それからい

ろいろな民間もそのことで勉強していますから、

いい解決がついていく方向で考えていただきた
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いと思っております。

こういうことで我が町では片一方で一生懸命

湖にたまった土砂を汲み上げている。その一方

で、山の方にどんどん残土が廃棄されている。

そういう状況がありますから、町のおじさんが、

上で砂を入れて下ですくって、子供の砂遊びだ

よな、そういうふうに言っているんですが、私

は現実そういう状況が我が町にある限りまだま

だ安心ができない。残土処分場ができるという

ことは、また、さっき申し上げたように、そこ

をダンプが走るということなんです。そのこと

が、非常に大きく生活環境を壊 していきますの

で、そういう面からももう少し何らかの形で考

えてほしい。基本的には、長く時間がかかって

も、先ほどお話がございましたように、森に手

を入れて、そして少なくとも森から流れ出るも

のをせきとめていく。それから、森をやたら壊

して工事をしないこと。また、森にそういう残

土を持っていって埋めればいいという発想をな

くして、基本的には森林を大事にしていくとい

うことを考えていくべきではないかというふう

に思っております。

○田中	 ありがとうございました。

では、またフロアの方からぜひご意見やご質

問を伺いたいと思います。そちらの方からいき

ましょうか。男性の方ですね。お名前を恐縮で

すがお願いしたいと思います。

○カシマダ	地元の相模湖に住んでいるカシマ

ダと申します。

先ほど、湖面のゴミのことでちょっとお話が

出ていましたので、湖面を管理している落合さ

んにお願いがございます。上流から来るゴミと

いうことで、もとはゴミを出さないようにしな

ければいけないという話でいろいろご議論があ

ったと思うんですけれども、当面出たゴミにつ

いてはやはり処理しなければいけないので、先

ほどちょっと話が出ました。台風のときや大雨

のとき、湖面いっぱいにゴミが、いろいろ枯れ

枝とか流木とか、それから生活ゴミ、ああいう

ものが出て、湖面一面にゴミになるときがある

んです。それを今お話で、ダムのサイトのそば

でバックホウで上げて、それをさらにゴミ置き

場において乾燥させて処理しているというお話

がございました。問題は、そのゴミを回収する

までの手だてです。私も近所に住んでいますか

ら見ているんですけれども、企業庁は相模湖遊

船協同組合の方にお願いして、ゴミをロープで

回収しているわけです。 しかし、大量のゴミな

ので、なかなか取り切れなくて残ってしまうん

です。そうすると、相模湖に入り江があります

から、その残りが入り江に堆積 しているんです

よ。 しばらくたってきれいになってから、風向

きによって出てきまして、相模湖公園は大変き

れいに整備されたんですけれども、その湖岸の

ところに、風向きによりまして残留した生活ゴ

ミが浮遊 してくるわけです。ご存 じのように、

相模湖は相模湖町にとって大切な観光資源でご

ざいます。休日等、お客さんが入り江に来た中

で、何だと、これは。こんな水を飲んでいるの

かと感 じるだろうと思います。森と湖の町相模

湖と言いながら、こういう状態を放置しておい

ていいのかという形で、下流の方からそういう

ご意見をいただくこともございます。 したがい

まして、その回収については、今の方法ではち

ょっと手ぬるいのではないか、もう少し完全に

取るような方法をしていただきたいなとお願い

をしたいと思います。

それで、環境を守っていくには、いろいろお

金がかかると思うんですよ。 したがって、その

財源も問題になると思いますけれども、ご存 じ

のように今神奈川県で、仮称ですが、水資源環

境税というお話も出ています。ですから、私ど

も地元としては、先ほどの小野さんではありま

せんけれども、水資源をつくるのについては非

常に犠牲を払った。そしてまた、水源地という

ことで、水源の環境を守っていくという形で、

我々にもいろいろな意味で制約と申しますか、

負担というものをしょってやっていかなければ

いけないわけです。この貧乏な相模湖町も下水

道計画をして、半分ぐらいの地域が下水道を使

えるようになってきました。そういう中で、非

常に負担もしていますし、ぜひ県の方としても

そういう事情を理解 した中でひとつ進めていた

だきたいとお願いをいたします。

○田中	 ありがとうございました。ほかにいか

がでしょうか。では、ご発言をされていない方、

前の男性の方がよろしいでしょうか。

○中村	 茅ヶ崎から参りました中村と申します。

私は、相模り||の下流の河日のことなんですが、

干潟が損なわれております。平成 2、 3年のこ

ろはそこそこの干潟がありまして、ヒニチ ドリ

の飛来地ということで、渡りの時期にはよく観
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察できました。個体数は少ないんですが、ほと

んどの数がそろっておりましたが、現在は干潟

が損なわれております。そんなことで、きょう

初めてこういう会に参りまして、相模湖の排砂

ですか、30万 tも 浚渫 しておられるということを

聞きまして、初めて知った次第です。

今までは、上流の上砂が肥沃な土を運んで千

潟を形成しておりましたので、大変干潟も大き

く、日本でも有数の干潟でございました。僕が

鳥を見始めて、平成の2、 3年のころは何とか

そこそこに、数も種類も、数こそ少ないんです

が、全種類のシギ・チドリを観察できるいい場所

でございました。 しかし、今は寂しい思いをし

ていまして、遠くまで行かないと、多摩川だと

か千葉県の方へ行かないと見れないような状態

になっておるんです。何とかこの干潟を、昔の

ものということはできないでしょうけれども、

何らかの方策を考えてもらいたいなと思います。

というのは、先輩の話を聞くと、土砂の流出が

下りてこないということを言われるんですが、

何とかそういう、流域の土砂を上流からの賜物

でありますので、いろいろな問題もあるでしょ

うが、技術的な問題とかいろいろ方策を考えて、

多少でもいい状態に河口を守ってもらいたいな

と思います。技術的にも土木工事的な重要な面

を考慮 しながら対策を考えてもらいたいなと思

った次第でございます。よろしくお願いします。

○田中	そうしたら、はい、どうぞ、倉橋さん

ですか。

○倉橋	済みません。先ほどはゴミの質問だけ

かと思いまして、ゴミだけの質問をさせてもら

ったんですけれども、石村さんにお聞きしたい

のですが、この桂川 。相模り|1流域協議会も、4

回目のシンポジウムを迎えているのですけれど

も、今までずっと現状の課題や問題点を挙げて

きて、そしてそれを行動しようというところに

なりつつあるんだと思います。けれども、その

行動が先に進まない状態が、この流域協議会の

今の問題ではないかと思っているのです。きょ

うも、たくさんの課題点、問題点をお聞きして

いるんですけれども、もっと具体的に行動する

ことをもう少し進めないと、結果的に人数がだ

んだん減っていく。先が見えない状態ではない

かと思うんです、人数が減るということは。

きょうは、森林の石村さんがいらっしゃるの

でお聞きしたいんですけれども、木材を活用す

る方法として」Aがあるとおっしゃっていまし

た。私も、自分が消費者の立場から考えますと、

もっともっと国産の木を使う方法があるのでは

ないかと常に思っているんです。ただ、素人の

悲しさでその方法がわからないというだけで、

一般の人たちが国産の材木を使える方法、自分

たちもできるのではないかということをもっと

教えてほしいんです。例えば、今皆さんが座っ

ていらっしゃる机とか、公共のところで使って

いるテープル、いす、そういったものはすべて

スチール製のものである、これを木材に変えた

ら相当の木材価値が生まれるのではないかと思

っていますけれども、私自身も家を建て替える

ときには、ほとんど輸入材です。国産材は高い

ということで輸入材になってしまうんですけれ

ども、ほかにも使えるのではないかなというこ

とがとても気にかかるところがあります。今ガ

ーデニングブームで、デッキですとかフェンス

だとか、たくさん皆さん使っていると思うんで

す。でも、それもほとんど輸入材なんですね。

そういうものを国産材で、間伐材とかぜひ使っ

てほしいなと思うんです。使いたいなと思って

フロア・市民部会	 倉橋満知子さん

減退する相模川河国の干潟
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も、そこへ行く場所がわからないんです。それ

を教えてもらいたいんです。

○田中	 ありがとうございました。国産材の使

い方についてでした。	 それでは、他にいかが

でしょうか。では、どうぞ。

○小泉	 市民部会横浜から来ました小泉と言い

ます。今の森づくりの件でご意見ございました

が、私も石村さんにお願いしたいと思います。

行政にすべておんぶにだっこは非常に難しくな

った世の中で、ボランティア活動による森づく

りというのは非常にこれからも大変な役目を仰

せつかるんだろうと思うし、その中で 200人で

行動されているというようなことで、実際もう

ちょっと何とか人員を増やした方がいいと思っ

ていらっしゃるのか、あるいは、行政もその辺

は考えなければいけないんでしょうか。実際ご

活動されていて、人員の問題と、それからそう

いう設備の問題だとか、さらに発展させていか

なければならないと思いますので,そ の辺をど

う考えていらっしゃるかなということをお伺い

したいと思います。

フロア :市民部会	小泉利夫さん

○田中	 ありがとうございました。それでは、

あとお2人 くらいいらっしゃいますか。

では、藤井さんですか。

○藤井	 半分以上意見なんですけれども、きょ

うここでシンポジウムを開くことで、相模湖が

抱えている問題点とか歴史も含めてみんなで知

ることができてきたと思います。例えば、大月

の残土の処分場問題とか、あるいは浚渫土砂の

処分問題というのは、実は大変な問題で、実際

に実務なさっている落合さんなんかも、大変な

思いをされていると思うんですよ。

1つは、私はいろいろなところへ出かけてい

って、昨年もダム反対市民運動の国際会議に出

てみて改めてびっくりしたのは、この狭い日本

の中に今 2,600の 大型ダム、堰堤が 15メ ー ト

ル以上の大型ダムが既に建設されている、さら

に 400の建設計画、あるいは建設中のものが存

在しているんです。落合さんのご説明なんかを

聞くと、いや、浚渫土砂は適正に有効利用して

適正に管理されていますよ、そういうような形

で問題ありませんよということを職務上当然お

っしゃると思うんです。けれども、いかにダム

をつくったときに大変なことが起こるのかとい

うことも、ダムの利便性は当然あって、それが

あって 2,600も つくってきたんですけれども、

ダムというものが一体どういう問題を引き起こ

すのか、ダムが本当にいいのかどうかというと

ころの議論にこれから移っていかないと、10年、

20年の建設事業とかそういう面ではいいんで

すけれども、最終的にみんなが日本の川の環境

はおかしくなってきているよね、というところ

の解決までいかないと思うんです。

ですから、大変な思いしているところは大変

なんだということを出していって、現状の相模

湖を壊すとか、そういう話は出てこないと思う

んですよ、ここが本当の一番の神奈川県の水が

めの1つになっていますから。ただ、その大変

なところをきっちり話していって、これから行

政も市民も一体どうやって自分たちの国とか流

域を持っていくのかという議論をつくっていく。

そういうベースの議論ができるような形をぜひ

ともつくり上げていくようにお願いしたいと思

います。

○田中	 ありがとうございました。ダムの役割

とか効用という川についての基本的な話だと思

いますが、そうしたら小宮さんですか、お願い

します。あと、どうでしょうか、ご発言を希望

されている方はいらっしゃいますでしょうか。

よろしいですか。では、最後になりますが小宮

さんお願いします。

○小宮	 皆さん方ありがとうございました、大

変勉強になりまして。

落合さんのお話は、確かに大変だということ

はわかりました。大変だから、落合さんがそこ

におられて頑張っておられることもわかりまし

た。しかし、私ども市民は、年間浚渫に対 して

幾らぐらい金がかかっているのか、そういうこ

とを知りたいんです。それによって、これは本
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当に大変な金額だなということを知り得るわけ

です。大変だ、大変だだけで、肝心なところを

抜かしてお話 ししていただくと理解力が半分な

んです。ぜひ、例えば土砂を運ぶんなら運送費

が幾らぐらいかかっているとか、もっと戻 りま

して、資源として活用 しますというお話でした

けれども、何割を資源として何割を捨てている、

これをきっちりお話ししていただかないと、理

解が半分で止まっているんです。

フロア :市民部会	小宮昇さん

春原さんのお話も、浄化をしますということ

をお考えのようです。先ほどのお話ではやる直

前なのかやっているのか、ちょっとその辺が不

明だったんですが、やるとこういう効果がでる

とか、そういう予定でこれからやりますとか、

あるいはやっているけれども半減しましたとか、

その辺をきっちり突っ込んでお話ししていただ

くと、市民側も理解がもうちょっと深まるんで

す。それを今後はぜひお願いしたいと思います。

それから、石村さんには、大変私どもにとっ

て大事なお話をしていただきました。流域協議

会としても森づくりというテーマを抱えており

ますので、ぜひとも講師として学習会に一度ご

参加していただきたいと思います。あえて言う

ならば、会員になっていただきたい気持ちでい

っぱいでございます。私ども、川というと水の

宝庫だけでなくて、やはり森も大事だというこ

とは認識 しておりますので、具体的にどんな形

で森にかかわれるか、これを知りたいわけです。

ぜひとも、共同という形でご一緒させていただ

けたらという思いです。

それから、鈴木さんは私よりも高齢だと思い

ますが、非常に頑張っていただいています。先

ほどのお話ですと、棺おけに入るまで頑張ると

おっしゃったようですから、ぜひご健康に留意

していただいて頑張っていただきたいという、

そういう気持ちでございます。どうぞよろしく

お願いします。

○田中	 ありがとうございます。最後にいいお

話があったようですが、よろしいでしょうか。

あと七、八分で約束の 1時になります。そうし

たら、大変恐縮ですが、春原さんから、今まで

いろいろご質問が出ました。それを含めて、時

間が限られていますので、恐縮ですが、一、二

分で簡単にコメントをしていただいて、春原さ

ん、山本さんという順番で石村さんにもぜひお

願いしたいと思います。それでは、よろしくお

願いします。

○春原	 先ほどの相模川の河日の干潟のお話出

ましたんですが、ダムの下流の土砂問題、土砂

が供給されないというのは全国的に課題となっ

ておりまして、国の方でもいろいろなものを研

究とかやっておりまして、神奈り|1県 内でも相模

川をまずということで、国土交通省の京浜工事

事務所が相模川の土砂供給とかそういうものを

含めて検討していこうということで、土砂懇談

会というものを設立いたしまして、地域の方と、

それから関係機関の方と今いろいろ検討してい

るところでございます。

○田中	 短くて済みませんでした。そうしたら、

山本さんお願いします。

○山本	会場のご発言の中で「具体的に行動す

るということをしないと、人数が減るばかり」

とか、「森の国産材の利用」とか、大変良いご意

見があったと思います。山梨県では生協の組合

員は、6万 5千人おります。山梨県の全人口が

88万人ですから、一割に満たないのですが「山

梨県は生協の組織率が高い」といわれています。

桂り||。 相模り||の 流域一帯の人口は 120万人とか

聞きました。この「流域協議会」の事業は、そ

の 120万人もの住民を相手にしているのだな…

と思います。

企業と生協が違うところは、生協は出資して

組合員になって組合員がオーナーになって、事

業をしていくのですけれども、この事業は組合

員の生活課題全般にわたります。そこが企業と

違うところです。

「流域協議会」の事業は、流域の自然環境保全

という課題に特化されているように見えるので

すけれど…。切実なように見えるのは、「食べ物
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の安全安心」など、命に直結 して見える生活課

題の方かな、ということで、 6万 5千人の組合

員にとっての生協と120万人の流域住民にと

つての「流域協議会」と、切実に必要かどうか

で比べたら、今は組合員にとっての生協かな…

と。会場からの発言にもありましたとおり、事

業をするのですから、恒久的に、というか、長

いスタンスで事業をやっていくのだ、というふ

うに決めた皆さんのことですから、やはり「国

産材を使う」とかの具体的なことを強力に推し

進めていくのが大事だと思います。また余計な

ことを言いましたが。どうもありがとうござい

ました。

○田中	 ありがとうございました。それでは、

鈴木さんお願いします。

○鈴木	 小官さんに大分激励をされまして、頑

張りますから、よろしくひとつ。

実は、昔私、神奈川の企業局の遠藤さんとい

うのが企業局長をやっているときに、その前の

ときに何回も企業局と、それから私の友人であ

ります奥村さんという今 11期 ぐらいやってい

る県会議員さんとは昔の青年団の方の仲間で、

その人を通 じながらナガスさんといろいろなこ

とを通 じて話をしたわけですけれども、新しい

提案ですけれども、私はそのときにナガセ知事

にも、それから遠藤局長にも、桂川と相模川の

連帯の中で、10円ずつ 1人が河り||の整備のため

に水道料を年間 120円出して、その 120円出

したものをこの河川のために使うような方法は

できないかというようなことを何回も申し上げ

たことがあるわけですが、東京では今度はホテ

ル税をつくったようなことがありますけれども、

そういう税の中でいろいろなものを考えていく

ようなことが、これからの河川の桂川・相模り||

のいろいろな問題があるなかで、山にも、それ

から川にもいろいろなことが変わっていくもの

があるのではないかなということを、ここのと

ころそんなことを音のことを思いながら、現状

の東京都のいろいろなものが出てきたものを考

えまして、そんなところに運動の方向が向けら

れていけば、この流域のいろいろな問題もやは

りもっと広がっていくのではないかなというこ

とを考えておりますので、またよろしくひとつ

お願いします。

○田中	 ありがとうございました。また、費用

負担の問題はおもしろい話だと思います。それ

では、石村さん、お願いします。

○石村	 森林とどういうふうにつき合っていく

かについては、まず私たちの作業の現場を見て

いただければ、おのずからその解決策が見出せ

ると思います。ぜひ、私どもから伺うこともあ

りますが、今私たちがやっていることを見てく

ださい。国産材を生かすという方法もそこで見

つけております。成功した事例が、3つ大きな

成功事例があります。

それから、空気、水、これを供給 してくれる

森林が、世界で 38億 6,000万 ヘクタールある

んですよ。ところが、現在毎年 900万ヘクター

ルずつ森林がなくなっていっている。簡単に計

算 しますと、2200年で地球から森林がなくなっ

ていく。もう今 2001年ですから、みんなそれ

をどう考えているんだと。そんなに大切な問題

をもっと考えていかなければいけないのではな

いか。ぜひお願いします。

○田中	 ちなみに、その3つの成功事例という

のはキーワー ドでいくと何になるんでしょうか。

○石村	 日田市に、大分県に中津江村というの

があります。そこに、台風大被害を与えられて、

流木が流れ出して、捨てた。ところが、その捨

てていたものを生かした事例が、その流木です

ごい体育館をつくっていますよ。私たちの仲間

の黒川哲朗さんという芸大の建築家の教授がい

ますが、仲間の 1人です。それから、もう1人、

小田原さんという人がいますが、この2人がそ

れをやった。それから、旭り||でそれをまた成功

させた。新潟県の上越市で今取り組んでいます。

それも、非常に大きな力になりつつあります。

それと、今長野県で田中知事が、なかなか人気

もないんですけれども、必死になって、緑のダ

ムをつくろう、人工湖だけではないよというこ

とを言っています。私たちの森に来ていただけ

れば、その実例を見せることができます。

○田中	 ありがとうございました。それでは、

落合さん、さっきゴミの回収をもうちょっと徹

底 してやってくれという話も出たようですが、

そこらあたりも含めて言い漏らした点がありま

したらどうぞお願いしたいと思います。

○落合	 先ほどのゴミの回収につきましては、

こちらに勝瀬観光粉の小野さんもお見えになっ

ておりましてよくご存知かと思いますが、入り

江に入ってしまったゴミは、上流も含めてその

日の風の状況等によりまして、なかなかダムま
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で漂着 しないことがありますので少しでも早く

流芥物を回収するため、勝瀬観光幹さんや湖面

利用をされている遊船組合の皆様方にお力添え

をいただいて入り江に入っている流芥物をロー

プで巻いて船によリダムサイ トまで曳航をして

いただき陸上げしておりますが勝瀬橋から上流

になりますと、費用的な問題も含め、なかなか

思うように回収できない状況もございます。回

収船を購入して回収 したらどうだというお話も

出ておりましたが回収船につきましては、下流

の城山ダムにありますが、入り江のような狭い

ところになるとなかなか思うように回収できな

い状況もあるようです。私どもでは、現在のと

ころ、先ほど申し上げましたような方法で回収

を行っております。

最後になりますが、相模ダムは我が国最初の

河り|1総合開発事業でありまして、神奈川県が全

国に先駆けて行いました、広域的な水資源開発

事業でありました。当時、重工業をはじめとし

て京浜工業地帯の工業の進展、人口の増加に伴

う電力の供給及び工業用水、上水道用水の供給、

さらには洪水の調節等、大変重要なダムであり

ますことを申し添えさせていただきます。

本日は、ご参加されました皆様より大変貴重

なご意見をいただきましてありがとうございま

した。私どもも今後、さらに環境保全を図るべ

く積極的に取り組んでまいりたいと思いますの

で、よろしくご協力をいただきますようお願い

を申し上げます。

○田中	 それでは、三宅さんお願いします。ち

ょっと時間が過ぎておりますので、手短にお願

いいたします。

○三宅	 私、河川の問題について触れませんで

したけれども、実は大きな主流も、それからそ

の他のところも、ほとんど今までの工事という

のはコンクリー ト3面張り、 3面でなくてもコ

ンクリー トがきっちり張られて、そしてどうい

うことなんでしょうか、そこに遊歩道がついた

り、あるいは子供が遊べるようなつもりで何か

つくっているらしいんですけれども、私どもの

ところの町ではほとんどそういうものを利用す

る人もいないところにお金をかけて河川の改修

をしているんです。それから、小さな川もみん

なコンクリートで固めていく。それで、どうい

うことが起こっているかというと、まず壁が高

いために、例えばカエルなんかが産まれても、

かえっても野に出ていかれない。それから、堰

がいっぱいありますから、魚が自由に上下に泳

いで生息できないというような状況がどんどん

生まれてきているんです。

私どもは、県に対して、何とかしてもっと自

然に則 した河り||の改修をしてほしいということ

をたびたび申し上げているんですが、少しずつ

は変わってきているのかなというところもあり

ますけれども、やはり先ほどお話があったよう

に、子供も遊べない川になっておりますし、同

時に生物も生息できないような川ができつつあ

って、この河川改修を何とか、考えてほしいと

願っているところです。私たちは今県に対 して

要望をするばかりでなく、自分たちからも何と

かしたいということで、ごく最近からその辺の

川の状況をみんなで定期的に調べていこうとい

うことが始まりました。そんなふうにしながら

川も大事にしていきたいというのが私たちの願

いであります。以上、簡単ですが。

○田中	 ありがとうございました。

最後に小野さん、ご提案も含めてお願いでき

ればと思います。

○小野	私は、先ほど落合さんが言われたよう

に、本当にこの相模湖は、神奈川県に飛躍的な

発展をもたらしたダムである。それで、今皆さ

んからいろいろご発言があったり、いろいろな

パネラーからもご発言がありましたけれども、

これを私は一般の人々、それとまた小 。中学生、

子供、そういう人を含めまして、今のダムの利

点と、それから弊害の部分といろいろ出ていま

すね。こういうことを一般の人は知らないと思

うんです。

それで、水も、先ほど申し上げたように、私

は昔のこの湖底に沈んだ勝瀬の清らかな相模川

の水は永遠に戻らないと思うんです。しかし、

そういう水がどうして汚れたかということがき

ょうもいろいろ話題になっていましたけれども、

そういうことを踏まえて、私は県に 1つ提案が

あるんです。本当にこんなに利益をもたらした

ダムであって、それでまた弊害もあるとしたら、

ひとつ私は湖水の対岸の自然の林の中にダムの

歴史と水の科学館というような社会学習施設を

つくっていただいて、子供のうちからどういう

ことをしたら水がきれいでいるか、どういうこ

とをしたら汚れるのか、それで森林の役目とか、

きょういろいろご発言になったそういう問題も
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含めて、ダムの利点、それから弊害、それから

水をきれいに保つのはどうしたらいいか、やは

りそういうことが、将来皆さんのそれぞれの飲

む水として、健康を害するか、健康によいかと

いうことを認識 してもらう。そういうことを 1

つ提案します。

それから、いま一つ、やはり県は、水源地に

いま少し目を向けていただきたいと思うんです。

これは、経済的に申し上げましても、都市部の

方が経済力があるわけです。山間地の方が経済

力が弱いというか、乏 しいんです。ですから、

水を飲んでいる方に、水源地、源流も含めて、

上流から中流、それから下流と行くのに従いま

してどういうふうに水が汚れていくのが本当に

日で見たらびっくりするのではないかと思うん

です。それらを汚さないようにするのには、さ

っき言ったような水の科学館とか、そういうこ

とで、水をどうしたら汚さないで済むかという

ようなことがわかると思うんです。そういうこ

とを子供にも見てもらう。そういうふうなこと

で、将来に向かって徐々に水質が改善されてい

くのではないかなと思うんです。

それで、上流域に対 しての今水源税とかいろ

いろございますけれども、大体先ほどどなたか

おっしゃっていましたけれども、水源地は保安

林という網をかけたというか、規制をして、山

間部は保安林がほとんどなんです。これを、開

発したくても保安林のために開発できない。も

う水源地は、本当に下手にそういうもの (水源

税)をつくられて、また規制だけを受けるので

はとてもやっていけないのではないかなという

ようなことで、やはり県に、水源地に経済的と

か、そういうふうないろいろな方角に目を向け

てもらいたい。そういう2つのことを私は県に

提案して終わりにいたします。どうもありがと

うございました。

○田中	 どうもありがとうございました。事例

報告の方から全員ご報告をいただきました。

約束の時間を 11分回っておりまして、最後

に私が一言まとめ的なことをお話しを申し上げ

て終わりたいと思います。ごく手短に言います。

きようは、この相模湖というディスカッショ

ンの中に再三出てきました水源地のほとり、こ

こでやりました。まさに、水源地からみた、あ

るいは水源地の視点に立って、水の問題、森の

問題、川の問題、あるいは土の問題をどう考え

るか、こういう議論をいたしました。いくつか

示唆に富む話がございました。ここでもう1回

確認 したいのは、水源地、つまり私たちの、特

に神奈り|1県民にとっては飲み水の源である。そ

ういうところから、もう1回 自分たちのありよ

うを見詰めてみようというのが、このシンポジ

ウムの趣旨だったと思います。それぞれの事例

報告、それからフロアからのご発言の中に、そ

ういう趣旨があったと思います。繰り返しにな

りますけれども、水源地、つまり水の源から自

分たちの生活のありようを見直してみようと、

これがきょうのディスカッションのメッセージ

の 1つだったと思います。

そして、もう1つ、私はこのディスカッショ

ンを通 して感 じたことが2つ ございます。その

2つのことを申し上げたいと思います。

改めて確認できましたのが、結局森と川と、

海がつながっている。別の言い方をすれば循環

しているという言い方でもあるんですが、つな

がっているということがあります。つまり、森

があって、そこに水がはぐくまれて、それが川

に出て、その川が生き物や土を運んで海に至る。

いわば自然の循環といいますか、そういう流れ

の中で、結局これまでの人間社会というのがそ

れを断ち切ってきた。あるところでは分断して

きた。そのツケがさまざまな形で出てきている

というのが、きょうの問題点、現状だったろう

と思います。

そうすると、こうした分断型社会から循環型

社会へどうやって転換していくのか。これが、

フロアからのご発言があったように、例えばダ

ムの効用というものをもう1回考えてみようと

いう話になると思います。あるいは、水を育む

ということはどういうことか考えてみよう、と

いうことになると思います。繰り返 しになりま

すけれども、循環型社会という、森と川と海と

いうのがつながった社会をどうやってつくり出

していくのか。これは、桂川 。相模川流域に住

む私たちの、そしてそこを構成する行政の課題

だろうと思います。それが第 1の課題です。も

う1度そこのところを考えてみたいと思います。

それから、第2の点ととして、きょうの討論

を通 じて思ったことは、さまざまな住民の意思、

つまりこのままではいけない、例えば森を取り

戻そう、あるいは川をよみがえらせようという

願いがあると思います。皆さんそれぞれお思い
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になって、きょう集まってきた。きょうは参加

はできなかったけれども、そういう人々の意思

というのはたくさんあると思うんです。問題は、

そうした住民の意思をどういう形にして結集 し

ていくのか、あるいは形づくっていくのか、合

意をつくっていくのか、これがもう1つの課題

だと思うんです。つまり、方向性はわかった。

では、どういうことから始めたらいいんだろう、

何から手をつけたらいいか。結局それは、きょ

うの話でいえば、流域協議会がひとつ受け皿に

なる必要があるのかなと思います。流域協議会

に課せられた課題の 1つだろうと思います。新

しい時代、21世紀の幕が上がって、それこそ環

境の世紀と言われる今日に、新しいモデルをこ

の桂川 。相模り||か ら発信できればいいなという

思いがいたしました。

つたない司会で本当に恐縮でございましたけ

れども、会場の皆さんからもたくさんご意見を

いただき、また壇上の方からも本当に真摯なご

発表をいただきました。本当にありがとうござ

いました。

これをもってきょうのディスカッションを終

わりにしたいと思います。どうも皆さんありが

とうございました。(拍手)

○司会	 ありがとうございました。

コーディネーターを務めていただきました田

中充さん、あるいは発表者の皆様、どうもあり

がとうございました。お疲れさまでした。フロ

アの皆様にも積極的にご参加いただきましてあ

りがとうございました。

これからも市民、事業者、行政の三者が連携

して、あるいは上流と下流が交流を深めて、桂

川・相模川の良好な流域環境を将来の世代に引

き継ぐために、流域協議会ではさまざまな活動

を行ってまいりたいと思っております。どうか、

お集まりの皆さんも、私たちとご一緒にご協力

くださいますようお願いいたします。

これをもちまして午前の部を終了いたします

が、昼食の後、若干時間が延びておりますので、

1時半ということにしてあったんですが、	1時
45分に相模湖湖畔のテント前にご集合いただ

きたいと思います。実を言うと、カヌーの体験

がございます。まだ 20名 ばかりの申し込みな

ものですから、まだまだ余裕がございます。カ

ヌーの体験もありますし、きょうここにお座り

いただいている小野さんの解説つきの「スワン

号」による湖上視察もございます。特別乗船券

400円 で発売 しておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。それから、湖畔散策とゴ

ミウオッチングということで、2時間程度のツ

アーアンドウオッチングを計画をしております。

あるいは、テント前で無農薬のお米を使ったも

ちつき大会、甘酒のサービスもございます。あ

るいは、パネル展示なんかもありますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

それから、アンケー トなんですが、アンケー

ト集約をこの会場の受付のところでもしており

ますが、湖畔にあるテントのところでも受付を

しておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。

きょうは午前の部、これで終わりたいと思い

ます。どうもありがとうございました。(拍手)

(午後 13時 20分閉会)

受付 け風景
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(6)ホームページ運営事業

まえがき

ホームページも2001年 9月 に開設 してから2002年 3月 末までに、 7ヶ 月が経過 しました。

3月 25日 現在で、アクセス件数が 800を数えるに至っています。	lヶ 月あた りのアクセスはほ

ぼ 114件 とな り、前半と後半を比べたとき、更新情報を流すたびに、アクセス件数の増加の手応

えを感 じています。これからは、更に内容の充実を着実に図つていきたいと思っています。アジ

ェンダ21桂川・相模り||の ためにも、より多 くの協議会メンバーの方々にアクセスしていただき

たい、周 りの人々にご紹介をしていただきたいと願つております。また協議会の存在 と活動をご

存 じない人に周知 させる方法を更に工夫 していきたいと考えています。今年度は、主として市民

部会メンバーからさまざまなご協力 と励ましをいただきました。桑垣、氏家、加賀谷、松川の諸

氏には企画案の検討 と記事の提供、HP作成 と更新等の作業において、特別な協力 と助言をいた

だきました。

1	 ホームページの充実の経過

まずは今年度の経過のおおよそを紹介 します。

段 階 名 ! 時 		 期 主たる発信内容の追加

第 1段階 | 01年 6月 1日 総会で | トップページ・デザイン案等の提案 とデモンス トレーション

第 2段階 101年 8月 末まで |ホ ームページの登録手続き (独 自 ドメインの取得)

第 3段階 101年 9月 1日 1市民部会ホームページとして開設。協議会案内と市民部会議事録公開

第 4段階 101年 11月 20日 1行事開催の案内開始

第 5段階	102年 2月 20日 桂川 。相模川流域協議会の公式ホームページとなる。

更新頻度の高ま りへの対応性強化。 (HP作成 ソフ ト採用。)

第 6段階 |
02年 3月 17日 IPDFフ ァイル、画像軽量化技術の活用による報告書等の作成 と発信。

上表のように、段階的に情報発信のために VttB技術も充実させてきました。協議会の情報公

開を以下のような観点で推進します。①情報発信、つまり更新の頻度を高めます。②より現場感

覚 。臨場感覚で見たり、聞いたりできるように、ホームページの情報に接することができるよう

に努力いたします。そのために、文字情報と画像情報の各特性を活かして編集いたします。

なお、市民部会における立ち上げ段階の経過は、昨年度 2000年度活動報告書に掲載されてい

ますので、併せて参照することをお勧めします。

2	 情報発信の特徴

a)カ テゴリーでみる内容の紹企

現在、入 り口に当たる トップページでは、以下の9つのカテゴリーを用意 してそれぞれの分野

の情報を提供 しています。

カテゴリー 9	:	1協議会案内

計画 (改訂版)	6あ じぇんだ

ピックス」

2地域協議会	3専 門別部会
113	7イ ベ ン ト開催等	8報告

4ア ジェンダ 21	5行動方針・

・論文等	9リ ンク集	+「 ト

最後の「トピックス」は、その時々のイベン ト情報 と作成された報告書等の紹介をしています。

イベン ト情報は、当協議会・地域協議会が主 として主催 。共催、ないしは後援 している行事の

開催に関するものです。また 2001年度後半においては専門部会の一つである森づくりに関する

学習会等も開催 されましたので、紹介 しています。他に協議会に関連 して学習等で役立つ行事も

ありますので、幅広に可能な限り紹介 します。情報発信等の枠組みは幹事会が最高決定機関とな
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b)イ ベン ト開催に関して

協議会会員には、協議会事務局から開催案内が配布 されていますが、ほぼ同時期にホームペー

ジにも紹介 しています。地域協議会の情報は必ず しも協議会全体に周知 されない面もありますの

で、皆様方からの情報提供 と記事取材のご協力で、情報発信の質 と量の向上に努力をいたします。

υ ホームページ更新に関するお知 らせ (メ ールマガジン方式)に関して

ホームページの更新情報に限つて実験的に行つています。今まではメール・ア ドレスの情報を

収集 していませんで したので、ご関心のある方は、桂川・相模川流域協議会HP担当 (ト ップペ

ージの左下の該当個所をクリック)に 「更新情報の依頼」と送信 していただければ、次回から、

更新の都度、更新内容について都度 (ほ ぼ lヶ 月に一度)紹介 します。

おわ りに

今までもさまざまな励ましと議論があり、ここまでたどり着けました。今後とも、皆様 ととも

に協議会の一つの顔 としてもホームページをなお一層発展させていきたいと思っています。また、

市民・市民部会のさまざまな想いをどのようにホームページから発信 させるのか、また質問・情

報提供に関する依頼等があつたときの対応をどのようにしたらよいか、・・・次々と発生するこう

した課題にも丹念に対応する仕組みを皆様 とともに工夫していきたいと思つています。	 以上

2002年 3月 31日 	HP担 当 :牧島信一、山本康雄
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(7)	 会報誌等の発行

桂川・相模川流域協議会の活動状況やアジェンダの推進状況について、広く会員等に周知するた

めに会報誌『 あじぇんだ 113』 を発行 しています。 2001年 度については、2001年 10月

と2002年 3月 の 2回発行 しました。

巻頭の 「キーワー ド随想」 (第 8号からは「テーマ随想」)は、ある特定のテーマご決め、会の

個性を活かして、それぞれの立場から思い思いの意見を伝えてもらうものです。また、市民・事業

者 。行政のページではそれぞれの活動紹介などを寄稿いただいています。このような意見交換を通

じ、連携 して環境保全を進めることもねらいのひとつです。

流域の情報を知らせる「流域ウォッチング」では、流域の交流促進に役立てるため、流域の地域

文化として地域の祭 りや名物、名産などを紹介 しました。また、連載 「生き物たちが語る相模川」

シリーズや流域紀行など流域について様々な発見ができる内容を目指 しています。

〈今年度発行分の内容〉

第 7号	2001年 10月 22日 発行

●キーワー ド随想 「川をたのしむ」
・川ガキの復活を !	 岡田一慶
。とっておきの場所	篠田授樹
・水とともに15年の田舎暮らし	 中垣勝弘
。自然のちから	 林美保

●上下流交流事業実施報告 (植林体験)

●シリーズ	 生き物たちの語る相模り|14
「カワラヨモギvs.ヨ モギ」

●流域ウオッチングロ	流域のまつり
●2001年度定期総会 開催 され る
アジェンダ21桂川・相模り||の 具体化進む

●市民・事業者・行政のページ
石田幸彦/加々美清子/山本豊美/高部晋

●ツアー&ウオッチングリポー ト
桂川・相模川の水源を歩く

●流域紀行 「相模り||の渡し船」

第 8号	2002年 3月 28日 発行

●テーマ随想 「私の環境へのこだわり」
・環境保全への思いと実践	渡辺一法
・縄文人の環境問題	松川	 義彦
・積み重ねの成果を実感	小川昌三
。明見湖の再生	堀内光代

●特別記事 [小中学生の見た川]

吉川哲郎/河西真央

●流域シンポジウム・上下流交流事業報告

●流域ウオッチングロ	流域食べあるき
●ツアー&ウ オッチングリポー ト

中津り|1流域を歩く/都留市内の桂川を歩く

●第 2回 コイを指標 とした「環境ホルモン」調査の報告

●市民・事業者・行政のページ
曽根原久司/花上友彦/北井清一/渡辺真

●流域紀行 「相模り||の鮎」
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(8)地域協議会

桂川・東部地域協議会

最初の地域協議会として発足した桂川北都留地域協議会ですが、2001年度の地

域協議会の総会において、今まで連動してきた都留市の地域なども一緒に加わって

いただこうと、名称も 【桂川東部地域協議会】とする事になりました。

地域の課題は様々に抱えています。桂川相模り|1流域協議会のアジェンダにもとづ

き、桂川流域の環境保全を図り、地域に根ざした活動と共に、下流の神奈川の人々

とも交流を図りながら活動してきました。

2001(平 成13)年度の活

①	総会・環境啓発講演会

7/15	大月市民会館	『落語家	林家正雀師匠	環境を語る』

より多くの人々に桂川流域の環境保全活動に理解と認識を持ってもら

い、活動に積極的に参加してもらうため、総会開催時に地元鳥沢の出身

の落語家林家正雀師匠による講演会を開催。

地元の方々にも多数参加いただき、人情話の熱演に聞きほれました。総

会まで残って頂いた方は少なかったのですが、流域協議会の名を知って

いただく好い機会になりました。

②	クリーンキャンペーン

7/29	都留市菅野川	『上下流交流事業 (相模り||

河口地域の茅ヶ崎少年野球親子招待)』

「都留市の環境を考える会 (西依さん代表)」

が中心となって取り組まれた事業への協賛

内容 :交流試合・芋掘り・バーベキュー・ム

ササビ観察会・川の自然観察・クリー

ンキャンペーン
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8/4	 大月市富浜町鳥沢	川と親 じむ集い『川で遊ぼう』

桂川流域は川岸が切り立ったようなところが多く、河り|1敷で遊べるよう

なところは少ないのですが、比較的流れが緩やかで安全に遊べる場所と

して鳥沢の河り|1敷で、親子の釣 り教室を実施

内容 :河川敷の清掃 (ク リーンキャンペーン)。 マスのつかみ取 り・釣 り

教室・ トウモロコシの炭焼き 0川遊び

*地元の鳥沢小学校の校長先生をはじめ蔦木先生を中心に御協力いた

だき、先生たちの親子で参加もしていただきました。講師は地域協議会

のメンバーである釣り名人の高木弘さん、子供たちは全員釣 りの経験は

ありませんでしたが、餌の探 し方・竿の投げ方から教わり、次々に釣れ

始めると、初めて釣れた感激に喜びの声を上げていました。手の中でぴ

ちぴち跳ねる生きた魚の感触・ノ‖の流れの中での水との戯れ、子供たち

の初めての体験でいきいきと輝いた顔に、暑い時の準備など裏方の苦労

も吹き飛びました。片付け終えて帰るとき、残っていた子供たちからの

[あ りがとうございました]の言葉を背に、川の水質などにも思いを馳

せながら、子供たちが川と触れ合うことの大切さを実感 しました。

11/4	大月市笹子町	笹子町地域の河川清掃に参加

内容 :上流部として石けんを使った環境にやさしい暮らし方をPR
笹一の窪田さんにつなげていただき、昨年に引き続いての笹子地区での

河川清掃の取り組みに参加、朝五時起き、未だ暗いうちでの現地到着で

すが、地域の皆さんの三 五々 集々まってくる姿に頭が下がります。三度

目の参加ということで、覚えていてくださった方もいて、流域協議会に

対する理解も少しずつ深まってきています。
12/2	都留市田野倉	朝日川・菅野川合流地点での河川清掃・水生生物調査

に参加
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内容 :河り|1清掃 。簡易水質検査 (パ ックテスト)・ 水生生物調査

大月市の一番大きな水源の取水地である都留市の朝日川。菅野川合流地

点の河川清掃をということで、都留市役所の高部リーダーに組み立てて

いただき、地元地区と禾生地区美化推進委員さんのクリーンキャンペー

ンに桂川東部地域協議会が参加しました。都留文大生の参加もあり、放

置自転車等かなりのゴミが集まりました。飲んでいる下流の大月市民の

参加が少なかったのが残念でした。

③ 	 里山保全活動の体験ツアー

里山保全活動を理解し、実践するために(1)炭焼き体験ツアー、(2)き のこ

植菌作業体験ツアーを実施

12/23(1)大月市七保町	『奈良子炭焼き体験ツアー2001』

内容 :一時間位で焼く竹炭 0本窯の炭だし・簡単な竹細工・周辺の自然

観察・昼食 (松炭で焼いた和牛焼肉、カレーライス。甘酒)

昨年に引き続き2回 目となる炭焼き体験ツアー、棚本氏の [奈良子炭き

体験塾]と連携し、今年度は短時間で焼ける竹炭の講習。小学生から

80代までの幅広い年代、神奈り||や甲府方面からの参加もあり、2度 目

の参加の方も何人かいました。昼食には炭火で生協のお肉を使った焼

肉・ジャガイモのホイル焼き、奈良子の地元の人に前日から仕込んでい

ただいたカレーライスとサラダ。当日周辺の山での獣害駆除と重なり逃

げ惑うイノシシを目の当たりにし、里山での共存の難しさにも思いを馳

せました。周辺の自然観察は大月林務事務所の森林インストラクターで

もある安富さんに奈良子周辺の樹木について話していただきました。
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2/24(2)都 留市四日市場	『きのこの植菌作業体験ツアー』

内容 :しいたけ・くりたけ・なめたけ・ひらたけの植菌、地元野菜の豚汁

これも昨年に引き続き2度 目の事業、講師として勝俣さんにお願いし、事

前の原木の切出し、前日畑からの野菜の調達、寒い時期での準備でしたが

当日は天気よく、幹事の手馴れた指導で予定より早く作業を終えることが

できました。地元の美味しいおにぎりと採れたて野菜の豚汁に身体も温ま

り、原木のお土産つきで神奈川からの参加者も喜んでくれました。

,ス|

咆

(鞍

rl華

④	 環境保全のための啓発パネル展示

昨年度の活動状況をパネルに制作

11/18	 【桂り|1相模川流域協議会のシンポジウム (相模湖町)】 の会場

2/24	『きのこの植菌作業体験ツアー』の会場

⑤	総会		2001年 7月 15日

役員会	4回		(5/30		6/27		10/17		12//19)

担当役員会	13回

※	桂り|1東部地域協議会として都留市をエリアに入れて、都留市の担当職員・大月

林務環境部の熱意ある参加があって活動した一年間でした。

[下流との連携・水源地の森林保全]について継続した活動の場づくりの検

討・調査等については、第一回学習会は次年度事業となりました (2002・ 5/3実

施)が、更に継続していく事になっています。

昨年からの継続事業として里山保全活動の体験ツアーは地域の協力も得られ、

リピーターもいて、参加者に好評でした。クリーンキャンペーンの一環としての

『川遊び』子供たちの輝く笑顔はこれからも続けて行きたい事業です。

準備に追われてどの事業もPRが不十分だったことは大きな反省材料ですが、

関わる協議会のメンバーが手一杯の状態では限界があります。協議会の会員拡大

と共に実質の役割を担えるメンバーを増やしていくことも大きな課題です。

次年度、環境保全活動が更に広く地域に浸透していく事業を目指していきます。
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相模川湘南地域協議会2001年 度活動報告

1.は じめに

2年 目の活動は、地域協議会の存在 と川の環境問題を、

を主眼に、クリーンキャンペーン、学習会 “環境夢十夜"

行った。その大要をここに報告する。

広 く市民に知 らせ会に加わって貰うこと

の継続、環境保全の活動交流会の活動を

2.学習会の記録			(1～ 3回 は、2000年 度に実施)

第4回 「水環境と水処理技術」=熊谷和哉氏 (厚生労働省健康局水道課)

OH13,7.8 ○ 茅 ヶ崎市役所 7階大会議室			037名 参加

「水環境を考えるとき、何を測 って何を評価 してきたのか。水処理技術 として何が求められてき

たか」、上水処理、汚水処理を中心にその技術について分か りやす く、講演いただいた。環境基本

法、水質汚濁防止法など法律的な規制では解決されない公共用水域の水質汚濁、水が停滞するため

に起 こる湖の富栄養化の問題などがある。河川の水質基準、BOD(生 物的酸素要求量)は本来環

境評価であり、川の浄化能力を基本として微生物が消費する酸素量により評価されてきた。最近で

は排水基準が水質評価基準の主流になっている。

伝統的な水処理は、沈める 。浮かせる 。漉す 。分解する 。溶けなくするなどの物理的方法と微生

物処理がある。これらでは処理が難 しい合成化学物質には活性炭処理や膜処理などが必要である。

「究極の浄化は、太陽による蒸発・蒸留です」という言葉が印象的だった。水処理に頼 らず、工場

や家庭で水の汚れを減 らす工夫をして、環境中に放出する前に汚れを減量することが基本と思う。

熊谷さんには、2年前に浄化糟対策室にいらした頃、合併処理浄化糟の法律改正やそのシステム

について、専門部会学習会で講演いただいた。学習会は情報公開、情報共有にたいへんよい機会で

ある。市民との直接対話を大切に していただきうれ しかった。《桑垣 美和子》

第 5回 「馬入水辺の楽校 。見学会」=天内康夫氏=(自 然観察指導員)

OH13.9.8			0平 塚市「馬入 。水辺の楽校」 017名参加

第 5回 は、平塚市の相模川流域にある馬入水辺の楽校を見学 しました。お花畑の横にある風車や

人力のポンプを利用 して、水をくみ出 し人工の川を作 りそのあとは自然の流れで相模川へと流入す

るシステムです。

天内氏の説明を伺いながら散策 しました。アカテカニが

脱皮したのを見つけたり、サギの踊りを眺めたりしました。

人工の小川には、自然の復元力によってすでに何か生物が

いるようです。ワンドの風景に目をやりながら自然の力強

さを感じました。木かげのベンチで過ごした憩いのひとと

きは、日頃自然に親 じむ機会の少ない私にとって、ホッと

した思いでくつろぐことができました。《石井 君江》

第 6回 「循環型社会への道筋」=田中 充氏 (法政大学教授)

+「神奈川県の水資源を考える」 (出前懇談会=神奈川県土地水資源対策課長)

OH13.10.11	0平 塚MNビ ル 11階第 2会議室			027名 参加

持続可能な社会、循環型社会を考える視点として、田中氏はイースター島の教訓を話されました。

イースター島といえば巨大な石像のモアイ像が大変有名ですが、 5世紀頃島に人が住みつき、開墾

により農地が広がり人 口も増え、人々は守 り神となる石像を競 って建設するようにな りました。

その石像の運搬の為に丸太を大量に必要とし、また住宅やカヌーなどにも木材を広 く利用されま

した。伐採により森林が減少 しても人々は生活様式を変えなかった為、	17世 紀には森林は消失 し

繁栄 した生活も崩壊 したということで した。あとには巨大な石像のみが残 されて……。

[水 辺を楽 しみながら]
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しか しそれは現代社会においても繰 りかえされるのでは?、 という不安がよぎります。

自然をないが しろにしては、文明は成 り立たなということを、今もモアイ像は訴えているのかも知

れません。私たちは持続可能な社会の為には、自然、経済、コミュニティの結びつきが不可欠であ

ることを確認出来たように思います。《宮崎栄子》

◆

なお、午前の部は、県の土地水資源対策課長をお招きして、「神奈川における水資源の現状と課題」

についての説明を聞きました。この会は「生活環境税の提言」を受けて、「自然の恵みである水を

永続 して利用するために、利用する水の安定的確保と水質の保全を図る」水資源対策を、県民とと

もに考えるための出前懇談会です。近年の少雨傾向、ダム湖の滞砂と富栄養化、生活排水、廃棄物

の不法投棄などの現状を率直に挙げ、水源地の森林活性化が必要であると結び した。《赤羽興三郎》

第 7回 「地球 と水と人のかかわり」=寺本俊彦氏 (東京大学名誉教授)

OH13.11.26			0平 塚MNビ ル 11階第 2会議室				023名 参加

160億年前に宇宙が創生 し、46億年前に地球が形成 された。太陽系の惑星で地球だけが水が液体

として存在 しうる惑星のため 35億年前に水の中で生命が誕生 した。 このことで生命体にとって水

が最も必要な物質になった。

その後、地球上で5億年前から爆発的に生物が増加し、7千万年前には恐竜の数はピークに達 したが、

小惑星衝突等により恐竜が姿を消し、6千万年前から哺乳類の時代になった。

400万年に人類が誕生 してから、人類は増え続け、現在、人類は60億人を越えている。

一方、現在の地球上の水は 97.5%が 海水で、利用可能な陸水は 2.5%で ある。食物連鎖による生

態系と利用できる水の量から考えて、適切な人類の数は9億人と推定される。

その他、ここ数万年前からの地球の気候変動の経過から見ると、 7万年前～ 1万年前はウルム氷

期と呼ばれ、寒冷な気候が続いた。その後、気温の上昇が続き、6千年前には現在より気温が数度

上昇 し、海水面 も数m上昇 した。このことから現在は、地史的には徐々に寒冷化の傾向にあると考

えられるが、実際はC02排 出による地球温暖化が進んでおり、タイムスケールとの関係があり、

今後の動向ははっきりしない。

感想 :講演内容は最新の自然科学について話されてお り、非常に興味深 く聞くことができましたが、

多少専門的なところがあり、理解 し難い方 もいたと思いました。《杉山 茂夫》

第 8回 「森づ くり」=中川重年氏=(神奈川県自然環境保全センター)

OH14.1.26		0茅 ヶ崎市役所7階大会議室 040名参加
講師は厚木市七沢にある神奈川県自然環境保護センターの専門研究員中川重年さんで、テーマは

「森づくり」。各地で植林祭などが行われているが、今は木を植えることよりも木を切ることの方が

切実な課題だ、なぜなら木が売れずに余 り気味なので伐られないから植えるための場所も空かないと

のこと。間伐材の利用をもっと増や したい。江戸を取 り巻 く山々の木とそれを運ぶ川、約30年に一

回の江戸の大火との関係も面白かった。時間不足が惜 しまれた。	 《井上 駿》

第 9回	「下水道の役割」=笠原俊男、福島 温 両氏 	(神奈川県県土整備部下水道課)

「河川環境の現状 と今後の取 り組み」=高尾治海、福岡一昭 両氏 (同 部河港課)

OH14.2.14		0平 塚市中央公民館 3階大会議室			018名 参加

相模川下流域は、かっての工場公害汚染から生活汚染へと変わり、人々の便利さだけを求める生
活に、 自然の豊かさが損なわれ、未来へ引き継 ぐ市民としての責務が問われています。これからの
公共事業の進め方は、市民と行政が知識と知恵を出し合い、協議 し、公益性に加えて自然環境の保
全と復元が出来るよう、そ してこの流域の豊かさを蘇 らせる工夫が必要と思います。《小官 昇》
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第 10回 	「環境の再生をめざして、出来ることからはじめよう」講演 と報告と意見交換

OH14.3.16	0茅 ヶ崎市役所分庁舎6階 コミュニティーホール	040名
挨拶に立った桑垣代表幹事から、刷 りたての『 アジェンダ21桂川・相模川』(改訂版)の 意義

について説明があり、会が始まった。

一部 :講演「霞 ヶ浦植生帯再生への実験」一NPOの 新たな挑戦=木村龍男氏

(霞 ヶ浦、北浦をよくする市民連絡会詢

二部 :パネル展示を前にした、参加市民団体の交流会

発表の4団体の他に、4団体、計 8団体からの活動紹介パネルが参加、展示 しました。

[パ ネル展示に	:「小出川に親 しむ会」「駒寄川 水と緑と風の会」「ほのぼのピーチ実行委員会」

参加4団体]:「桂川 。相模川流域協議会」

二部 :市民4団体の活動報告 と意見交換

発表団体 :

「平塚の自然を守る会」=加藤 幸子さん

「生 き残れ川」の応援団=小浜 ミサ子さん

自主調査研究グループ「菜の花」

=戸代澤 直子さん

「葛川をきれいにする会」=田 中克巳さん

●木村 さんの講演 :60年代までの霞 ヶ浦は湖岸がアシのベル トで覆われ、沖合には多 くの場所で

アサザの大群落が見られる水生植物の宝庫であったという。 95年に完成 した霞ヶ浦開発事業で、

コンクリー ト護岸に置き換わり、アサザの群落は衰退 してしまった。その上、建設省が冬季 4ヶ 月

の水位を3	0cm上昇の操作を4年続けたために、アサザの群落は 10分の 1に なって しまった。霞

ヶ浦北浦をよくする市民連絡会議の警告が、現実のものとなったのです。市民の働きかけにより、

2000年 に「アサザの緊急保全対策実施中は冬季の水位を上げずに運用する」との回答が出た。

霞 ヶ浦の水位を冬場に下げること、消波のために地域の間伐材による粗柔沈床を設ける、湖の土

砂で岸辺に浜を作 り、いろいろな植物を植える行動を作 り出す。 ここまでの国への働 きかけや、住

民運動のの立ち上げなど貴重な体験を聞くことが出来ました。

この運動は、アサザ再生の構想計画から工事やモニタ

リングまで住民が参画することから、小学校のビオ トー

プを生み、里山の再生・保全の活動に繋がっていました。

子供たちがビオ トープで育成 し、湖に移植 したアサザの

持続可能な群落の維持管理にどれだけかかわり続けられ

るかが、これからの課題とのことでした。	 《大蔵律子》

[講演する木村 さん]

[報告者の皆さん]

酢餞

[サ ーファーの質問]
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3.ク リーンキャンペーン

OH13.6.3			0相 模川左岸河口部千潟				 ○参加人員約 30名
クリーンキャンペーンを海岸美化財団と同調 して河 口部で行った。まず干潟の姿が変わってい

るのが目に付いた。流域協議会の職旗を立ててゴミ拾いにかかる。有難いことにサーファーや遊び

に来ていた有志が一緒に拾 ってくれる。手では抱えられない大きなプラスチック破片は引きずって

集積場へ、小はプラスチックの瓶のキャップはゴミ袋に、あるはあるは。一通 り綺麗いになった千

潟を後に、皆さんを誘って下水処理場の会議室に移動、差 し入れのジュースを頂戴する。初年度報

告 (B5,28P)を配 り、 しばし話 し合う。《赤羽》

4.平成 14年度相模川湘南地域協議会運営委員会の実施状況

○	 第 1回 	H13年 4月 20日 	 茅 ヶ崎市役所分庁舎 2階G会議室

(1)学習会「環境夢十夜」 (2)「水辺の楽校」 (3)年報について(4)本年度事業など

○	 第 2回 	H13年 5月 9日		 茅 ヶ崎市役所分庁舎 2階G会議室

(1)年報 (2)ヒ ―゙チクリーンアッフ
゜
神奈川 2001海岸清掃 (3)学習会「環境夢十夜」 (4)そ の他

○	 第 3回 	H13年 8月 11日 	 茅ヶ崎市女性センター和室

(1)流域協議会の総会 。その他 (報告)、 (2)学習会「環境夢十夜」 (3)市 民団体交流会

(4)湘南地域の流域協議会会員との連絡・連携の取 り方、 (5)そ の他

○	 第 4回 	H13年 10月 29日 	 茅 ヶ崎市役所 7階第 5会議室

(1)今後 (第 9回、10回 )の学習会「環境夢十夜」 (2)市民団体交流会	(3)そ の他

○	 第 5回 	H13年 12月 13日	 茅 ヶ崎市役所分庁舎 2階G会議室

(1)学習会「環境夢十夜」、(2)市民団体交流会、(3)平 成 14年度の事業 (4)そ の他

○	 第 6回 	H14年 1月 11日 	 茅 ヶ崎市役所分庁舎 2階G会議室

(1)学習会「環境夢十夜」第 9回、第 10回 の確認、 (2)市 民団体交流会 (3)平成 14年度の事業に

ついて、(4)そ の他

○	 第 7回 	H14年 3月 13日 	 茅 ヶ崎市役所 7階第 4会議室

(1)学習会「環境夢十夜」第 10回 および市民団体交流会の確認 (2)平成 14年度の事業 (3)そ の他

5.平成 13年度運営委員連名	50音 順

市民 :赤羽興三郎 (二 宮):石井 君江 (茅 ヶ崎):井上 駿 (平塚):自 井 勝之 (平塚)

大蔵 律子 (平塚):桑垣美和子 (茅 ヶ崎):月 宮ヽ 昇 (平塚):田端 裕 (大磯)

宮崎 栄子 (寒川):山本康雄 (藤沢)

行政 :寒川町町民部環境課	:	 湘南地区行政センター環境部環境保全課

茅ヶ崎市環境部環境保全課 :		平塚市環境部環境政策課

(役割分担)	 会計 :宮崎 栄子		 監査 :寒川町環境課		 代表 :赤羽 興三郎

6.一年間の活動をふりかえって

湘南地域協議会 2年 目の活動を、運営委員の皆さんに支えられて続けて参 りました。湘南地域に

居住する会員の方 と一緒になって、相模川地域協議会の存在を地域の市民の方々の認知 して貰うこ

とを願 って、計画を立て実践 しました。少 しずつ理解が広がってはいるものの、この一年間で流域

協議会にお迎え した湘南地域の新会員は十数人に留まりました。

もっともっと多 くの会員に加わって戴き、地域に根を降ろした活動を拡げることが望まれます。

「清 く豊かに流れ る相模川」を実現するには、地域協議会はまだ非力です。地域協議会は、その活

動を一時のイベン トに終わらせず、地味でも持続 していき、多くの市民の賛成 と協力を得なければ

なりません。この報告を読まれた湘南地域の会員の方に、友人知人を誘 って地域協議会の諸活動に、
より積極的に参加をお願い します。そ して地域協議会の運営にもかかわって、アイデアやご意見を、
お出しください。私どもは、市民に開かれた協議会を粘 り強 く続けて参 ります。

《代表 赤羽興二郎》
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(9)そ の他の事業

①	桂川。相模川におけるコイを指標とした環境ホルモン調査報告書の発行

平成 11年度事業として実施 したコイを指標とした環境ホルモン調査について報告書に取 りま

とめ、発行 した。

(内容〉

●調査の概要

。調査 目的

・調査に携わつた方々

。調査実施の経過

。調査方法

・調査 日時及び場所

●調査結果

0調査結果一覧

・考察

山梨県環境科学研究所	瀬子義幸

横浜国立大学	浦野・亀屋研究室

帝京科学大学	平井俊朗

●調査に携わつた方々の感想

●参考資料

・環境ホルモン調査・分析マニュアル

0神奈川県水産総合研究所 (内 水面試験場)よ り提供されたコイの生態、及び相模り||の コイ

の生息状況報告書

・平成10年度の桂川 0相模り||における主要な公共用水域水質測定点の調査結果

・調査原票

・神奈川県環境農政部で実施 した内分泌攪乱物質の調査結果

・平成10年度水環境における内分泌攪乱物質に関する実態調査報告書

0調査事前打ち合わせメモ

桂川・相模川における

コイを指標とした

環境ホルモン調査報告書

2001年 3月

桂川・相模川流域協議会
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②森づ くり専門部会学習会

森 の恵 み林 の嘆 き	 森 林 ボランテ ィアの励 ま し

講師	 紙野伸二氏		 林業試験場 (現在	 森林総合研究所)を経て、東京農業大学教授退職。

農学博士。

日時	2002年 3月 21日 (木)10時 から12時 30分

講演の概要

世界の国で森林率の トップはスウェーデンの68%、 日本は66%と世界第2位である。日本は

山岳地帯、木の文化の国で森を山と呼んできた。日本人の一生は産湯を使う木のたらいから始まり、

棺桶まで衣食住全てで木にお世話になってきた。 しかし木のことを知らない人が実に多い。

森は空気や水をきれいにする浄化機能を持ち、水を安定的に供給する。その保水力は緑のダムと

いわれ、人造湖、ダムの 10倍 になる。その他に災害防止、森林浴などの健康増進、温暖化防止、

防砂、防風など人間生活の安全弁の働きをして森の恵みは実に豊かである。しかしいいことばかり

でなく杉花粉による花粉症など (大気の汚染に伴い)起 こっている。平成 12年 9月 に森の公益的

機能の評価額は約75兆円とされた。水源涵養が27兆円、土砂流出防止は28兆円などで、日本

の年間予算 12兆 8千億円に比べてもその重要性がわかる。

木造建築により都市が形成される。火災が多発すると木材の供給が高まり全国の有数な林業地を作

り出した。戦後、戦災復興のため資材の供給が望まれ、農家造林が盛んになる。そして山の中に林道

ができるに従い、山から人が出ていき皮肉にも林業地ほど過疎化が進んだ。それに伴い放置林が増え

た。人口の減少が地域社会の崩壊となり、放置林では境界争い、ゴミの不法投棄、火災、杉林の竹藪

化などが起こり、今まさに多くの林が泣いている。もちろん地球の森にもほころびが生 じ、熱帯雨林

を中心に日本の森林の半分に当たる150万 haノ年は消滅 している。そうした現実に手をこまねいて

いたわけではなく、平成 13年には森林林業基本法を制定 した。市町村の役割を強化 し、国民の理解

と支援による森林整備を進め、資源の循環利用林、水土保全林、森と人との共生林の3つ にゾーニン

グし流域を単位として森林整備を行うことになった。

最近ではで森林ボランティアが増え、はじめは200団体だったのが、平成 13年には800団体

にのぼる。市民サイドから積極的に働きかけ活動する団体が80%で 、自然環境の保全を第一とする

活動が増えた。山側の期待としては理解者がほしい、山の手入れの手分け、林業・山村への Iタ ーン

などである。 しかし一方では相互不信も生 じることがあり、双方の意識改革が課題である。

市民の力、林業家の力、行政の力をこの3つ をプラスすると、協という字になる。こうした協働の

結果地域社会の環境や生活に役立つ新 しい入会林が形成される。これを社会林と命名 したい。恵みを

みんなで受け入れた森、ソーシャルフォレス トを市民集団みんなで保全する。保全とは流域住民に役

立つように賢 く利用する。「wise	use」 である。 (終了)

講演の後、ア ドバイスを受けながら意見交換を行った。森林組合の方から、山の人手は足りて

はいるが仕事がないことが問題との指摘もあり、励ましを求め嘆いている林や森に対 しできる

ことは何か改めて考えさせられた。
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森つくり専門部会の学習会(育樹作業体験)

1事業目的

森づくり専門部会では、2002年 2月 17日 (日 )、
「アジエンダ21桂川・相模川」の中の課題分野・森づくりの推

進のために、学習会を開催しました。今回は、「相模湖若柳・嵐山の森」でボランティアによる森づくりを行つてい

る「さがみ湖・森づくりの会」の定例活動に参加した。実際の森づくりの現場を体験し、意見交換などを通じて「清

く豊かな水を育む森」を実現するための方策を考えることができました。

【さがみ湖・森づくりの会】FSC国際認証の森つくりを目指して4年前から月2回の活動日で、“雨でも休まず"相模湖町“若柳・嵐
山の森"の森林整備をしています。仲間は200人。過日、神奈川県水資源対策課の案内で津久井四町と上野原の水源施設と森
林現場を見てきました。“緑のダム"・ 森林の荒廃はすざまじい勢いで進んでいます。手入れしていない植林地帯は、土がはがれ真
つ暗で生き物の気配が無い、音のしない世界に変わつています。直接、荒廃の森に入つて欲しいのが私たちの本音です。

2事業内容と参加者数等

今回は、森づくり専門部会・学習会の初めてでもありましたので、参加者はどのような作業に参加できるのか

に大きな期待をもつて参加することになりました。

また夕刻からは雨という天気予報にも関わらず、協議会からの参加者は27名 、さがみ湖・森づくりの会のメン

バー等を会わせる総勢80名 ほどとなり、用意された作業現場の広さからすると適切な参加者数だつたように思

いました。

《作業時間とか、準備品のあらましを紹介》時間は、午前9時30分集合し、解散は、現地で午後 3時半、予

定時間通りでした。作業現場は、駅より徒歩 10分～15分程度。相模湖に隣接する民間所有の山です。	服装

としては、汚れも よい服装・足元が滑らない履き物・(雨天でも決行なので)雨具準備。持参品は、軍手、自分

の食器、水筒、万一の怪我に備え保険証の写し。昼食は現地の農家にお願いするので、食器(皿、椀、箸等)を

各自持参となりました。参加費は、保険料十通信費十昼食代として、500円です。

3作業の具体的な紹介 ～時間の経過をたどりながら～

《午前の部》まず現地の広場に集合、一堂に会して、グルー

プ毎に挨拶。	桂川・相模川流域協議会メンバーほか、民間企業

からの挨拶、そして当然のことながら主催者である「さがみ湖・森
づくりの会」の各作業1班からの挨拶もありで、気を緩めることなく、

ケガのないように注意して、各作業に取り組むようにとの石村さん

等のリーダーから引き締まった声で指示された。そのご軽く準備

体操。広場といつヽ 斜面で、足場を確保するのに、都会育ちの

人には足下がふらつきました。

協議会のメンバーは、伐採された杉の小枝落としのため鈍と鋸を持つて出かけました。3班に分かれてそれぞ

れの持ち場につく。急斜面の作業場所もあり、平地もあり・・0。 午前は枝落としと、片づけ作業中心。男女の区別

なし。幹の丸太と、小枝の山が次々と築かれていきました。…。・・昼食は、森林所有者の庭先で、三々五々仲間

同士で。暖かな大鍋のみそ汁は好評。久しぶりの労働 ?で昼食が待ち遠しかった～。

《午後の部》杉の伐採の訓練。倒れて、他の木にダメージを与えない角度を考えて、鋸を入れました。二組
が実際にツヒみ、見物客の喝采を浴びました。受け日は良かつたが、さて…0。 次いで、切り方、倒し方の指導訓

練を見学。……。(作業時間の合間)石村代表から、将来の夢を聞くことができました。多くの人の賛同を得て、
NPO法人取得のために準備中とのこと。……・小枝が築山のように整理され、和風庭園のようで、さすが協議会
の人のパワーとマナーは凄いとほめられる ′ 最後に、鋸と鈍の汚れを洗い、油を塗つて、箱へ収納。最後に全

員集まつて、作業報告。無事を確かめ、解散。

4	おわりに

準備し、指導していただいた石村代表、メンバーの方々に感謝いたします。一連の指導の中で感じたことは、
育樹の大切さと共に、森づくりを進める際の訓練の必要性、そしてすがすがしい労働の喜びでした。

《文責 牧島》

-88-



③会員拡大のための取 り組み

○「桂川・相模川流域協議会に入会しませんか?」 のチラシ作成

桂川 。相模川流域協議会の新規会員拡大のために次のとおリチラシを作成し、市町村担

当窓口に置いたほか、各種シンポジウムで配布した。

発行部数	3000部

発行年 日	2002年 2月

仕様	A4版 両面 フルカラー刷 り

仕様 A4版	 表紙フルカラー

本文2色刷 り
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○「桂川 。相模川流域協議会」紹介パネルの作成

桂川 。相模川流域協議会の活動紹介及び会員拡大のためにパネルを作成 した。

なお、2001年 度には、 3月 に相模原市で開催 した「みんなの消費生活展」において

展示 して説明を説明を行った。

仕様	Al版 フルカラー刷 り

○「アジェンダ21桂川・相模川 (ア ジェンダ本編)」 の改訂版発行

アジェンダ本編の改訂版を発行した。

発行部数	2000部

発行年月	2002年 3月
か イ
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2000(平 成12)年度収支決算

1	 収入の部

2	 支出の部

項 	 目 予 	 算 	 額 決 算 額 差 引 額 備 者

会 	 議 	 費 1,168,400円 904,332円 264,068円 鋪室使用料							168,215円
盤講蹴礼								10,000円
市民交蹟								472,980円
議事録記録経費							52,342円
専門部会専門家謝礼		109,300円
鵬艦鋼認費		60,210円
酬明騰 				31,285円

事 	 業 	 費 4,870,044円 4,561,452円 308,592円 ,|‐ )||)へ
'‐ )527,757円

上下流交流事業		1,063,015円
)ツ 1。 )。 ,1		847,751円
ホームヘ―゚シ

゛
					336,420円

ツアー&ウオッチング				77,155円
湘譴									101,572円
会報誌発行						615,034円
年報働事成							666,130円
地域協議会事業費					326,618円

事 	 務 	 費 1,234,320円 833,193円 401,127円 会議開催欄送‖		478,410円
通信費						60,OoO円
事務用品等						294,783円
アシ
・
ェンタ

゛
明買								0円

予 	 備 	 費 100,000円 0円 100,000円

合 	 計 7,372,764円 o)6,298,977円 1,073,787円

竪全82ι
』ξ霜量鼻缶

重
僣iど想 ,Ю筆 09円 12001(平 成 13)年度に繰越]

差し引き残高の内訳は、アジェンダ21桂川 。相模川本編印刷費を次年度送りとした 55万円
のほか、事業費において、国土交通省京浜工事事務所から協力 (ゴミ袋、軍手の提供等)を得ら
れたことなどによるものである。

項 	 目 予 	 算 	 額 決	 算 額 差 引 額 備 考

負 	 担 	 金 4,260,000円 4,260,000 El 0円 建設省京浜I事事務所			550,000円
山		 梨		 県	750,000円
神		奈		川		県		2,250,000円
市(人□	10万人以上の6市)

300,000円

は日	10万人未満の3市)

90,000円

町村(1681村 )			320,000円

バ 費 1,875,500円 1,934,100 El △ 58,600円
者業

＞

事
帥
部
網

民
諄
鋤

市

公

そ

382,100円
950,000円
602,000円

賛 	 助 	 金 30,000 E 0円 30,000円

繰	 越	 金 1,205,7548 1,205,754円 0円

雑 	 収 	 入 1,510円 2,632円 △ 1,122円 預金利子

合 	 計 7,372,764H (A)7,402,486円 △ 29,722円
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1	 収入の部

2	 支出の部

2001(平 成13)年度予算

項		 目 予	 算	 額 前年予算額 差 引 額 備 考

負	 担	 金 3,960,000円 3,960,000円 0円 国土交通省省京浜I事事務所250,000円
山			熱			県		750,000円
神	奈	川	県2,250,000円
市(人口	10万人以上の6市)

300,000円
(人口	10万人未満の3市)

90,000円
町村(16町村)					3201000円

〈
〓 費 1,932,000円 1,932,000円 0円 市民(団 体)		382,000円

公営事業者(6事業者)950,000円
その他事業者				600,000円

賛	 助	 金 5,000円 0円 5,000円

参	 加		 費 240,000円 0円 240,000円 上下流交流事業						170`,000円
シンホ

゜
シ
゛
ウム			70,000円

前年度繰越金 401,490円 1,103,509円 ∠ゝ702,019円

雑 	 収	 入 1,510円 1.510円 0円 預金利子

合		 計 6,540,000円 6,997,019円 △457,013円

項 	 目 予	 算	 額 前年予算額 差 引 額 備 考

会	 議	 費 8391000円 1,100,120円 △261,120円 会議室使用料			129,000円
総会講師謝礼							30,000円
市民交通費					450,000円
議事録記録経費		40,000円
専門部会専門家謝礼		100,000円
地域協議会運営経費		60,000円
資料印刷経費等		30,000円

事	 業	 費 5,042,550
円

4,345,449円 697,107
円

|IⅢ ン||ハ
:…

ツ400,000円
上下流交流事業		602,000円

738,000円
シンホ

・シ・ウム		700:000円
郎 ツ通襲諜 	200,000円
ツアー&ウオッチング				80,000円
洗剤対策事業								50,000円
環境調査事業						250,000円
流域の魅力再発見事業			452,550円

1llili「 					::::8::目
地域協議会事業費	320,000円

事	 務	 費 558,450円 1,451,450円 ∠ゝ893,000円 ＝
　
り
式

“^
『”“̈
　
　
　
　
Ｌ

．
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　　】

ｈ
烈
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口
ｍ

通

費

局

用

議

信

務

務

ム
〓
■
凛
吉

，
古

，

351,200円
60,000円
22,400円
124,850円

予 	 備 	 費 100,000円 100,000円 0円

合		 計 6,540,000円 6.997,019円 ∠ゝ457,019円
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監査の結果について

2000年 度 (平成 12年度)の桂川 。

行について、関係書類を審査したところ、

す。

2001年 (平成 13年)5月 27日

相模川流域協議会の会計及び会務執

適正に処理されていることを認めま

桂川・相模川流域協議

監事	 石田	 幸

監事	 天野	 堅二

監事	 長田	 豊

「
,l
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桂川・ 相模川流域協議会規約

(名 	 称)

第 1条 	 この会は、桂川・ 相模川流域協議会 (以下「 流域協議会」 とい う。)と いう。

(目 	 的)

第 2条 	 流域協議会は、桂川・ 相模川の流域 (河川において地表に降 った降水を集水す る地

形的な範囲をいう。以下同 じ。)の行動計画である「 アジェンダ21桂川・ 相模川」を推進

することにより桂川・ 相模川の流域の環境保全を図 り、 もって、持続可能な発展を基調に

した環境保全型社会を築 くことを目的 とす る。

(事	 業)

第 3条	 流域協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行 う。

(1)「 ア ジェンダ21桂川・ 相模川」の策定、推進、評価及び見直 し

(2)桂 川・ 相模川の流域の環境保全を図 るための事業

(3)流域協議会の会報誌の発行

(4)そ の他流域協議会の目的達成のために必要な事業

(会	 員)

第 4条	 流域協議会の会員は、正会員及び賛助会員 とす る。

2	 正会員は、桂川・ 相模川の流域の市民、事業者 (公 営企業を含む。以下同 じ。)、 行政

(地方公共団体 (公 営企業を除 く。)及び国をいう。以下同 じ。)、 桂川・ 相棋川の水を

水道水として利用 している者その他流域の環境保全に関係す る者で、本会の目的に賛同す

る者 とす る。

3	 賛助会員は、本会の目的に賛助協力す る者 とする。

4	 流域協議会の会員は、会費、負担金、賛助金 (以下「会費等」 という。)を 納めるもの

とする。

5	 会費等は、年額 とし、毎年 4月 1日 か ら5月 31日 までに納入 しなければならない。

6	 会員は、流域協議会が行 う事業への優先参加並びに流域協議会が発行す る会報誌及び図

書の優先配布を受 けることができる。

(入会及び脱会)

第 5条	 流域協議会の入会及び脱会に関す る事務は、事務局 (第 15条 に規定する`「 務局をい

う。)が行 う。

(役	 員)

第 6条 	 流域協議会に、次の役員をおく。

(1)代表幹事 		5名
(2)幹 	 事			 主体 (市民、事業者及び行政をいう。以下同 じ。)別部会毎に 5名 以_■

10名 以内

地域協議会 (第 H条の規定により地域に設置 された協議会をいう。)毎
に 1名

(3)会 	 計			1名
(4)監 	 事			3名
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2	 役員は、会員の中から、幹事は各主体別部会、地域協議会が推薦 した者について総会に

おいて承認 し、その他の役員は総会で選出する。

3	 代表幹事は、幹事の互選により定める。

4	 役員の任期は、 2年 とする。ただ し、再任を妨げない。

5	 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務等)

第 7条	 代表幹事は、流域協議会を代表 し会務を総理する。

2	 幹事は、流域協議会の運営について協議する。

3	 会計は、流域協議会の会計事務を担当する。

4	 監事は、流域協議会の会計及び会務執行を監査する。

(総	 会)

第 8条	 総会は、定期総会及び臨時総会とし、代表幹事が招集する。

2	 定期総会は、会計年度終了後、毎年 1回、開催する。

3	 臨時総会は、代表幹事が必要と認めたとき、又は、幹事会若 しくは監事の要求があった

場合に開催する。

4	 総会の議長は、その総会において選出する。

5	 総会は、次に掲げる事項を協議・ 決定する。

(1)規 約の制定、改廃

(2)会 計及び監事の選任並びに幹事の承認

(3)事 業計画及び収支予算に関する事項

(4)事 業報告及び収支決算に関する事項

(5)そ の他幹事会が必要と認める事項

6	 総会は、会員の現在数の2分 の 1以上の出席 (委 任状を含む。)がなければ開 くことが

できない。

7	 総会の議決は、流域協議会が流域環境保全の合意を形成するための協議の場であること

に鑑み、正会員の合意をもって行 う。

8	 総会において議決に至 らなかった事項については、総会において、各主体から5名以内

の会員を選出 して、協議機関を設置 し、協議・ 決定するものとする。 この協議機関におけ

る協議決定事項は、流域協議会の総会の議決 とみなす。

(幹事会)

第 9条	 役員は幹事会を組織 し、幹事会は総会で議決 した事項を執行する。

2	 幹事会は、必要に応 じ代表幹事が招集 し、幹事会の議長は代表幹事の中から選出する。

3	 幹事会は、流域の環境保全の取 り組みに関 し合意を形成するための協議の場であり、

「 アジェンダ21桂川・ 相模川」の達成状況の評価、見直 し、流域協議会の取組み等につい

て協議する。

4	 幹事会は、総会に付議すべき事項を協議・ 決定する。

5	 幹事会は、事務局長及び事務局員について、協議・ 決定する。

6	 幹事会は、協議に必要な会員の出席を求め、その意見を聞 くことができる。

(主体別部会)
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第10条 	 流域協議会に主体別部会を置く。

2	 会員は、主体別部会にそれぞれ所属する。

3	 主体別部会は、「 アジェンダ21桂川・ 相模川」の達成状況の評価、見直 し、流域協議会

の取 り組み等について協議する。

4	 主体別部会は、流域協議会の運営を行 う幹事を選任する。

5	 主体別部会の運営については、主体別部会がそれぞれ定める。

(地域協議会)

第11条	 地域における桂川・ 相模川の流域の環境保全の取 り組みを推進するため、地域協議

会を設置することができる。

2	 地域協議会は、流域協議会の運営を行 う幹事を選任する。

3	 地域協議会の運営については、地域協議会が定める。

(専門部会)

第12条	 幹事会に、流域の環境保全に関 し専門的に検討するため、専門的な事項別に、専門

部会を設置することができる。

2	 専門部会は、専門的な事項に関係のある主体で構成 し、検討結果を幹事会に報告する。

(会	 計)

第13条	 流域協議会の活動に要する経費は、会費等、補助金その他の収入をもってあてる。

2	 流域協議会の会計年度は、 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

3	 会費等の規定については、別に定める。

(委 	 任)

第14条 	 この規約に定めるもののほか、流域協議会の運営その他必要な事項は別に定める。

(事務局)

第15条	 流域協議会に事務局を置 く。

2	 事務局には、事務局長及び事務局員を置 くことができる。

(附 	 則)

1	 この会則は、平成10年 (1998年 )1月 20日 から施行する。

(附 	 則)

1	 この会則は、平成10年 (1998年 )1月 31日 から施行する。

(経過措置)

2	 流域協議会の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から3月 31

日までとする。

3	 流域協議会の設立当初の役員の任期は、第 6条 第4項の規定にかかわらず、設立の日か
ら平成10年 (1998)度 に開催される定期総会までとする。
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桂 川・ 相 模 川 流 域 協 議 会 の 運 営 に 関 す る細 則

平成10年 (1998年)1月 20日 制定

平成11年 (1999年)5月 29日 一部改正

桂川・ 相模川流域協議会規約第14条の規定に基づき、桂川・ 相模川流域協議会 (以下「 流

域協議会」 という。)の運営に関する細則を次のとおりとする。

1	 桂川・ 相模川の流域の環境保全に向けて、「 アジェンダ21桂川・ 相模川」を推進すると

ともに、市民、事業者、行政 (以下「主体」 という。)は継続 した協議を通 じて相互に理

解を深め、合意を形成する。

2	 流域協議会を開かれたものとするため、必要な情報は共有する。

・ 流域協議会の議事内容は公開とする。

・ 会員は、幹事会、地域協議会、専門部会に参加することができる。

3	 流域協議会の会員は、桂川 0相模川流域の環境保全の取組みについて対等な立場で提案

し、協議を行 う。

4	 各主体は、「 アジェンダ21桂川・ 相模川」及び流域協議会の合意事項を尊重するととも

に、実効性のある環境保全のための方策を推進する。

5	 各主体は、必要に応 じて、学識経験者・ 専門家の出席について合意 し出席を要請する。

6	 幹事は、必要な場合は、代理者を立てることができる。

7	4月 1日 から定期総会が開催される日までの間の流域協議会の事業の実施については、

幹事会において決定 し、会計はその経費を支出することができる。
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桂川 。相模り!1流域協議会役員及び役割分担 (2000～ 2001年 度)

1役 員

(1)代表幹事

○市民………河西悦子 (大月市)、 桑垣美和子 (茅 ヶ崎市)

○行政………国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所 (調査課)

山梨県 (森林環境部環境活動推進課)

○事業者……欠員

(2)幹	 事

○市民 (9名 )

河西悦子 (大月市)、 加々美清子 (富士吉田市)、 中村道子 (上野原市)山本豊美 (甲

府市

桑垣美和子 (茅 ヶ崎市)、 小宮昇 (平塚市)、 牧島信一 (横浜市)、 渡邊力 (川崎市)

高岡まさみ (相模原市)

○事業者 (6事業者)

東京電力榊 (大月市)、 笹一酒造腕 (大月市)、 国土環境線 (東京都世田谷区)

横須賀市水道局 (事業部浄水課)、 ミヨシ閉 (東京都墨田区)

リコーい (厚木愛甲地区相模川水系をきれいにする会)

○行政 (9機関)

国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所 (調査課)、 山梨県 (森林環境部環境活動

推進課)、 都留市 (地域環境課環境保全室)、 秋山村 (環境課)、 神奈川県 (環境農政

部大気水質課)、 相模原市 (環境保全部環境対策課)、 茅ヶ崎市 (環境部環境保全課)

海老名市 (生活環境部環境保全課)、 城山町 (民政環境部環境防災課)

○地域協議会 (各 1名 )

桂川 。東部地域協議会……。鈴木敏道

相模り|1湘南地域協議会……・赤羽興三郎

(3)会 計

神奈川県 (環境農政部大気水質課)

(4)監	 事

○市民……石田幸彦 (八 王子市)

○事業者…津久井郡森林組合 (天野堅二)

○行政……道志村 (環境保健課	 長田豊)

2	 事務局

○事務局長	 神奈川県環境農政部大気水質課長

事務局員	 氏家雅仁 (相模原市)、 小西一郎 (相模原市)

千葉善和、小澤浩 (山梨県森林環境部環境活動推進課)

菊地俊行、椎橋文雄、飯塚まり子 (神奈川県環境農政部大気水質課)
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市民会員		203名
市民団体会員

カーカネットの会

おおつき女性交流会

都留ライオンズクラブ

大月ライオンズクラブ

相模湖・津久井湖等の水質保全を求める連絡会

卜出川に親しむ会

相模原あじさいライオンズクラブ

キャンプインシンポジウム

藤野相模湖ライオンズクラブ

津久井ライオンズクラブ

平塚の自然を守る会

相模川河回の自然を守る会

「生きのこれ川」の応援団

鳩川・縄文の谷戸の会

鳩川・水辺の森の会

自主調査研究グループ「菜の花」

桂川会

桂川・相模川流域協議会会員名簿

省関東地方整備局京浜工事事務所

神奈川県企業庁水道局

横浜市水道局

神奈川県内広域水道企業団

国土環境 (株)

地域交流センター

メタリック・クリーン・シキシマ (株)

ミヨシ (株)

共生食品 (株 )

富士燃料 (株)

事業者団体会員

相模川をきれいにする協議会

厚木愛甲地区相模川水系をきれいにする会

相模川流域下水道事業連絡協議会

相模原の環境をよくする会

事業者会員

フォレス トファーム

笹一酒造 (株 )

河口湖精密 (株)

(株)日 立国際電気	富士吉田事業所

桂川漁業協同組合

山英建設0
東京電力 (株)富士吉田営業所

東京電力 (株)駒橋工務所

東京電力 (株)山梨支店大月営業所

生活協同組合coopや まなし

大月信用金庫

勝瀬観光 (株)

旭ファイバーグラス (株)湘南工場

富士コカコーラボ トリング (株)

日鉱金属 (株)倉見工場

(財)神奈川県都市整備技術センター

津久井郡森林組合

(財)北里環境科学センター

神奈川県治水砂防協会

(財)かながわ海岸美化財団

(財)神奈川県下水道公社

〈財)宮 ヶ瀬ダム周辺振興財団

(財)神奈川県公園協会

」A神奈川県中央会

神奈川県企業庁利水局

横須賀市水道局

‖崎市水道局

行政会員			(	)内 は担当室課

山梨県 (森林環境部環境活動推進課)

富士吉田市 (企画部企画課)

都留市 (地域振興課環境保全室)

大月市 (環境課)

秋山村 (環境課)

道志村 (環境保健課)

西桂町 (住民福祉課)

忍野村 (環境課)

山中湖村 (福祉健康課)

河口湖町 (保健福祉課)

勝山村 (住民課)

足和田村 (住民課)

上野原町 (保健環境課)

神奈川県 (環境農政部大気水質課)

平塚市 (環境部環境政策課)

茅ヶ崎市 (環境保全課)

相模原市 (環境保全部環境対策課)

厚木市 (環境総務課)

海老名市 (生活環境部環境保全課)

座間市 (環境経済部環境対策課)

寒川町 (町民部環境課)

愛川町 (民生部環境課)

清川村 (住民課)

城山町 (民政環境部環境防災課)

相模湖町 (産業建設部産業環境課)

藤野町 (ま ちづくり課)

幸久井町 (環境福祉部環境防災課)
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